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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つの表示を少なくとも一つのマーケッタに表示することであって、前記表
示は前記マーケッタが少なくとも一つのモバイルゲーム装置を介して宣伝を提示する機会
を含み、前記モバイルゲーム装置はギャンブル系ゲームを提供するよう動作可能であるこ
とと、
　前記マーケッタから前記機会に対する指し値を受信することであって、前記指し値は金
銭の数量を含むことと、前記指し値が所定の基準の一以上の第一のセットに合致すること
を決定することと、
　前記指し値が所定の基準の前記一以上の前記第一のセットに合致することに少なくとも
部分的に基づいて、前記指し値を受付けることと、
　少なくとも一つのモバイルゲーム装置を識別することであって、前記少なくとも一つの
モバイルゲーム装置は遊技者によって現在使用中であることと、
　前記識別されたモバイルゲーム装置に前記遊技者への前記マーケッタの宣伝を提供させ
ることと、
　を含み、
　前記宣伝を提供させることは、前記モバイルゲーム装置を介して前記遊技者への前記宣
伝の第一の部分を提供させることと、前記モバイルゲーム装置以外の他の装置を介して前
記遊技者への前記宣伝の第二の部分が提供させることと、を含む、
方法。
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【請求項２】
　前記指し値が所定の基準の一以上の前記第一のセットに合致することを決定することは
、前記金銭の数量が任意の他の指し値に関連付けられる金銭の数量を超えることを決定す
ることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　第一の命令を前記識別されたモバイルゲーム装置に送信することをさらに含み、前記第
一の命令は前記マーケッタの前記宣伝を呈示する方法を記載する、請求項１に記載の方法
。
【請求項４】
　前記第一の命令は、
　（ａ）前記マーケッタの前記宣伝を呈示するディスプレイ画面上の場所、
　（ｂ）前記マーケッタの前記宣伝を呈示する間の時間、
　（ｃ）前記マーケッタの前記宣伝を呈示する音量、
　（ｄ）前記マーケッタの前記宣伝を呈示する時間の長さ、
　（ｅ）前記マーケッタの前記宣伝が呈示される前にゲームに発生しなければならない状
況、の少なくとも一つを含む、請求項３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
　本出願を解釈するためのガイドライン
　以下、第Ｉ～Ｘ節は、本出願の解釈への案内を提供する。
【０００３】
　Ｉ．用語
　「製品」という用語は、別途表記のない限り、任意の機械、製造及び／又は組成物を意
味する。
【０００４】
　「方法」という用語は、特に別途記載のない限り、任意のプロセス、アルゴリズム、方
法等を意味する。
【０００５】
　それぞれのプロセスは（方法、アルゴリズム他の呼称であっても）、本質的に一以上の
ステップを含み、このため、プロセスの「ステップ」又は「ステップ（複数）」への全て
の参照は、「プロセス」又は同様の用語の単なる列挙において、本質的に先行する記載を
有する。従って、プロセスの「ステップ」又は「ステップ（複数）」へのいかなる参照も
、十分に先行する記載を有する。
【０００６】
　「発明」等の用語は、特に別途記載のない限り、「本願明細書において開示される一以
上の発明」を意味する。
【０００７】
　「一つの実施形態」、「実施形態」、「実施形態（複数）」、「該実施形態」、「該実
施形態（複数）」、「一以上の実施形態」、「いくつかの実施形態」、「ある実施形態」
、「一実施形態」、「別の実施形態」等の用語は、特に別途記載のない限り、「開示され
た本発明の一以上の（しかし全てとは限らない）実施形態」を意味する。
【０００８】
　本発明の「変形（ｖａｒｉａｔｉｏｎ）」という用語は、特に別途記載のない限り、本
発明の実施形態を意味する。
【０００９】
　実施形態の記載における「別の実施形態」への参照は、特に別途記載のない限り、参照
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される実施形態が別の実施形態（例えば、参照される実施形態よりも前に記載された実施
形態）と相互に排他的であるという意味を含まない。
【００１０】
　「備える」、「含む」及びこれらの変形は、特に別途記載のない限り、「含むが限定し
ない」ことを意味する。
【００１１】
　「一つの（ａ）」、「一つの（ａｎ）」及び「その（ｔｈｅ）」という用語は、特に別
途記載のない限り、「一以上の」を意味する。
【００１２】
　「複数」という用語は、特に別途記載のない限り、「二つ以上の」を意味する。
【００１３】
　「本願明細書に（ｈｅｒｅｉｎ）」という用語は、特に別途記載のない限り、「本出願
において、参照により援用してもよい全てを含み」を意味する。
【００１４】
　「少なくとも一つの」という語句は、特に別途記載のない限り、当該語句が複数のもの
（列挙されたもののリスト等）を修飾するときには、これらのものの一以上の任意の組み
合わせを意味する。例えば、「小型器具（ｗｉｄｇｅｔ）、車及び車輪の少なくとも一つ
」という語句は、（ｉ）小型器具、（ｉｉ）車、（ｉｉｉ）車輪、（ｉｖ）小型器具及び
車、（ｖ）小型器具及び車輪、（ｖｉ）車及び車輪、又は（ｖｉｉ）小型器具、車及び車
輪のいずれかを意味する。「少なくとも一つの」という語句は、当該語句が複数のものを
修飾するときには、その複数のものの「それぞれの一つ」は意味しない。
【００１５】
　「一つの」、「二つの」他の数字の用語は、あるものの量を示すための基数として用い
られるとき（例えば、一つの小型器具、二つの小型器具）は、その数字の用語により示さ
れる量を意味するが、少なくともその数字の用語により示される量は意味しない。例えば
、「一つの小型器具」という用語は、「少なくとも一つの小型器具」を意味しないため、
「一つの小型器具」という用語は、例えば「二つの小型器具」には及ばない。
【００１６】
　「基づいて」という語句は、特に別途記載のない限り、「のみに基づいて」は意味しな
い。「基づいて」という語句は、「のみに基づいて」及び「少なくとも基づいて」の両者
を記載する。「少なくとも基づいて」という語句は、「少なくとも部分的に基づいて」と
いう語句と等価である。
【００１７】
　「表す」という用語及び同様の用語は、特に別途記載のない限り、排他的ではない。例
えば、「表す」という用語は、特に別途記載のない限り、「のみを表す」という意味では
ない。換言すれば、「そのデータはクレジットカード番号を表す」という語句は、「その
データはクレジットカード番号のみを表す」と「そのデータはクレジットカード番号を表
し、かつそのデータは他のあるものも表す」との両者を記載する。
【００１８】
　「ここで（ｗｈｅｒｅｂｙ）」という用語は、本願明細書において、意図された結果、
目的又は以前に明示的に列挙されたものの帰結のみを表現する、節又は他の語の組に先行
するためのみに用いられる。「ここで（ｗｈｅｒｅｂｙ）」という用語は、請求項におい
て、「ここで（ｗｈｅｒｅｂｙ）」という用語が修飾する節又は他の語が、当該請求項の
特定のさらなる限定も、他のやり方で当該請求項の意味又は範囲の制約も確立しないこと
を意味する。
【００１９】
　「例（ｅ．ｇ．）」及び同様の用語は、「例えば」を意味するため、これが説明する用
語又は語句を制限しない。例えば、「コンピュータは、インターネットを介してデータ（
例：命令、データ構造）を送信する」という文において、「例」という用語は、「命令」
は、コンピュータがインターネットを介して送信してもよい「データ」の例であることを
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説明しており、「データ構造」はコンピュータがインターネットを介して送信してもよい
「データ」の例であることも説明している。しかしながら、「命令」及び「データ構造」
の両者は単に「データ」の例であり、「命令」及び「データ構造」以外の他のものは「デ
ータ」でありうる。
【００２０】
　「それぞれの」及び同様の用語は「個々に見て」を意味する。従って、二つ以上の物が
「それぞれの」特徴を有するならば、このようなものはいずれも、それ自身の特徴を有し
、これらの特徴は互いに相違し得るが、そうである必要はない。例えば、「二つの機械は
いずれもそれぞれの機能を有する」という語句は、第一の当該機械は機能を有し、第二の
当該機械は同様に機能を有することを意味する。第一の機械の機能は、第二の機械の機能
と同じであっても、なくてもよい。
【００２１】
　「すなわち（ｉ．ｅ．）」及び同様の用語は、「すなわち（ｔｈａｔ　ｉｓ）」を意味
し、従ってそれが説明する用語又は語句を限定する。例えば、「コンピュータはインター
ネットを介してデータ（すなわち、命令）を送信する」という文において、「すなわち」
という用語は、「命令」はコンピュータがインターネットを介して送信する「データ」で
あることを説明する。
【００２２】
　任意の所与の数値範囲は、当該範囲内の数の全体又は部分を含むものとする。例えば、
「１から１０」という範囲は、１から１０までの整数（例えば、１、２、３、４、・・・
９）及び非整数（例えば、１．１、１．２、・・・１．９）を特定して含むと解釈するも
のとする。
【００２３】
　二つ以上の用語又は語句が同義語（例えば、当該用語又は語句は同義語であるという明
示的な記述のため）である場合、一つの当該用語／語句の例は、別の当該用語／語句の例
が異なる意味をもたなければならないことを意味しない。例えば、ある記述が「含む」の
意味を「含むが限定しない」と同義語であると表す場合に、「含むが限定しない」という
語句を単に用いることは、「含む」という用語が「含むが限定しない」以外の何かを意味
することは意味しない。
【００２４】
　ＩＩ．決定
　「決定する」という用語及びこの文法上の変形（例えば、価格を決定する、値を決定す
る、ある規範に見合うオブジェクトを決定する等）は、極めて広義に用いられる。「決定
する」という用語は広範な行動を想定するため、「決定する」は、計算する、計算機で計
算する、処理する、導き出す、調査する、調べる（例えば、表、データベース又は別のデ
ータ構造を調べる）、確認する等を含むことができる。同様に、「決定する」は、受信す
る（例えば、情報を受信する）、アクセスする（例えば、メモリ内のデータにアクセスす
る）等を含むことができる。同様に、「決定する」は、解決する、選択する、選ぶ、確立
する等を含むことができる。
【００２５】
　「決定する」という用語は、確実性又は絶対的な正確さを含まないため、「決定する」
は、試算する、推定する、予測する、推測する等の意味を含むことができる。
【００２６】
　「決定する」という用語は、数学的処理が実施されなければならないことは含まず、数
値的方法が用いられなければならないことは含まず、アルゴリズム又は処理が用いられる
という意味を含まない。
【００２７】
　「決定する」という用語は、いかなる特定の装置が用いられなければならないという意
味を含まない。例えば、コンピュータは、必ずしも決定を実行する必要はない。
【００２８】
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　ＩＩＩ．文体
　第一の請求項の限定が一つの特徴並びに一以上の特徴に及ぶ（例えば、「少なくとも一
つの小型器具」等の限定は、一つの小型器具並びに一以上の小型器具に及び）場合、かつ
第一の請求項に従属する第二の請求項において、第二の請求項がこの限定を参照するため
に定冠詞「前記（ｔｈｅ）」（例えば、「前記小型器具」）を用いる場合、これは、第一
の請求項が一つの特徴のみに及ぶことを含まず、かつ、これは、第二の請求項が一つの特
徴のみに及ぶという意味を含まない（例えば、「前記小型器具」は一つの小型器具及び一
以上の小型器具に及ぶことができる）。
【００２９】
　序数（例えば、「第一の」、「第二の」、「第三の」等）は、用語の前に形容詞として
用いられ、この序数は（特に別途記載のない限り）、特定の特徴を示すためのみに、例え
ば、その特定の特徴を、同一の用語又は同様の用語により記載される別の特徴と区別する
ために、用いられる。例えば、「第一の小型器具」は、例えば「第二の小型器具」との区
別のみのために、名付けられてもよい。従って、「小型器具」という用語の前に「第一の
」及び「第二の」という序数を単に使用することは、二つの小型器具の間に、何らの他の
関係も示さず、同様に小型器具のいずれか又は両者のいかなる特徴も示さない。例えば、
「小型器具」という用語の前に「第一の」及び「第二の」という序数を単に使用すること
は、（１）順序又は場所において、いずれかの小型器具がいかなる他のものの前にも後に
も来ることを示さず、（２）時間において、いずれかの小型器具がいかなる他のものの前
にも後にも作動することを示さず、かつ、（３）重要性又は品質において、いずれかの小
型器具がいかなる他のものの以上にも以下にも順位付けられることを示さない。加えて、
序数を単に使用することは、序数を用いて識別される特徴に対する数値的制限を定義する
ものではない。例えば、「小型器具」という用語の前に「第一の」及び「第二の」という
序数を単に使用することは、二つより多くの小型器具があってはならないことは示さない
。
【００３０】
　本願明細書において単一の装置、物品又は他の製造物が記載されるときに、一以上の装
置／物品は（それらが協動するかどうかには関わらず）、記載されている単一の装置／物
品に置き換わって代替的に用いられてもよい。従って、装置が有すると記載されている機
能性は、一以上の装置／物品が（それらが協動するかどうかには関わらず）もっていても
よい。
【００３１】
　同様に、一以上の装置、物品又は他の製造物が本願明細書に記載される場合（それらが
協動するかどうかには関わらず）、単一の装置／物品を、記載されている一以上の装置又
は物品と置き換え、代替的に用いてもよい。例えば、複数のコンピュータ系装置を、単一
のコンピュータ装置と置き換えてもよい。従って、一以上の装置又は物品がもつものとし
て記載される様々な機能性を、単一の装置／物品が代替的にもってもよい。
【００３２】
　記載されている単一の装置の機能性及び／又は特徴は、記載されているが、当該機能性
及び／又は特徴を有するとは明示的に記載されていない、一以上の他の装置によって、代
替的に具体化してもよい。従って、他の実施形態は、記載された装置自体を含む必要はな
いが、むしろ、それらの他の実施形態においては当該機能性／特徴を有するであろう、一
以上の他の装置を備えることができる。
【００３３】
　ＩＶ．開示の実施例及び専門用語は限定的ではない。
　発明の名称（本出願の第１ページ冒頭に説明）も要約書（本出願の末尾に説明）も、い
ずれも、本開示の発明の範囲として、いかなるやり方によっても制限するとは解釈しては
ならない。要約書は、単に、１５０語を超えない要約書が米国特許施行規則３７ＣＦＲ１
．７２（ｂ）の要件であるために、本願明細書に含まれている。
【００３４】



(6) JP 5457192 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

　本出願に設けられる発明の名称及び章見出しは、利便のみのためであって、いかなるや
り方によっても本開示を制限すると解釈してはならない。
【００３５】
　数多くの実施形態が本出願に記載され、説明目的のみのために提示されている。記載さ
れた実施形態は、いかなる意味においても制限するものではなく、かつその意図もない。
本開示の発明は、開示から直ちに明らかなように、数多くの実施形態に広範に適用される
。当業者であれば、構造、論理、ソフトウエア及び電気的な変形等、様々な変形、変化と
共に開示の発明を実施してもよいことを認識する。本開示の発明の特定の特徴は、一以上
の特定の実施形態及び／又は図面を参照して記載される場合があるが、このような特徴は
、別途表記のない限り、記載されたものに関する一以上の実施形態又は図面における使用
に限定しないことを理解すべきである。
【００３６】
　本出願に記載された方法のステップ又は製造物の要素のいかなる実施形態も、この明細
書における別途記載又は特許請求の範囲における別途列挙のない限り、本願明細書にクレ
ームされる発明を構成せず、本願明細書にクレームされる発明に不可欠ではなく、本願明
細書にクレームされる発明と同一の範囲ではない。
【００３７】
　特許請求の範囲のあらゆる語は、全て、優先日において当業者が有していると考えられ
る意味の、最も広い範囲を有する。いかなる特許請求の範囲においても、使用されれる用
語は、この明細書に又は特許請求の範囲における別途記載のない限り、本願明細書により
特別に定義又は限定されない。
【００３８】
　後続する特許請求の範囲の序文は、単にクレームされた発明の目的、利益及び可能な使
用の列挙であり、クレームされた発明を限定しない。
【００３９】
　本開示は、本願発明の全ての実施形態を逐語的に記載するものではない。同様に、本開
示は、全ての実施形態に存在しなければならない本願発明の特徴を列挙するものではない
。
【００４０】
　相互に通信することが記載される装置は、別途記載のない限り、継続的に相互に通信す
る必要はない。反対に、このような装置は、必要又は所望の場合の、相互の送信のみが必
要であり、実際にはほとんどの時間はデータ交換をやめていてもよい。例えば、インター
ネットを介して別の機械と通信する機械は、長時間（例えば、一回に何週間も）他の機械
にデータを送信しなくてもよい。加えて、相互に通信する装置は、一以上の中間手段を通
じて、直接的又は間接的に通信してもよい。
【００４１】
　様々な構成要素又は特徴を有する実施形態の記載は、当該構成要素又は特徴の全て又は
いずれかさえもが必要であるという意味を含まない。反対に、本願発明の可能な実施形態
の広範な多様性を説明するため、多様な任意の構成要素が記載される。別途記載のない限
り、いかなる構成要素／特徴も不可欠ではなく必要でもない。
【００４２】
　方法のステップ、アルゴリズム等は、特定の順序の順番に記載又はクレームされる場合
があるが、このような方法は異なる順番で動作するよう構成してもよい。換言すれば、明
示的に記載又はクレームされる場合があるステップのいかなる順序又は順番も、必ずしも
それらのステップが当該順番において実行されるという要件を示してはいない。本願明細
書に記載の方法のステップは、可能な任意の順番で実行してもよい。さらに、いくつかの
ステップは、非同時的に発生するものとして記載又は意味を含むにもかかわらず（例えば
、一つのステップは他のステップの後に記載されるため）、同時に実行してもよい。その
上、図に描くことによる方法の図示は、図示された方法が、これに対する他の変形及び変
化に排他的であるという意味は含まず、図示された方法又はそのいずれかのステップが本
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発明に必要であるという意味を含まず、図示の方法が好適であるという意味を含まない。
【００４３】
　方法は、複数のステップを含むと記載される場合があるが、それらのステップの全て又
はいずれかが好適、不可欠又は必要であるという意味を含まない。記載された発明の範囲
内にある様々な他の実施形態は、記載されたステップのいくつか又は全てを除く他の方法
を含む。別途記載のない限り、いかなるステップも不可欠又は必要ではない。
【００４４】
　方法は、単独又は他の製造物又は方法への参照なしに記載される場合があるが、一実施
形態において、該方法は他の製造物又は方法と相互作用してもよい。例えば、このような
相互作用は、一つのビジネスモデルを別のビジネスモデルに連結することを含んでもよい
。このような相互作用は、方法の柔軟性又は望ましさを強化するために設けられてもよい
。
【００４５】
　製造物は、複数の構成要素、態様、品質、特性及び／又は特徴を含むと記載される場合
があるが、この複数の全て又はいずれかが好適、不可欠又は必要であるという意味を含ま
ない。記載の発明の範囲内にある様々な他の実施形態は、記載された複数のいくつか又は
全てを除く他の製造物を含む。
【００４６】
　列挙された項目のリスト（番号付けられる場合もあり、ない場合もある）は、別途記載
のない限り、それらの項目の全て又はいずれかが相互に排他的であるという意味を含まな
い。同様に、列挙された項目のリスト（番号付けられる場合もあり、ない場合もある）は
、別途記載のない限り、それらの項目の全て又はいずれかが、いかなる分類も包括する意
味を含まない。例えば、「コンピュータ、ラップトップ、ＰＤＡ」という列挙したリスト
は、当該リストの三項目の全て又はいずれかが相互に排他的であるという意味を含まず、
当該リストの三項目の全て又はいずれかが、いかなる分類も包括する意味を含まない。
【００４７】
　列挙された項目のリスト（番号付けられる場合もあり、ない場合もある）は、それらの
項目の全て又はいずれかが、互いに等価であるか、又は互いに直ちに置き換えられるとい
う意味を含まない。
【００４８】
　全ての実施形態は説明であって、本発明又はいずれかの実施形態が、場合によっては、
製作又は実施されたという意味を含まない。
【００４９】
　Ｖ．コンピューティング
　当業者であれば、本願明細書に記載の様々な方法は、例えば、適切にプログラムされた
汎用目的のコンピュータ、特定用途コンピュータ及びコンピュータ計算装置に実装しても
よいことが直ちに明白である。通常は、プロセッサ（例えば、一以上のマイクロプロセッ
サ、一以上のマイクロコントローラ、一以上のデジタル信号プロセッサ）は、命令を受信
（例えば、メモリ又は同様のデバイスから）し、それらの命令を実行し、これにより命令
に定義された一以上の方法を実施する。命令は、例えば、一以上のコンピュータプログラ
ム、一以上のスクリプト内に具体化されてもよい。
【００５０】
　「プロセッサ」は、アーキテクチャ（例えば、チップレイベルのマルチプロセシング／
マルチコア、ＲＩＳＣ、ＣＩＳＣ、パイプラインステージがインターロックされないマイ
クロプロセッサ、パイプラインコンフィグレーション、同時マルチスレッディング等）に
よらず、一以上のマイクロプロセッサ、中央演算ユニット（ＣＰＵ）、コンピュータ計算
装置、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ、又は同様のデバイス又はこれら
の任意の組み合わせを意味する。
【００５１】
　従って、方法の記載は、該方法を実施するための装置の記載と同様である。方法を実施
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する装置は、例えば、方法を実施するために適切なプロセッサ及びそれらの入力装置及び
出力装置を含むことができる。
【００５２】
　さらに、このような方法（並びに他の種類のデータ）を実装するプログラムは、数多く
の様式において、様々な媒体（例えば、コンピュータ可読媒体）に格納され、送られても
よい。いくつかの実施形態において、ハードウェアにより実現される回路又は特注ハード
ウェアは、様々な実施形態の方法を実装することが可能な、いくつかの又は全てのソフト
ウエア命令に置き換えて又は組み合わせて、用いてもよい。従って、ソフトウエア及びハ
ードウェアの様々な組み合わせを、ソフトウエア単独に替えて用いてもよい。
【００５３】
　「コンピュータ可読媒体」という用語は、コンピュータ、プロセッサ又は同様のデバイ
スにより読み取ってもよいデータ（例えば、命令、データ構造）の提供を共にする、任意
の媒体、複数の同一物、又は異なる媒体の組み合わせを指す。このような媒体は、不揮発
性媒体、揮発性媒体、及び伝送媒体を含む多くの形態をとってもよいが、これらに限定し
ない。不揮発性媒体は、例えば、光学又は磁気ディスク及び他の持続性メモリを含む。揮
発性媒体は、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）を含み、これは通常は主
記憶を構成する。伝送媒体は、同軸ケーブル、銅線及び光ファイバを含み、プロセッサに
接続されるシステムバスを含む有線を含む。伝送媒体は、高周波（ＲＦ）及び赤外線（Ｉ
Ｒ）データ通信の期間に発生するもの等の、音響波、光波及び電磁放射を含むか又は伝達
してもよい。コンピュータ可読媒体の共通形式としては、例えば、フロッピーディスク（
商標）、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ、任意の他の磁気媒体、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、任意の他の光学媒体、パンチカード、紙テープ、パターン又は穴を
有する任意の他の物理媒体、ＲＡＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、フラッシュＥＥＰＲＯＭ、
任意の他のメモリチップ又はカートリッジ、本願明細書に後述する搬送波、又はコンピュ
ータが読み取ることのできる任意の他の媒体が挙げられる。
【００５４】
　コンピュータ可読媒体の様々な形態は、プロセッサへのデータ（例えば、一連の命令等
）の伝送に含まれてもよい。例えば、データは、（ｉ）ＲＡＭからプロセッサへ運ばれて
もよく、（ｉｉ）無線伝送媒体上を伝送されてもよく、（ｉｉｉ）イーサネット（又はＩ
ＥＥＥ８０２．３）、ＳＡＰ、ＡＴＰ、ブルートゥース（登録商標）、及び／又はＴＣＰ
／ＩＰ、ＴＤＭＡ、ＣＤＭＡ、及び３Ｇ等の数多くのフォーマット、標準又はプロトコル
に従ってフォーマット及び／又は送信されてもよく、及び／又は（ｉｖ）当業に公知の様
々なやり方のいずれかにおけるプライバシー保護又は不正防止のために暗号化されてもよ
い。
【００５５】
　従って、方法の記載は、該方法を実施するためのプログラムを格納するコンピュータ可
読媒体の記載と同様である。コンピュータ可読媒体は、方法の実施に適切なプログラム要
素を格納する（任意の適切なフォーマットで）ことができる。
【００５６】
　方法における様々なステップの記載が、全ての記載されたステップを必要とするとは示
さないのと同様に、装置の実施形態は、記載された方法のいくつかを（しかし、必ずしも
全てとは限らずに）実施するように動作可能なコンピュータ／コンピュータ計算装置を含
む。
【００５７】
　同様に、方法における様々なステップの記載が、全ての記載されたステップを必要とす
るとは示さないのと同様に、プログラム又はデータ構造を格納するコンピュータ可読媒体
の実施形態は、実行時に、記載された方法のいくつか（しかし、必ずしも全てとは限らず
に）をプロセッサに実施させることが可能なプログラムを格納する、コンピュータ可読媒
体を含む。
【００５８】
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　データベースが記載されるときには、当業者であれば、（ｉ）記載のものに対する代替
データベースが直ちに用いられてもよく、（ｉｉ）データベース以外の他のメモリ構造が
直ちに用いられてもよいことを、理解する。本願明細書に提示されるいずれかの例として
のデータベースの任意の図示又は記載は、情報が格納されたことを表現するための、図示
による構成である。例えば、図面に又は他の箇所に示される表等により提示されるものに
替えて、任意の数の他の構成を用いてもよい。同様に、データベースの任意の図示される
入力は例示的情報のみを表し、当業者であれば、入力の数及び内容は、本願明細書に記載
のものとは異なってもよいことを理解する。さらに、表としてのデータベースのいかなる
表現にもかかわらず、他のフォーマット（リレーショナルデータベース、オブジェクト系
モデル及び／又は分散データベースを含む）を、本願明細書に記載のデータの種類を格納
及び操作するために用いてもよい。同様に、データベースの客観的方法又は動作を、本願
明細書の記載等の、様々な方法を実装するために用いることも可能である。加えて、デー
タベースは、公知の様式において、当該データベース内のデータにアクセスする装置から
、ローカル又はリモートに格納してもよい。
【００５９】
　一以上の装置と通信状態にある（例えば、通信ネットワークを介して）コンピュータを
含むネットワーク環境において動作するように、様々な実施形態を構成することができる
。コンピュータは、任意の有線又は無線媒体（例えば、インターネット、ＬＡＮ、ＷＡＮ
又はイーサネット、トークンリング、電話回線、ケーブルライン、ラジオチャネル、光通
信回線、商業オンラインサービスプロバイダ、電子掲示板システム、衛星通信リンク、前
述の任意の組み合わせ）を介して、直接的に又は間接的に、装置と通信してもよい。それ
ぞれの装置は、コンピュータと通信するよう接続される、インテル（登録商標）ペンティ
アム（登録商標）又はセントリーノ（登録商標）プロセッサ等の、コンピュータ又は他の
コンピュータ計算装置をそれ自身に含んでもよい。任意の数及び種類の装置が、コンピュ
ータと通信してもよい。
【００６０】
　一実施形態において、サーバコンピュータ又は中央集中型の根拠が必要ではないか又は
望ましくない場合がある。例えば、本願発明は、一実施形態において、中心的な機関のな
い、一以上の装置上で実行してもよい。このような実施形態において、サーバコンピュー
タによって実施されると本願明細書に記載される任意の機能、又はサーバコンピュータ上
に格納されると記載されるデータは、代わりに一以上のこのような装置によって実施され
てもよく、これに格納されてもよい。
【００６１】
　方法が記載される場合、一実施形態において、その方法はいかなるユーザの介在もなく
動作してもよい。別の実施形態において、方法は、いくつかの人間による介在を含む（例
えば、人間の助力により、又は助力を伴い、ステップが実施される）。
【００６２】
　ＶＩ．継続出願
　本開示は、当業者に対して、様々な実施形態及び／又は発明を実施可能とする記載を提
供する。これらの実施形態及び／又は発明のいくつかは、本出願において請求されない場
合があるが、それにも関わらず、本出願の優先権の利益を主張する一以上の継続する出願
において請求する場合がある。
【００６３】
　出願者らは、開示要件及び実施可能要件を満たしているが、本出願においては請求して
いない主題に対して、特許を継続するために追加の明細書を出願する意志がある。
【００６４】
　ＶＩＩ．米国特許法第１１２条第６パラグラフ
　請求項において、「するための手段」又は「するためのステップ」という語句を含む請
求項の限定は、当該限定に対して米国特許法第１１２条第６パラグラフを適用することを
意味する。
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【００６５】
　請求項において、「するための手段」又は「するためのステップ」という語句を含まな
い請求項の限定は、当該限定が構造、材料又はその機能を実施するための動作なしに機能
を列挙するかどうかに関わらず、当該限定に対して米国特許法第１１２条第６パラグラフ
を適用しないことを意味する。例えば、請求項において、請求項又は別の請求項の一以上
のステップを参照し、単に「～のステップ」という語句又は「～のステップ（複数）」と
いう語句を用いることは、米国特許法第１１２条第６パラグラフが当該ステップに適用さ
れることを意味しない。
【００６６】
　米国特許法第１１２条第６パラグラフに係る特定の機能を実施するための手段又はステ
ップに関しては、明細書に記載された対応する構造、材料又は動作、及びこれらの等価物
がその特定の機能と同様に、追加の機能を実施してもよい。
【００６７】
　コンピュータ、プロセッサ、コンピュータ計算装置、及び同様の製造物は、広範で多様
な機能を実施することのできる構造物である。このような製造物は、その製造物のメモリ
デバイス又はその製造物がアクセスするメモリデバイスに格納されたプログラム等の、一
以上のプログラムを実行することにより、特定の機能を実施するよう動作することができ
る。別途記載のない限り、このようなプログラムは本出願において開示される場合のある
特定のプログラム等の、いかなる特定のアルゴリズムにも基づく必要はない。異なるアル
ゴリズムを介して特定の機能を実装してもよく、特定の機能の実行に対して、任意の数の
異なるアルゴリズムが単なる設計上の選択であってもよいことは、当業者に周知である。
【００６８】
　このため、米国特許法第１１２条第６パラグラフに係る特定の機能を実施するための手
段又はステップに関しては、特定の機能に対応する構造物は、その特定の機能を実施する
ようプログラムされた任意の製造物を含む。このような構造物としては、その機能を実施
する、プログラムされた製造物が挙げられ、当該製造物が、（ｉ）機能を実施するための
開示されたアルゴリズム、（ｉｉ）開示されたアルゴリズムに類似しているアルゴリズム
、又は（ｉｉｉ）機能を実施するための異なるアルゴリズムを用いてプログラムされてい
るかどうかには関係しない。
【００６９】
　方法である機能を実施するための手段が列挙される場合、この方法を実施するための一
つの構造物は、その機能を実施するための適切なハードウェアを伴ってプログラムされ及
び／又は構成される、コンピュータ装置（例えば、汎用目的のコンピュータ）を備える。
同様に、当業者の一人であれば理解するような他のアルゴリズムを介して、その機能を実
施するための適切なハードウェアを伴ってプログラムされ及び／又は構成されるコンピュ
ータ装置（例えば、汎用目的のコンピュータ）を備える。
【００７０】
　ＶＩＩＩ．免責事項
　特定の実施形態への数多くの参照は、追加の異なる実施形態の免責事項又は否定を示す
ものではなく、同様に、特定の特徴を全て含む実施形態の記載への参照は、その特定の特
徴を含まない実施形態の免責事項又は否定を示すものではない。本出願における明白な免
責事項又は否定は、「含まない」という語句により、又は「実施しない」という語句によ
り、前置きするものとする。
【００７１】
　ＩＸ．参照による援用
　本願明細書において参照される任意の特許又は他の文献は、本開示の一部として、この
特許出願に参照により援用されるが、米国特許法第１１２条第１パラグラフに係る記載要
件、及び米国特許法第１１２条第１パラグラフに係る実施可能要件の目的に対してのみで
あり、本出願は、このような参照による援用がなくとも、解明可能な意味を提供できない
訳ではなく、むしろ提供する当該用語に対する解明可能な意味を許容するものであるが、
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いかなるやり方においても、本出願のいずれかの用語を制限、定義、又は別解釈してはな
らない。従って、参考文献に提示された任意の実施形態によって、いかなるやり方におい
ても当業者は制限される必要がない。
【００７２】
　いかなる参照による援用も、別途記載のない限り、援用されるいずれかの特許、特許出
願又は他の文献に含まれる宣言、意見、議論又は特徴の、賛同、承認又は黙認の意味を含
まない。
【００７３】
　Ｘ．出願経過
　本出願（特許請求の範囲を含む）の解釈において、本出願に関連すると考えられる他の
特許出願があるかどうかに関わらず、本出願と優先権主張を共有する他の特許出願がある
かどうかに関わらず、当業者は、任意の他の出願又は特許出願の出願経過ではなく、本出
願の出願経過を参照すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】いくつかの実施形態に係るシステムを示す図である。
【図２】いくつかの実施形態に係るモバイルゲーム装置を示す図である。
【図３】いくつかの実施形態に係るゲーム装置を示す図である。
【図４】いくつかの実施形態に係るカジノサーバを示す図である。
【図５】いくつかの実施形態に係る販売時点情報管理端末を示す図である。
【図６】いくつかの実施形態に係るモバイルゲーム装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００７５】
　仮想ゲーム環境における注文広告
　様々な仮想ゲーム環境、双方向の環境、ロールプレイング環境、仮想世界、仮想社会又
は他の環境は、現在存在し、又は将来存在し得る。例示としては、「セカンドライフ」、
「エバークエスト」、「ワールドオブウォークラフト」及び「ギルドウォーズ」が挙げら
れる。このような環境は、広告等のような宣伝を表示するスロット、媒体、又は他の機会
を含んでいる。宣伝は、仮想世界又は現実世界に関連してもよい。例えば、宣伝は現実世
界の製品の広告であってもよい。例えば、仮想世界の看板広告が現実世界で実際に販売さ
れ、飲用されているソフトドリンクを広告できる。
【００７６】
　様々な実施形態では、仮想環境の遊技者又は顧客は、自分に関する情報を登録又は提供
する。例えば、遊技者は、仮想ゲーム環境でプレイするために登録するとき、名前とＥメ
ールアドレスを提供する。遊技者に関する他の情報は、他の方法で得られる。例えば、遊
技者に関する情報は、遊技者の遊技の習慣から収集してもよい。例えば、遊技者に関する
情報は、仮想社会において遊技者が活動可能な一日のうちの時間を詳細に分けることで収
集できる。そのような情報から、例えば、遊技者の就寝中の時間や食事の時間が推定され
る。様々な実施形態において、遊技者に関する情報は、彼のコンピュータと相互作用して
得られる。例えば、遊技者のコンピュータと仮想環境を操作するサーバーとの相互作用に
より、遊技者の身体的な場所に関する情報が得られる。
【００７７】
　様々な実施形態において、遊技者又は仮想環境の参加者に関する情報は、遊技者にどの
宣伝を表示するか選択する際に用いられる。様々な実施形態において、遊技者又は仮想環
境の参加者に関する情報は、遊技者に宣伝を表示するにあたり、現在の状況、例えば一日
のうちの時間と連動して用いられる。
【００７８】
　様々な実施形態において、仮想世界における特定の場所では、遊技者が現在見ている場
所によって、異なる宣伝を表示してもよい。例えば、遊技者が仮想世界において路上をド
ライブすると仮定する。道路は、通過する車に対して、広告を表示する看板広告を含んで
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もよい。遊技者の現実の住所が、仮想世界を操作しているサーバーに記録されてもよい。
現実の住所は、例えばウエストバージニアである場合がある。従って、仮想世界はウエス
トバージニアでのビジネスに関連した看板広告に宣伝を表示してもよい。例えば、宣伝は
、ウエストバージニアの遊技者の自宅に近接するテイクアウトのレストランに関する広告
であってもよい。第二の遊技者が仮想世界において同じ看板広告の傍をドライブするとき
、異なる宣伝が第二の遊技者に表示されてもよい。異なる宣伝は、現実世界における遊戯
者の自宅住所等、第二の遊技者に関する情報に対して調整される宣伝でもよい。様々な実
施形態において、二人の遊技者は同じ仮想的な場所を見てもよく、また、同じ場所で異な
る宣伝を見てもよい。このように、二人の遊技者はあたかも平行した仮想宇宙におり、そ
こでは同時に同じ場所にいながら異なるものを見ることができる。遊技者に表示される宣
伝は、遊技者の個々の情報に調整してもよい。
【００７９】
　様々な実施形態において、遊技者に表示される宣伝は、一日の時間に基づいて（例えば
、ゲームサーバーによって）選択されてもよい。例えば、現実世界の遊技者によって地域
的に昼であれば、ファーストフードのレストランに関する宣伝が表示されてもよい。夕方
であれば、プライムタイムのテレビ番組に関する宣伝が表示されてもよい。
【００８０】
　携帯電話で広告を受け取る人物への支払い
　様々な実施形態において、携帯装置、例えば携帯電話の使用者は、自分の携帯電話で広
告を受け取るため支払いを受けることができる。人物は、自分の電話会社及び／又はマー
ケッタから支払いを受けることができる。支払いとして、人物は現金や、携帯電話料金の
減額（例えば、人物は、自分の携帯電話料金を４０ドルから３５ドルに減額される）、商
品券（この人物に宣伝を提供するマーケッタから、宣伝される製品のための商品券）又は
他の利益を受け取ってもよい。人物は、自分の携帯装置にある量の宣伝をダウンロードす
ることに同意してもよい。この量とは、遊技する時間の量を含んでもよい。例えば、量と
は一ヶ月あたり１時間に値する宣伝を含んでもよい。量とは、宣伝の合計数（例えば、一
ヶ月あたり２０個の宣伝）を含んでもよい。量とは、宣伝の合計のビット又はバイト数を
含んでもよい。例えば、量とは、一ヶ月にダウンロードされる宣伝に相当する３０メガバ
イトを含んでもよい。人物は、ダウンロードされる宣伝の量に応じて異なる支払いや利益
を受けてもよい。例えば、一週間に２０分の宣伝のダウンロードをする人物は、一ヶ月に
１０ドルの利益を受け取ることができ、一方一週間に１０分の宣伝のダウンロードをする
人物は、一ヶ月に４ドルの利益を受け取ることができる。
【００８１】
　様々な実施形態において、ダウンロードされた宣伝は、着信音を含んでもよい。着信音
の一つの可能な利益としては、携帯装置（例えば携帯電話）の所持者のみが聞くのではな
く、装置が鳴ったときに所持者の近傍にいる他人によっても聞かれうることである。この
ように、着信音が特定の製品又はサービスを販売促進する場合、宣伝は一人以上の人物に
届く場合がある。様々な実施形態において、人物は特定の着信音をダウンロードすること
に関して支払い又は利益を受けてもよい。様々な実施形態において、人物は特定の着信音
を使用することに関して利益を受けてもよい。例えば、携帯電話は、電話会社（又は他の
取引相手又は権限者）に特定の着信音の使用について報告してもよい。人物は、この使用
報告に従って、支払いを受けることができる。様々な実施形態において、人物は、彼が受
ける電話の数及び特定の着信音が演奏される回数に応じて、支払いを受けることができる
。様々な実施形態において、人物は、携帯電話から着信音が演奏されたときの彼又は彼女
の場所に応じて支払いを受けることができる。例えば、人物は、隔離された領域で着信音
が鳴った場合よりも、混んでいるか又は交通量の多い領域で鳴った場合の方が、より多く
の支払いを受けることができる。様々な実施形態において、人物は、着信音が鳴る一日の
うちの時間に応じて支払いを受けることができる。例えば、人物は、多くの人が在宅して
いるか又は特定の地域において仕事中であるときには、一日のうちの時間よりも、一日の
うちの忙しい時間（例えば、昼食の時間）に着信音が鳴った場合の方が、より多くの支払
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いを受けることができる。
【００８２】
　携帯装置が権限を与えられていない広告（又は他のもの）を表示することを防止又は阻
止するソフトウエア。
　様々な実施形態において、カジノに加盟していない団体がモバイルゲーム装置に宣伝の
データを送信しようと試みる場合がある。その団体は、モバイルゲーム装置で宣伝を表示
することを望む場合がある。しかしながら、そうするには、その団体はカジノを迂回する
か、又はこれにより公正にカジノに対して負担するカジノへの支払いを避ける場合がある
。
【００８３】
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、権限を与えられていない宣伝の表示
を防止するソフトウエアを含んでもよい。
【００８４】
　様々な実施形態において、権限を与えられた宣伝に関するデータは、タグ、ラベル、又
は他の関連したデータを含んでもよい。タグは、例えば権限を与えられたコードであって
もよい。モバイルゲーム装置は、タグが有効か否かを決定するソフトウエアを含んでもよ
い。例えば、有効なタグは、カジノサーバからの電子署名を含んでもよい。モバイルゲー
ム装置は、タグがジノサーバからの有効な電子署名か否かを確認するソフトウエアを含ん
でもよい。様々な実施形態において、電子署名は宣伝から組み込まれたデータを含んでも
よい。このようにして、他の団体は権限を与えられた宣伝から電子署名を有効に取り出し
て、権限を与えられていない宣伝に移動させることができない。
【００８５】
　様々な実施形態において、データは宣伝に関連したデータは、タイムスタンプを含んで
もよい。タイムスタンプは、例えば、宣伝がカジノサーバ又は他の権限を与えられた機関
から承認されたときを示してもよい。モバイルゲーム装置は、タイムスタンプが近い過去
を表示しているかどうかを決定するソフトウエアを含んでもよい。タイムスタンプによっ
て表示される時間があまりに遠い過去である場合、モバイルゲーム装置は宣伝の表示を防
止できる。様々な実施形態において、宣伝は、タイムスタンプを受信した時間から一定時
間以内に表示されなければならない。このように、古いタイムスタンプを横取りし、認証
されていない宣伝に添付し、その宣伝の表示を試みる団体を撃退することができる。ある
実施形態において、権限を与えられた機関、例えばカジノサーバにより提供されたタイム
スタンプは、宣伝の日付を含んでもよい。このようにして、別の団体が、一つの宣伝に関
連付けられたタイムスタンプを取得し、これを別のものに使用することを、不可能にでき
る。
【００８６】
　様々な実施形態において、宣伝に関連付けられたデータは、モバイルゲーム装置へのル
ート上で暗号化されてもよい。例えば、カジノサーバは、宣伝に関連付けられたデータを
暗号化するための秘密鍵を使用してもよい。モバイルゲーム装置は、宣伝に関連付けられ
たデータを解読し、そして暗号化されていない宣伝を表示するために、カジノサーバの公
開鍵を使用してもよい。権限を与えられていない宣伝をモバイルゲーム装置に送信しよう
と試みる団体は、カジノサーバの秘密鍵にアクセスすることはできないであろう。このた
め、団体は、権限を与えられていない宣伝を正規の広告としてごまかすことができないで
あろう。
【００８７】
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置を介して人に宣伝が表示される前に、人
間の検査官が宣伝の表示を見てもよい。宣伝がある基準に満たない場合、人間の検査官は
宣伝の表示を防げる。人間の検査官は、例えばカジノサーバが宣伝をモバイルゲーム装置
へ送信することを防止するタグにより、宣伝を停止させる合図をしてもよい。
【００８８】
　様々な実施形態において、遊技者は宣伝に対する反応を表示する機会を有してもよい。
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遊技者は、例えば、その宣伝を気に入った、その宣伝は面白かった、その宣伝は彼に関係
があった、その宣伝は正しい長さだった、その宣伝は正しい量だった、その宣伝は遊技者
がより知りたくなる製品又はサービスに関するものであった等を表示してもよい。遊技者
は、例えば、数字による順位付けを用いて宣伝を評価してもよい。例えば、遊技者は、妥
当な等級で１から５の評価を宣伝に与えてもよい。様々な実施形態において、遊技者は、
同様に負の反応を提供してもよい。遊技者は、宣伝が攻撃的であった、不適切だった、長
すぎた、気が散った、又はどのような方法であれ望ましくなかったことを表示してもよい
。
【００８９】
　遊技者の宣伝に対する反応は、カジノサーバにより宣伝をもたらしたマーケッタへ転送
されてもよい。マーケッタはこのようにしてよりよい宣伝を記画する機会を有してもよい
。遊技者の反応は、遊技者のプロフィールを構築するためにも用いられてもよい。プロフ
ィールは、遊技者の好みのセットを含んでもよい。プロフィールは、遊技者に表示される
べき将来の宣伝を決定するために用いられてもよい。
【００９０】
　遊技者の宣伝に対する反応は、他の遊技者に宣伝を表示することを防止するために用い
られてもよい。遊技者は、例えば、攻撃的であるとか不適切であるとして、宣伝を停止す
る合図をしてもよい。カジノサーバはその宣伝をこれ以上表示しないことを決定してもよ
い。ある実施形態において遊技者が宣伝を停止する合図をした場合、カジノの代表者は宣
伝を見る。カジノの代表者は、その後、その宣伝を表示することを継続するか否かを決定
してもよい。様々な実施形態において、宣伝は、所定の数の遊技者から停止する合図を出
された場合には、もはや表示されなくてもよい。例えば、三人以上の遊技者が宣伝を不適
切であるとしてタグを付した場合、カジノサーバは宣伝の表示を停止してもよい。カジノ
サーバは、これ以上モバイルゲーム装置に対する宣伝のデータを送信しないことにより、
宣伝の表示を中止してもよい。カジノサーバは、一以上のモバイルゲーム装置に、宣伝は
すでにモバイルゲーム装置に局所的に蓄積されている旨を記述したデータの信号を送信す
ることにより、宣伝の表示を中止してもよい。カジノサーバは、モバイルゲーム装置にそ
のような宣伝を表示しないことを命令してもよい。カジノサーバは、モバイルゲーム装置
にそのような宣伝を削除することを命令してもよい。
【００９１】
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、いつ宣伝が表示されたかをカジノサ
ーバに通知してもよい。例えば、モバイルゲーム装置は、宣伝が表示された日付及び時間
をカジノサーバに通知してもよい。モバイルゲーム装置は、さらに、宣伝に関する識別子
を提供してもよい。次いで、カジノサーバは、宣伝の表示のための宣伝を送ったマーケッ
タに勘定を請求してもよい。様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、一以上の
次の情報の断片をカジノサーバに送信する。（ａ）宣伝を表示した日付、（ｂ）宣伝を表
示した時間、（ｃ）どの宣伝が表示されたのかという表示（例えば宣伝の識別子、例えば
「フォードの宣伝」）、（ｄ）宣伝が表示された形式（例えば、宣伝が静止画像のみで表
示された、例えば、宣伝は簡略な３秒形式で表示された、例えば、宣伝は完全な２０秒形
式で表示された、例えば、宣伝は音声のみで表示された）、（ｅ）宣伝のスポンサ、（ｆ
）宣伝の長さ、（ｇ）宣伝が表示されたゲーム、（ｈ）宣伝が表示されたディスプレイ画
面の場所（ｉ）宣伝に先立って遊技者のモバイルゲーム装置に生じた一以上の結果（例え
ば、遊技者による一連の勝ちの結果の後に宣伝が行われた場合、宣伝はマーケッタにとっ
てより高い費用でもよい）、（ｊ）遊技者の宣伝に対する反応（例えば、遊技者はより多
くの情報を見い出すことを望んだ、例えば、遊技者は宣伝に退屈した）、（ｋ）他の関連
する情報。
【００９２】
　様々な実施形態において、カジノサーバは会計ソフトウエアを含んでもよい。ソフトウ
エアは、宣伝が表示されたときに、その表示に基づいてカジノが負う金額、行うべき残り
の宣伝の数、マーケッタから既に支払われた金額、誰に宣伝が表示されたか、及び任意の
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他の宣伝及び金額に関連する情報を追跡してもよい。
【００９３】
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、実際に宣伝を表示する前に、宣伝が
表示されるべきであることをカジノサーバに確認してもよい。例えば、モバイルゲーム装
置は、宣伝に関連付けられた識別子をカジノサーバに送信してもよい。カジノサーバは、
モバイルゲーム装置に送信された宣伝の記録を照会してもよい。記録がモバイルゲーム装
置からカジノサーバに送信された識別子を含んでいない場合、カジノサーバは、モバイル
ゲーム装置に、モバイルゲーム装置が示した宣伝を表示しないように命令できる。
【００９４】
　わかりにくい、シンボル様に見える宣伝の表示の防止。
　様々な実施形態において、ある種の宣伝は、分かりづらく誤解を生む可能性があるため
、表示を禁止する場合がある。例としては、宣伝はシンボルの代わりに表示される場合が
ある。宣伝がジャックポットのシンボルのように見える場合、宣伝が複数の実際のジャッ
クポットのシンボルを並べるときに、遊技者は自分が大きな賞を手に入れたと確信する場
合がある。遊技者は、自分が考えたように勝利したのではないことを知り、非常に失望す
るだろう。
【００９５】
　様々な実施形態において、カジノサーバは宣伝に関連付けられる画像を分析するソフト
ウエアを含んでもよい。ソフトウエアは、宣伝で表示される画像が、ゲームで典型的に見
られる画像と十分異なるように見えることを確認するための画像認識又は画像比較アルゴ
リズムを用いてもよい。例えば、画像処理アルゴリズムは、シンボルの境界を決定するた
めに用いられる。画像処理アルゴリズムは、同様に、宣伝における図形の境界を決定する
ために用いられる。二つの境界は、例えば、閉じた輪の黒い線で表示される。二つの境界
は、また、互いの上にオーバーレイしてもよい。二つの境界が、全体の長さ上で、互いの
所定の距離内にある場合（例えば３画素内）、境界は類似した形状を画定していると解釈
される。宣伝は、シンボルに類似した形状の図形を含んでいるという事実に基づいて、禁
じられる場合がある。様々な実施形態において、形状と色の両方の一致は、宣伝用の図形
を禁じるに十分な理由となる場合がある。理解されるように、画像認識及び画像比較を実
行するために、多くの他のアルゴリズムを用いてもよい。
【００９６】
　様々な実施形態において、宣伝用の画像とゲームで用いられる画像との比較を、モバイ
ルゲーム装置で実行してもよい。例えば、モバイルゲーム装置は、画像比較及び／又は画
像認識を実行するソフトウエアを格納できる。様々な実施形態において、宣伝用の画像を
ゲームで用いられる画像と比較することは、固定式ゲーム装置で実行してもよい。
【００９７】
　様々な実施形態において、宣伝は、ある種のゲームと共にのみ表示するように制限され
てもよい。制限は、宣伝における画像とゲームにおける画像との間の比較に基づいてもよ
い。宣伝における画像がゲームにおける画像とあまりにも類似している場合、ゲームと併
用する宣伝の表示は許容できない場合がある。しかしながら、宣伝における画像がゲーム
における画像とあまり類似しているように見えない場合は、ゲームと併用する宣伝の表示
を許容できる。このように、様々な実施形態において、第一のゲームと併用して所与の宣
伝を表示することは許容されるが、第二のゲームとの併用は許容されない。例えば、宣伝
がスロットマシンゲームのリールに表示される画像を含んでいるとする。宣伝は、第一の
スロットマシンゲームには表示されるが、第二のスロットマシンゲームには表示されない
場合がある。
【００９８】
　様々な実施形態において、宣伝をディスプレイ画面のある場所において表示することは
許容されるが、他の場所において表示することは許容されない場合がある。宣伝における
画像が、標準的なゲームの要素又は画像と混同され得る場合には、ディスプレイ画面の第
一の場所で宣伝を表示することは許容されない場合がある。例えば、宣伝における画像が
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ゲームで使用されるシンボルのように見える場合、そのゲームの領域でその宣伝を表示す
ることは許容されない場合がある（例えば、リールのシンボル上、例えば、カードが通常
に取り扱われている領域）。しかしながら、画面の他の領域で宣伝を表示することは許容
される場合がある。例えば、ゲーム領域の右側に宣伝を表示することは許容される場合が
ある。他の例として、宣伝は数字（例えば、「新しいクレジットカードで年率５％！」）
を含んでもよい。そのような宣伝を、ゲームの一部として数字が通常に表示されている場
所で表示することは、許容されない場合がある。例えば、遊技者の預金残高が通常に表示
されている領域の近くで、数字の画像を有する宣伝を表示することは許容されない場合が
ある。このように、様々な実施形態において、ソフトウエアは、宣伝における画像とディ
スプレイ画面の異なる領域において主に見られる画像との比較を行ってもよい。画像比較
アルゴリズムを用いてもよい。宣伝の画像が、ディスプレイ画面の特定の領域における標
準的なゲームの要素の画像とあまりに類似している場合には、その領域で宣伝が表示され
ることは許容されない場合がある。一方、宣伝の画像と、ある領域における主なゲームの
要素の画像との間にあまり類似性がない場合には、その領域に宣伝を表示できる。様々な
実施形態において、人間は視覚的に画像を比較し、又は宣伝をディスプレイ画面の特定の
領域において表示することを許容できるか否かに関して決定を行ってもよい。前述は、様
々な実施形態におけるモバイルゲーム装置又はゲーム装置に関すると理解されてもよい。
【００９９】
　様々な実施形態において、ゲームの間のある時間に宣伝を表示することは許容してよい
が、他の時間に表示することは許容されない場合がある。例えば、ゲームに関連付けられ
るある画像は、ゲームの一段階の間にのみ通常に表れてもよい。そのような画像は、ゲー
ムの他の点においては表れない場合がある。従って、類似するように見える画像を示す宣
伝の表示は、ゲームの画像が主として表示されていない段階の間にのみ許容されてもよい
。例えば、スロットマシンゲームはボーナスラウンドを含んでもよい。ボーナスラウンド
は、ゲームの早い段階では見られない画像を含んでもよい。このように、ボーナスラウン
ドにおいて表示される画像に類似する画像を含む宣伝の表示は、ボーナスラウンドの間は
許容されないが、ゲームの他の段階の間は許容されてもよい。
【０１００】
　様々な実施形態において、ある種の色は、宣伝において許容されない場合がある。その
ような色は、シンボルや他のゲーム要素の色と同じ色である場合がある。様々な実施形態
において、ある種の形状は、宣伝において許容されない場合がある。そのような形状は、
シンボルや他のゲーム要素として用いられている形状である場合がある。様々な実施形態
において、リスト、表、又は禁じられた形状の他の指標を、マーケッタに、印刷、郵送、
送信、又は利用可能としてもよい。
【０１０１】
　様々な実施形態において、ゲームの開発者は、そのゲームで用いられる図形や図形の表
示を提出できる。ゲームの開発者は、規制当局者、マーケッタ、カジノサーバ、又は他の
団体に、当該図形を提出できる。異なるゲームからの図形は、共に格納されてもよく、例
えば単独のデータベース又はリンクされたデータベースの一組に格納されるように、互い
に関連付けられて格納されてもよい。
【０１０２】
　次いで、マーケッタは、図形と類似しない宣伝を企画するために図形を参照できる。規
制当局者又はカジノサーバは、同様にゲームの図形と宣伝の図形を比較し、衝突のないこ
とを確認できる。
【０１０３】
　様々な実施形態において、コンサルティング会社又は他の会社は、データベース又はゲ
ームで使用される図形の集塊にアクセスできる。会社は、マーケッタにゲームで使用され
る図形と類似しすぎる図形を使用しないよう、宣伝の企画の助けとなることができる。様
々な実施形態において、コンサルティング会社は図形の集塊に個別にアクセスできるので
、例えば、ゲーム開発者は競合開発者と図形の知識を共有する必要はない。
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【０１０４】
　様々な実施形態において、宣伝において用いられる図形とゲームにおいて用いられる図
形とを比較するために、人間を利用してもよい。様々な実施形態において、人間の試験者
は、宣伝を備えるゲームを遊技できる。人間は、後に、宣伝によって混同又は誤解をした
かどうかを尋ねられてもよい。例えば、人間は、勝ちではなかったときに何かを勝つと思
ったかどうかを尋ねられてもよい。人間が混同しなかったと報告した場合、宣伝はゲーム
の一部として許容されてもよい。様々な実施形態において、試験は、混同しなかったと報
告する一定の数の人々を必要とする場合がある。例えば、試験は、少なくとも６人の人間
が関与し、宣伝によって混同しなかったことを全ての人が報告しなければならない。
【０１０５】
　様々な実施形態において、宣伝と関連付けられる音声を、ゲームに備えられる音声と比
較してもよい。様々な実施形態において、一つのアルゴリズムは、宣伝の音とゲーム備え
られる音とを比較するために用いてもよい。アルゴリズムは、音色、テンポ、リズム、音
域、音量、楽器の音（例えばバイオリン、例えばピアノ）又は他の音の特徴を比較しても
よい。様々な実施形態において、宣伝の音声がゲームに備えられる音声と類似しすぎてい
るとみなされた場合、ゲームでその宣伝を表示することは許容されない場合がある。様々
な実施形態において、宣伝の音声がゲームのものとあまりにも類似しているとみなされた
場合、宣伝は表示されるが、音声はない場合がある。例えば、宣伝は、図形のみを用いて
表示される。
【０１０６】
　様々な実施形態において、人間は、宣伝及びゲームから音声を聞くことができる。人間
は、宣伝の音声がゲームの音声と混同するかどうかを決定するために、自分自身の判断を
用いることができる。様々な実施形態において、被験者のグループは両方の音を聞く。音
声を混同することはないと言う被験者が誰もいないか、又は所定の人数よりも少ない場合
にのみ、その宣伝は、ゲームにおける表示を許可されてもよい。様々な実施形態において
、一以上の被験者は、宣伝が表示されたゲームを遊技することを許可される。次いで、被
験者は、宣伝によって混同したかどうかを、例えば、彼らがいずれかの時点で宣伝の音を
ゲームにおいて何かをするための音だと思ったかどうかを、尋ねられる。様々な実施形態
において、何の混同もないことを被験者が報告する場合にのみ、その宣伝はゲームに用い
られてもよい。
【０１０７】
　様々な実施形態において、宣伝において顔を表示することは許容されない場合がある。
様々な実施形態において、その顔の持ち主から事前に了承を得ずに、宣伝において顔を表
示することは許容されない場合がある。様々な実施形態において、ソフトウエア又は人間
は、宣伝に顔があるかどうかを決定するために、宣伝に関連付けられる図形を分析できる
。例えば、宣伝で顔を検出するために、顔認識アルゴリズムが用いられてもよい。様々な
実施形態において、ある有名人の顔を宣伝において用いることは許容されない場合がある
。例えば、有名人は、宣伝に登場する許可を与えていない場合がある。有名人が宣伝に現
れていないことを確認するために、宣伝に登場する顔と公知の有名人の顔とを比較するた
めに、人間又は顔認識アルゴリズム等のアルゴリズムを用いてもよい。
【０１０８】
　様々な実施形態において、人間又はソフトウエアは、宣伝がある種の言葉を含んでいな
いことを確認できる。例えば、ソフトウエアは、粗暴又は節度を外れた言葉を確認できる
。
【０１０９】
　様々な実施形態において、ソフトウエアは、宣伝のためのデータが満足できる形式であ
ることを確認するために利用されてもよい。例えば、ソフトウエアは、画像のデータが一
定の容量又は画素の制限を満たしていることを確認できる。例えば、ソフトウエアは画像
データが正確に１００画素×２００画素を表示することを点検できる。他の例として、ソ
フトウエアは、画像が適切な色のエンコーディングを含んでいることを検証できる。例え
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ば、ソフトウエアは、宣伝の画像が３原色のそれぞれを描写するために８ビットを用いて
いることを検証できる。様々な実施形態において、ソフトウエアは、宣伝を描写するデー
タが過剰でないことを検証できる。例えば、宣伝は１０メガバイト又は他の限界までに制
限されてもよい。
【０１１０】
　様々な実施形態において、カジノサーバはモバイルゲーム装置に指示を送信できる。指
示は、モバイルゲーム装置へいつ宣伝を表示するか、又はモバイルゲーム装置がカジノの
特定の領域にあるときにのみ宣伝を表示するかを命じてもよい。例えば、カジノサーバは
、モバイルゲーム装置に、モバイルゲーム装置が特定のレストランから３ｍ（１０フィー
ト）以内に入ったときにのみ宣伝を表示するよう指示してもよい。他の例として、カジノ
サーバはモバイルゲーム装置に、モバイルゲーム装置がカジノの水泳領域にあるときにの
み、宣伝を表示するよう指示してもよい。
【０１１１】
　モバイルゲーム装置から固定式ゲーム装置への移動を遊技者に提案する。
　様々な実施形態において、遊技者は、モバイルゲーム装置に熱中する場合がある。遊技
者は、固定式ゲーム装置で同じゲームを遊技したいと望む場合がある。例えば、固定式ゲ
ーム装置は、遊技者に座る場所を提供し、より大きなディスプレイ画面を備え、改良され
た音声を備え、その他の有利な点や利便を提供する場合がある。様々な実施形態において
、カジノサーバは、モバイルゲーム装置での遊技から固定式ゲーム装置での遊技へ、移動
する機会を遊技者に提供できる。遊技者は、固定式ゲーム装置に移動する機会を得て、モ
バイルゲーム装置で遊技していたのと同じゲームを遊技してもよい。
【０１１２】
　遊技者がモバイルゲーム装置から固定式装置に移動するときには、モバイルゲーム装置
で遊技者が有している全てのクレジットバランスを固定式ゲーム装置に送信できる。この
ようにして、例えば、固定式装置は、モバイルゲーム装置でのクレジットバランスと同等
のクレジットバランスを生成し、一方でモバイルゲーム装置のクレジットバランスはゼロ
に設定されてもよい。様々な実施形態において、遊技者は、例えば、移動に対する報奨と
して、固定式装置において追加のクレジットを与えられてもよい。様々な実施形態におい
て、遊技者は、固定式装置ではより少ないクレジットバランスを与えられてもよい。様々
な実施形態において、遊技者のクレジットバランスの一部が送信され、一部はモバイルゲ
ーム装置に残存してもよい。
【０１１３】
　遊技者に送信する機会を提供するとき、カジノサーバは、固定式装置の場所の表示を提
供してもよい。例えば、カジノサーバは、遊技者のモバイルゲーム装置に、固定式装置の
場所の表示を送信してもよい。カジノサーバは、固定式ゲーム装置に、方向を指示しても
よい。方向は、カジノにおける標準的な場所（例えば表玄関）からの方向や、モバイルゲ
ーム装置の現在の場所からの方向を含んでもよい。様々な実施形態において、方向は、モ
バイルゲーム装置の現在の場所からの方向を含んでもよい。
【０１１４】
　実施
　本願明細書に用いる「実施」という用語は、ゲームの文脈において、例えば「ゲームを
実施する」という語句のように用いられる。ゲームを実施することは、賭金を受け取り、
賭金の額の記録を格納し、ゲームの結果を決定したり生じさせたりすること（例えば、ラ
ンダムな結果を生じさせるアルゴリズムの実行等により）、結果と賭金に基づいて払戻金
として支払われるべき額の決定、（例えば、勝利の結果のイベントにおいて支払われるべ
き複数の賭金の決定）、支払い又は支払われるべき払戻金の指示、ゲームの他の態様の実
行を含んでもよい。様々な実施形態において、ゲームは、遠隔の実体によって行われても
よい。例えば、遊技者がモバイルゲーム装置と相互に相互作用しても、カジノサーバは遊
技者のゲームにおいて発生する結果を生成することができる。様々な実施形態において、
ゲームは、遊技者が相互作用するモバイルゲーム装置のような近接した存在によって実施
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されてもよい。様々な実施形態において、ゲームは近接しそして遠隔の実体と共同で行わ
れてもよい。例えば、モバイルゲーム装置とカジノサーバは共同してゲームを実施しても
よい。
【０１１５】
　固定式装置
　ここで用いられる「固定式装置」の用語は、固定されたゲームのゲーム装置、ゲームに
用いられる端末機、テーブルゲームを含んでもよい。例えば、固定式装置は、スロットマ
シン、ビデオポーカーマシン、遊技者が賭金を置く端末機、ブラックジャックテーブル、
ポーカーテーブルを含んでもよい。
【０１１６】
　様々な実施形態において、カジノサーバは、モバイルゲーム装置に命令を提供してもよ
い。命令は、宣伝の表示前にモバイルゲーム装置があるべき場所を指示してもよい。例え
ば、モバイルゲーム装置は、宣伝の表示前に、特定の酒場の近傍になければならない。宣
伝は、例えばアルコール飲料の宣伝でもよい。
【０１１７】
　人口統計学データ
　本願明細書に用いるように、人口統計学データという用語は、年齢、任意の範囲、人種
、性別、収入水準、収入水準の範囲、結婚歴、教育水準、子供の有無、子供の数、正味財
産、話される言語、宗教、政治的指向、又は人物を何らかの人口区分に分類するために用
いられる任意の他の特徴を指す場合がある。
【０１１８】
　ハウスエッジ、ハウス有利
　本願明細書に用いるように、「ハウスエッジ（控除率）」及び「ハウス有利」という用
語は、そのハウスが、平均して、遊技者による単位ベットあたりに保有すると期待される
金額を指す場合がある。ハウスエッジは百分率の用語で表現してもよい。例えば、５％の
ハウスエッジは、そのハウスが、遊技者による平均して１ドルのベットに５セントを保持
することを期待できることを示す場合がある。ハウスエッジを提示することは、そのハウ
スが、各ゲームにおける遊技者のベットの提示金額を必ず保持する意味ではないことに注
意すべきである。むしろ、ハウスエッジは期待値又は平均を指す。例えば、遊技者がゲー
ムに１ドル（＄１）をベットし、２ドル（＄２）の勝ちの可能性が４５％、何も勝ちのな
い可能性が５５％であるとする。このハウスエッジは、（０．５５＊（＄１－＄０）＋０
．４５＊（＄１－＄２））／＄１＝１０％と計算される。従って、ハウスは遊技者が賭け
る１ドルあたりに１０セントの勝ちを期待することができる。
【０１１９】
　結果
　本願明細書に用いるように、「結果」という用語は、ゲーム（例えば、賭けを伴って遊
技されるゲーム）において獲得（例えば、ランダムに生成される；例えば、遊技者により
選択される）でき、そのゲームにおけるコース又は方向を決定でき、及び／又はそのゲー
ムから与えられる支払い又は賞を決定できる、シンボル又は視覚的特徴のセットを指す場
合がある。「結果」という用語は、様々な実施形態において、シンボル及び視覚的特徴の
両者を指し、ゲームで与えられる支払い又は賞を指す場合がある。「結果」という用語は
、様々な実施形態において、ゲームで与えられる賞又は支払いを指す場合がある。様々な
実施形態において、ゲーム中に複数の結果が発生する場合がある。例えば、スロットマシ
ンゲームにおいて、アクティブな各ペイラインが異なる結果となることを特色としてもよ
い。さらに、様々な実施形態において、一つのゲームに連続した結果を含んでもよい。例
えば、ビデオポーカーゲームにおいて、遊技者に配られる最初の５枚のカードセットは、
第一の結果を構成することができる。最初の５枚のカードセットからカードを捨てた後に
、その遊技者によって獲得されたカードの最終的な手は、第二の結果を構成することがで
きる。様々な実施形態において、ゲームにおける種々の結果の集合的結果は、それ自体が
結果を構成してもよい。例えば、スロットマシンゲームにおいて、遊技者は三つのペイラ
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インをアクティブにすることができ、これにより三つの結果を受けることができる。三つ
の結果に伴う支払いは、２コイン、５コイン、及び３コインでもよい。従って、ゲームの
集合的結果は、遊技者が１０コインの支払いを受けることでもよい。結果の例としては、
（ａ）リールスロットマシンのペイラインにわたって到達したシンボルのセット、（ｂ）
ポーカーゲームにおいて配られたカードのセット、（ｃ）ブラックジャックゲームにおい
て配られた遊技者の手、（ｄ）ブラックジャックゲームにおける遊技者の手、（ｅ）ブラ
ックジャックにおけるディーラーの手と組み合わせた遊技者の手（すなわち、ブラックジ
ャックのゲームにおける結果は遊技者が受け取ったカード及びディーラーが受け取ったカ
ードを含む場合がある）、（ｆ）クラップスのゲームにおいて出た数字、（ｇ）クラップ
スのゲームにおいて出た一連の数字（例えば、クラップスのゲームにおいて、結果には、
遊技者がベットを行った時刻と遊技者がベットに対して支払われたか又はそのベットを失
った時刻との間に出た一連の数字を含んでもよい）、（ｇ）キノのゲームにおいて出た一
連の数字、（ｈ）ボーナスラウンドに現れた賞の金額、等が挙げられる。
【０１２０】
　製品
　本願明細書に用いるように、「製品」という用語は道具を含んでもよい。本願明細書に
用いるように、「製品」という用語はサービスを含んでもよい。
【０１２１】
　ゲーミング
　本願明細書に用いるように、「ゲーミング」という用語は、結果が確実性をもって予測
できない一以上のイベントのリスクを冒して、第一の価値を、そのイベントの特定の結果
が実際に発生すれば勝つ第二の価値の可能性を伴って、投入することを指す場合がある。
ゲーミングとしては、（ａ）サイコロの目の結果に金銭をベットすること、（ｂ）一以上
のカード配布に金銭をベットすること、（ｃ）回転円盤の回転に金銭をベットすること、
（ｄ）スロットマシンのリールに金銭をベットすること、（ｅ）スポーツ競技の結果に金
銭をベットすること、（ｆ）選挙結果に金銭をベットすること、（ｇ）台風等の自然現象
の発生に金銭をベットすること、及び確実性をもって予測できない任意の他の事象に金銭
をベットすることが挙げられる。ゲーミングとしては、（ａ）リスクを冒して金銭を伴う
ポーカーのゲームを遊技すること、（ｂ）リスクを冒して金銭を伴うクラップスのゲーム
を遊技すること、（ｃ）リスクを冒して金銭を伴うルーレットのゲームを遊技すること、
（ｄ）フットボールゲームの結果に金銭をベットすること、又は任意の他のゲーム又は競
技に金銭をベットすることが挙げられる。ゲーミングにおいてリスクを冒して投入される
「価値」としては、ゲーミングに関わる人物によって利益が経験されてもされなくても、
人物又は他の存在に利益のある任意のものが挙げられる。価値は触知可能でもよく、触知
不可能でもよい。価値としては、（ａ）現金、（ｂ）クレジット、（ｃ）トークン、（ｄ
）権利（例えばビュッフェに対して行列をバイパスする権利、例えばスロットマシンを無
料で回す権利）、（ｅ）製品、（ｆ）サービス、（ｇ）コンプポイント、（ｈ）クーポン
、（ｉ）バウチャー、（ｊ）映画のチケット、（ｋ）ローンを受ける権利、（ｌ）マイレ
ージサービスを受けるためのマイル数及び任意の他の価値の品目が挙げられる。ゲーミン
グから勝つ場合のある価値は、リスクを冒して投入されるものと同一の種類である必要は
ない。例えば、人物は、映画のチケットを手に入れるために、リスクを冒して現金を投入
してもよい。ゲーミングの主題であるイベントは、原則としては予測できてもよいが、所
与の適用可能なルール、基準、又は可能性で予測できなくてもよい。例えば、人物は、ど
のカードが不正操作されて配られたかを予測できてもよい。しかしながら、カードの不正
操作は、そのゲームのルールに反することになる。リスクを冒して価値のある品目を投入
することは、価値のある当該品目のいくらか又は全てを失う可能性を許容することを含む
場合がある。ゲーミングは、そうした価値が、たとえゲームをする人の所有ではなくとも
、リスクを冒して価値を投入することを含む場合がある。例えば、あるビジネスのオーナ
ーは、次の丸一年に対する自分の将来のビジネス利益の半分をベットすることができる。
ゲーミングは、株式又は金融市場における投資等の、投資を含むことができる。ゲーミン
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グは、株式へのプットオプション又はコールオプションを購入する等の、金融派生商品の
立場を取ることを、さらに含むことができる。
【０１２２】
　一つの装置の別のものによる検出
　本願明細書において、様々な実施形態は、第一の装置と「近傍の」第二の装置との間の
相互作用を参照する場合がある。様々な実施形態において、第一の装置は、第二の装置が
近傍にある場合に、動作してもよい。様々な実施形態において、第二の装置は、第一の装
置が近傍にある場合に、動作してもよい。「近傍」「近くに」「側に」「近接して」「存
在する」又は同様の用語が用いられるときには、第一の装置は様々なやりかたで第二の装
置の存在を認識してもよく、第二の装置は様々なやりかたで第一の装置の存在を認識して
もよく、第一の装置は様々なやりかたで第二の装置の存在に対して反応してもよく、第二
の装置は様々なやりかたで第一の装置の存在に対して反応してもよいことを理解されたい
。例えば、第一の装置は、第二の装置が第一の装置の近傍にあることを認識する第三の装
置にとって、動作するよう指示される場合に、第一の装置は第二の装置の存在を認識する
ことなく第二の装置の存在に反応してもよいことに注意すべきである。様々な実施形態に
おいて、第一の装置及び／又は第二の装置は移動してもよい。例えば、第一の装置は移動
してもよく（例えば、第一の装置は歩行者が運んでもよい）、一方で第二の装置は固定さ
れていてもよい。
【０１２３】
　様々な技術により、第一の装置は第二の装置の存在を認識し、及び／又はこれに反応す
ることができてもよい。様々な技術により、第二の装置は第一の装置の存在を認識し、及
び／又はこれに反応することができてもよい。本願明細書に用いるように、「ビーコン」
という用語は、例えば、他の装置がそれ自身の場所又は位置を決定することができるよう
に、別の装置又は人物によって参照信号として用いることができる信号を生成する装置を
含む。ビーコンは、連続、周期的、散発的、又は他の種類の信号を放出することができる
。ビーコンは、指向性信号（例えば、ビーコンに対してある入射角にある装置によって最
も容易に検出される信号）を放出してもよく、ビーコンは全方向に等しい強度の信号を放
出してもよい。ビーコンは、別の装置の存在によってトリガされるときに信号を放出して
もよく、他の装置とは独立して信号を放出してもよい。ビーコンは、単独機能として、参
照信号のブロードキャストを行ってもよい。ビーコンは、単に付随的にビーコンとしての
機能を果たしてもよい。例えば、電球は、その主目的が部屋の照明であっても、付随的に
ビーコンとして機能してもよい。ビーコンは、自然物（例えば太陽）でもよく、人工物で
もよい。ビーコンは、光、音声、ラジオ波、マイクロ波、臭気、又は任意の他の種類の信
号を放出してもよい。
　・ラジオ周波数識別（ＲＦＩＤ）タグ又はトランスポンダは、信号を送信し、及び／又
は信号を転送し、識別を提供する手段としてのそのような信号等を用いる、一般的には小
型の装置である。送信又は転送される信号は、一般的にはラジオ波である。送信又は転送
される信号は、ＲＦＩＤタグを一意的に識別する機能を果たすことのできる、一意的な署
名又はパターンを含むことができる。このタグに装置が関連付けられるならば（例えば、
取り付けにより、又は装置内への導入により）、このタグの一意的な識別は、関連づけに
より、その装置を一意的に識別する機能を果たすことができる。
　・近接場通信（ＮＦＣ）は、典型的には数インチ範囲の、近距離にわたる安全な無線通
信を可能にする。モトローラ社及びマスターカード（登録商標）によって例示的なアプリ
ケーションは試験ずみであり、携帯電話にＮＦＣを装備し、携帯電話を用いてクレジット
カードの支払いが可能である。
　・赤外線データ通信は、二つの近接した装置間での通信手段として用いることが可能で
ある。例えば、信号発生には赤外線発光ダイオード（ＬＥＤ）を用いることができる。信
号パターンは、ＬＥＤをオン、オフして切り替えることにより生成できる。受信器として
はシリコンフォトダイオードが挙げられ、入射した赤外光を電気信号に変換することがで
きる。赤外信号は、レーザーを用いても送信できる。
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　・装置は、写真取り込み手段又はその装置の画像によって認識してもよい。例えば、第
一の装置は第二の装置の写真を撮影してもよい。第一の装置は、第二の装置の目立った特
徴を検出するために画像処理アルゴリズムを用いてもよい。例えば、第二の装置が黒と白
のパターンを有するならば、第一の装置は取り込んだ画像中に当該パターンを探すことが
できる。
　・一以上の装置は、それ自身の場所を決定するために位置計測技術を用いてもよい。二
つの装置の場所が分かれば、その二つの装置が互いに近くにあるか否かを決定するために
、単純なアルゴリズムを用いることができる。例えば、既知のｘ及びｙ座標を用いる二つ
の装置の距離は、ピタゴラスの定理を用いて少なくとも概算することが可能である。様々
な位置計測技術を用いてもよい。例えば、装置は、ビーコン又は既知の場所の他の信号発
生器からの信号を受信してもよい。具体的には、ビーコンが近距離にあれば、ビーコンの
位置を概算してその装置の位置を推測することができる。様々な実施形態において、装置
は、複数のビーコン又は信号発生器からの信号を受信してもよい。信号発生器は、同時に
信号を送信するよう調整してもよい。しかしながら、装置の場所によっては、装置は、必
ずしも同時に全てのビーコンからの信号を受信しない。例えば、装置がビーコン２よりも
ビーコン１に近いと、装置は、ビーコン２からの信号を受信する前に、ビーコン１からの
信号を受信する。様々なビーコンからの信号の到達時間に基づいて、装置の場所を推定で
きる。例えば、幾何学的又は三角測量のアルゴリズムを用い、ビーコンの既知の場所に基
づいて、及びビーコンから同時に送信される信号の到達時刻に基づいて、装置の場所を決
定してもよい。ビーコンを伴うシステムと類似した方法で、測位システムは既知の場所に
ある受信器（例えば、固定受信器）を利用してもよい。固定受信器は、それぞれ、場所が
求められる装置からの信号を受信する。異なる時刻において、又は異なる角度で、装置か
らの同じ信号が異なる受信器に到達する場合がある。様々な受信器における信号の到達時
刻又は角度に基づいて、アルゴリズムを用いて装置の場所を決定することができる。例示
的な測位システムとしては、以下が挙げられる。
　・・全地球位置計測システム（ＧＰＳ）は、地上の場所への参照信号を送信する衛星の
集団に基づく。ＧＰＳは、複数の衛星から参照信号を拾い上げ、位置又は高度を決定する
信号を用いることができる。
　・・長距離ナビゲーション（ＬＯＲＡＮ）は、地表系ラジオ波送信に基づくナビゲーシ
ョンである。装置の場所は、三以上の送信機からの信号の、装置における到達時刻差に基
づいて、概算することができる。
　・・携帯電話ネットワークを用いるラジオ波ロケーションは、携帯電話が固定受信器と
して機能するシステムである。携帯電話からの信号は複数の基地局において受信できる。
携帯電話の場所は、携帯電話からの信号が基地局のそれぞれにおいて受信された時刻に基
づいて、携帯電話からの信号が基地局のそれぞれにおいて受信された角度に基づいて、及
び／又は信号源の特定の場所を示すであろう携帯電話信号における特徴的な歪みに基づい
て、決定することができる。
　・第一の装置は音声信号を送信してもよい。音声信号は、明確な一連の符号又はパルス
を含んでもよい。第二の装置は、例えばマイクロホンを用いてこの信号を拾い上げてもよ
い。第二の装置は、音声信号の明確なパターンを認識してもよく、これにより第一の装置
の存在を推定してもよい。同様にして、第二の装置は、第一の装置が第二の装置を識別す
ることのできる音声信号を送信してもよい。
　・第一の装置は、物理的又は電気的接触から第二の装置の存在を認識してもよい。例え
ば、第一の装置は、第二の装置がドッキングできるポートを有してもよい。ドッキングす
ると、第二の装置は第一の装置との電気的接触に至ることができる。これにより、第一の
装置は第二の装置の存在を認識することができ、及び／又は、これにより第二の装置は第
一の装置の存在を認識することができる。
【０１２４】
　一以上の装置が他の一以上の装置の存在を検出することのできる様々な方法が存在する
。二つの装置が近接していることを検出できる様々な方法がある。
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　・第一の装置は、第二の装置からの信号を検出してもよい。これにより、第一の装置は
第二の装置の存在を検出してもよい。
　・第一の装置は、それ自体の場所を決定してもよい。例えば、第一の装置は、それ自体
の場所を決定するために測位システムを用いてもよい。第一の装置は、既に第二の装置の
場所を知っていてもよい。例えば、第二の装置は、周知の固定した場所にあってもよい。
第一の装置は、第二の装置の場所をメモリに格納してもよい。第一の装置がそれ自体の場
所及び第二装置の場所を知ると、第一の装置は、第一の装置がいつ第二の装置の近傍にあ
るかを（例えば、幾何学アルゴリズムを用いて）推測することができる。
　・第三の装置は、例えば測位システムを用いて、第一の装置の場所を検出することがで
きる。第三の装置は、第二の装置の場所を検出することができる。次いで、第三の装置は
、第一、第二、又は両方の装置に、第一及び第二の装置のいずれか又は両方の場所を通知
することができる。これにより、第一の装置は、第二の装置に近接しているか否かを決定
することができる。これにより、第二の装置は、第一の装置に近接しているか否かを決定
することができる。いくつかの実施形態において、第三の装置は、第一の装置が第二の装
置の近傍にあることを、第一の装置に通知してもよい。いくつかの実施形態において、第
三の装置は、第二の装置が第一の装置の近傍にあることを、第二の装置に通知してもよい
。いくつかの実施形態において、第三の装置は、第一の装置が第二の装置の近傍にあると
いう事実に基づいて、必ずしも第一の装置が第二の装置の近傍にあることを第一の装置に
通知することなく、何らかの行動を行うように、第一の装置に指示してもよい。いくつか
の実施形態において、第三の装置は、第二の装置が第一の装置の近傍にあるという事実に
基づいて、必ずしも第二の装置が第一の装置の近傍にあることを第二の装置に通知するこ
となく、何らかの行動を行うように、第二の装置に指示してもよい。第三の装置は、第一
の装置及び第二の装置の両方の位置を検出してもよい。次いで、第三の装置は、上述のよ
うに、第一、第二、又は両方の装置に通知することができる。すなわち、第三の装置は、
第一及び／又は第二の装置の位置を第一及び／又は第二の装置に通知してもよく、第一及
び第二の装置が互いに近傍にあるという事実を通知してもよい。第三の装置は、同様に、
二つの装置が互いに近傍にあるという事実に基づいて、第一及び／又は第二の装置への命
令を提供することもできる。
　・第三の装置は、第一の装置の位置を検出してもよい。第四の装置は、第二の装置の位
置を検出してもよい。次いで、第三及び第四の装置は、両者の位置を第一の装置に通知し
てもよい。第三及び第四の装置は、両者の位置を第二の装置に通知してもよい。第三及び
第四の装置は、第一の装置が第二の装置の近傍にあることを、第一の装置に通知してもよ
い。第三及び第四の装置は、第一の装置が第二の装置の近傍にあることを、第二の装置に
通知してもよい。第三及び／又は第四の装置は、第一の装置が第二の装置の近傍にあると
いう事実に基づいて、何らかの行動を行うことを第一の装置に指示してもよい。第三及び
／又は第四の装置は、第一の装置が第二の装置の近傍にあるという事実に基づいて、何ら
かの行動を行うことを第二の装置に指示してもよい。第四の装置は、第二の装置の位置を
検出してもよい。第三の装置は、第一の装置及び第二の装置の位置を、第一の装置に通知
してもよい。第三の装置は、第一の装置が第二の装置の近傍にあることを、第一の装置に
通知してもよい。第三の装置は、第一の装置が第二の装置の近傍にあるという事実に基づ
いて、何らかの行動を行うことを第一の装置に指示してもよい。第三の装置は、第一の装
置及び第二の装置の位置を、第二の装置に通知してもよい。第三の装置は、第一の装置及
び第二の装置の位置を、第二の装置に通知してもよい。第三の装置は、第一の装置が第二
の装置の近傍にあるという事実に基づいて、何らかの行動を行うことを第二の装置に指示
してもよい。
　・第三の装置は、第一の装置の位置を検出してもよい。第四の装置は、第二の装置の位
置を検出してもよい。第三及び第四の装置は、両者の位置を第五の装置に通知してもよい
。第五の装置は、第一及び／又は第二の装置に両者の位置を通知してもよい。第五の装置
は、第一の装置に、それが第二の装置の近傍にあることを通知してもよい。第五の装置は
、第二の装置に、それが第一の装置の近傍にあることを通知してもよい。第五の装置は、
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第一の装置が第二の装置の近傍にあるという事実に基づいて、何らかの行動を行うことを
第一の装置に指示してもよい。第五の装置は、第二の装置が第一の装置の近傍にあるとい
う事実に基づいて、何らかの行動を行うことを第二の装置に指示してもよい。
【０１２５】
　送信及び通信
　本願明細書に記載の様々な実施形態は、デジタル画像、テキストファイル、コンピュー
タプログラム、音声ファイル、ビデオファイル、又な任意の他のオブジェクト又は実体等
の、デジタル的又は電子的構成物の「送信」又は「通信」を記載する。デジタル的又は電
子的構成物の送信又は通信は、データ単独で構成物を全体的に再構成するのに十分である
ような、データの送信を含む場合がある。例えば、デジタル画像の送信は、デジタル画像
がデータ単独から完全に再構成することができるように、各バイトはデジタル画像におけ
る一つの画素の特徴を有して、百万バイトのデータの送信を含む場合がある。デジタル的
又は電子的構成物の送信又は通信は、送信されたデータがその構成物を再構成するための
他のデータと組み合わせて用いられるような、データの送信を含む場合がある。例えば、
デジタル画像を圧縮フォーマットで送信してもよい。送信されるデータは、デジタル画像
を再構成するための圧縮解除アルゴリズムを記載しているデータと組み合わせて用いても
よい。デジタル的又は電子的構成物の送信又は通信は、構成物が他の場所で読み出し又は
獲得できるような、構成物を示す又は特徴付けるデータの送信を含む場合がある。例えば
、画像のタイトルを記載するデータを、第一の装置から第二の装置に通信してもよい。第
二の装置は、様々な画像を既に第二の装置に格納し、タイトルにより索引付けを行ってい
てもよい。第二の装置は、第二の装置の記憶装置から第二の画像の完全な描写を復旧する
ために、タイトルを用いて第一の装置から通信された画像を再構成してもよい。
【０１２６】
　様々な実施形態において、宣伝の送信又は通信は、デジタル的又は電子的構成物の送信
又は通信を含んでもよい。
【０１２７】
　符号化
　本願明細書に用いるデジタル的又は電子的構成物を「符号する」信号は、データ単独か
らその構成物を再構成するために十分なデータを含む場合がある。例えば、画像を含む広
告を符号化する信号は、それ自体において、その画像を再構成するために十分なデータを
含む場合がある。
【０１２８】
　本願明細書に用いるデジタル的又は電子的構成物を「識別する」信号は、その構成物を
検索する場所又は方法を示す情報を提供するデータを含む場合がある。デジタル的又は電
子的構成物を識別する信号は、名前、タイトル、又は他の識別子を用いてデータベース又
は他の記憶媒体から構成物を検索することができるように、その構成物に対する名前、タ
イトル、又は他の識別子を提供するデータを含む場合がある。
【０１２９】
　暗号化
　本願明細書に用いる「暗号化」という用語は、特別な知識なしには情報が直ちに理解可
能ではないように、情報を隠蔽又は秘密にするための処理を指す場合がある。暗号化の処
理により、平文と呼ばれる生の情報を、暗号化した情報に変換することができる。暗号化
した情報は暗号文と呼ぶ場合があり、平文を暗号文に変換するためのアルゴリズムを暗号
として参照する場合がある。暗号は、暗号文を平文に変換する、逆の動作の実施にも用い
ることができる。暗号の例としては、換字暗号、転置式暗号、及び回転式暗号機器を用い
て実装される暗号が挙げられる。
【０１３０】
　様々な暗号化方法において、暗号には、鍵と呼ばれる情報の補助的部品が必要な場合が
ある。鍵は、例えば、ビット列を含む場合がある。鍵は、平文を暗号化するために、暗号
と組み合わせて用いられてもよい。鍵は、同様に、暗号文を復号化するために、暗号と組



(25) JP 5457192 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

み合わせて用いられてもよい。対称鍵アルゴリズム（例えば、秘密鍵暗号化）と呼ばれる
暗号のカテゴリにおいては、暗号化及び復号化するために同一の鍵が用いられる。従って
、暗号化した情報の不可侵性は、秘密が保たれている鍵に依存する場合がある。対称鍵ア
ルゴリズムの例は、ＤＥＳ及びＡＥＳである。非対称鍵アルゴリズム（例えば、公開鍵暗
号化）と呼ばれる暗号のカテゴリにおいては、暗号化及び復号化するために異なる鍵が用
いられる。非対称鍵アルゴリズムを用いる場合は、一般のメンバは誰でも、平文を暗号文
に暗号化するための、第一の鍵を用いることができる。しかしながら、第二の鍵（例えば
、秘密鍵）の所有者のみが、暗号文を平文へ復号することができる。非対称鍵アルゴリズ
ムの例は、ＲＳＡアルゴリズムである。
【０１３１】
　符号化又は電子迷彩技術（ｓｔｅｇａｎｏｇｒａｐｈｙ）等の、暗号化以外の他の方法
を、情報を秘密化又は隠蔽化するために用いてもよいことを考慮されたい。このような方
法を、暗号化と組み合わせて用いてもよい。
【０１３２】
　暗号化は、以下に対して用いることができる。
　・特定の受信者のみが読むことのできるメッセージの送信。例えば、アリスとボブは、
両者とも同一の秘密鍵を所有しているとする。アリスは秘密鍵を用いて平文のメッセージ
を暗号化できる。彼女は得られた暗号文をボブに送信できる。すると、ボブは暗号鍵を用
いて暗号文を復号し、平文バージョンのメッセージを眺めることができる。
　・メッセージの暗号化は多くの人ができ、復号化は一人のみができる（例えば、ＰＧＰ
）。例えば、アリスは公開鍵及び秘密鍵を所有するとする。ボブは、アリスのみが読むこ
とのできるメッセージをアリスに送信したいとする。ボブは、平文でメッセージを作成し
、アリスの公開鍵を用いて暗号化できる。ボブは、得られた暗号文をアリスに送信できる
。すると、アリスは自分の秘密鍵を用いて暗号文を復号し、これにより平文メッセージを
眺めることができる。仮にシンディが、ボブからアリスへの途中で暗号文メッセージを横
取りしても、シンディはアリスの秘密鍵へのアクセスをもたないため、シンディはこのメ
ッセージを復号できない。アリスの公開鍵は、シンディにも利用可能であるが、実用的な
長さの時間内に暗号文メッセージを復号するには十分ではない。
　・メッセージ送信者を認証する。この暗号化を用いることは、送信者にデジタル署名を
生成させることを含む。例えば、アリスは、自分から来たメッセージであることをボブが
確信できるようなやり方で、ボブにメッセージを送信したいとする。アリスは、平文メッ
セージを構成し、自分の秘密鍵を用いてこの平文を暗号文に暗号化できる。次いで、アリ
スはこの暗号文メッセージをボブに送信できる。次いで、ボブは、暗号文を平文に戻して
復号するために、アリスの公開鍵を用いることができる。アリスの公開鍵は、アリスの秘
密鍵を用いて作成された暗号文メッセージを復号するためのみに働き、アリスのみが自分
の秘密鍵へのアクセスを有すると推測されるので、ボブはこのメッセージはアリスが期限
であることを確信することができる。
　・否認防止を可能にする。送信者がメッセージ又はメッセージの一部分にデジタル署名
を添付するならば、送信者は、そのメッセージを送信しなかったことを後に主張すること
ができない。
　・送信時刻／データを保証する。下記ハッシュを参照。
　・受信者による受信を保証する。下記ハッシュを参照。
　・送信者による送信後にメッセージが改変されないことを検証する。下記ハッシュを参
照。
【０１３３】
　ハッシュは、これにより、典型的には任意の長さの入力データが、典型的にはより短い
長さ及び／又は固定長に変換される処理である。ハッシュ関数は、この変換を実行する関
数である。しばしば、有用なハッシュ関数は一方向関数である。すなわち、所与の入力に
対して、直ちに出力を算出することができる。しかしながら、所与の出力に対して、出力
を生成した入力は計算困難である。同様に、有用なハッシュ関数は、しばしば、二つの異
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なる入力が同一の出力を生成することはめったにないという特性を有する。ハッシュは、
次のような目的に用いることができる。
　・データ冗長性のチェックを行う。例えば、データベースには巨大な数の名前が含まれ
る。この名前は任意の長さでありうる。冗長な名前をチェックするために、名前に対する
ハッシュ値を生成することができる。ハッシュ値は名前よりも小さなサイズであり、全て
同じ長さとすることができる。従って、名前自体を比較するよりも名前のハッシュ値を比
較する方が容易である場合がある。
　・メッセージが改変されていないことを認証する。例えば、アリスは、メッセージのハ
ッシュ値と共に、ボブに平文を送信することができる。アリスはハッシュ値にデジタル署
名を添付し、このハッシュ値がアリスによって送信されたことをボブに保証するようにす
ることができる。ボブは、この平文メッセージをアリスから受信するときに、メッセージ
のハッシュ値を算出できる。ボブが算出するハッシュ値が、アリスがボブに送信したハッ
シュ値と同一であれば、ボブは、このメッセージがアリスからボブへの途中で改変されて
いないことを確信することができる。
　・メッセージを開封する必要なく、メッセージの所有を証明する。例えば、アリスはボ
ブにメッセージを送信することができる。ボブは、メッセージのハッシュ値をとり、アリ
スに送り返すことができる。すると、アリスは、メッセージがボブからアリスへの途中で
横取りされる危険なしに、ボブがメッセージを有することを確認できる。
　・メッセージを開封する必要なく、ある時点におけるメッセージの所有を証明する。例
えば、アリスは素晴らしいアイデアをもち、このアイデアを公表する必要なく、これを思
いついていることをある時点において証明したいと思うかもしれない。すると、アリスは
、テキストの形式でアイデアを書き出し、そのテキストのハッシュ値をとることができる
。次いで、アリスは、テキストのハッシュ値を新聞に公表することができる。すると、少
なくとも新聞の公表日において、アリスがこのアイデアを所有していたことが、直ちに明
らかである。
　・文書にタイムスタンプを打つ。例えば、タイムスタンプを打つサービスに文書を送っ
てもよい。すると、このサービスは文書のハッシュ値を決定することができる。サービス
は、その時の現在の日付及び時刻を文書のハッシュ値に追加し、結果にデジタル署名を添
付することができる。次いで、日付及び時刻を加えてデジタル的に署名されたハッシュ値
が公表される。タイムスタンプを打つサービスが正確な日付及び時刻を提供することが信
頼できる限り（例えば、古い日付及び時刻を用いない）、公表されたタイムスタンプは、
その文書が、タイムスタンプを打つサービスによって提供される日付及び時刻のものとし
て存在したことの証拠として、機能することができる。さらに、予防策により、タイムス
タンプを打つサービスでさえ偽の時刻及び日付を提供することが非常に困難になることを
、確実にしてもよい。例えば、タイムスタンプを打つサービスは、タイムスタンプを打つ
文書のそれぞれに、連続番号（例えば、１、２、３、他）を追加してもよい。サービスが
古い日付の供給を望むならば、サービスはより古い連続番号を見つけなければならない。
より古い連続番号は、所望の偽の日付の直前及び直後の二つの連続番号の間に一致しなけ
ればならない。しかしながら、例えば、先頭に飛ばされた数字が何もなければ、そのよう
な利用できる連続番号は存在しない。
【０１３４】
　図１に、いくつかの実施形態に係るシステム１００を示す。様々な実施形態において、
システムは、カジノの境界内で機能することができる。様々な実施形態において、システ
ムは、小売店、エクササイズルーム、レストラン、水泳領域、ショールーム、会議室ホー
ル等の、カジノ及び付随領域の境界内で機能することができる。様々な実施形態において
、システムは、カジノの境界を超えて機能することができる。カジノサーバ１０５は、装
置１１０、１１５、及び１２０等の、一以上のモバイルゲーム装置と通信することができ
る。カジノサーバは、マーケッタ装置１２５等の、一以上のマーケッタ装置と通信するこ
とができる。マーケッタ装置は、流す宣伝を記載している情報（例えば、宣伝を伴う画像
及び音声）、いつ宣伝を流すか、どの遊技者が宣伝を眺めるか、宣伝を流すことに対して
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支払われる金額がいくらか、宣伝を流すために用いる媒体が何か（例えばシンボル、例え
ばディスプレイ画面の背景領域）等の情報を、カジノサーバに送信することができる。カ
ジノサーバ１０５は、ディスプレイ装置１３０等の、一以上のディスプレイ装置と通信す
ることができる。ディスプレイ装置としては、ビルボード、電子サイン、サイン、テレビ
モニタ、プロジェクタ、又は他のディスプレイ装置が挙げられる。カジノサーバは、様々
な実施形態において、宣伝を伴う画像を表示することを、ディスプレイ装置に指示するこ
とができる。カジノサーバは、受信器１３５等の、一以上の受信器と通信することができ
る。受信器としては、アンテナ、ＲＦＩＤタグリーダ、バーコードリーダ等が挙げられる
。受信器は、モバイルゲーム装置から送信された信号を検出することができる。受信器は
、モバイルゲーム装置の場所を決定するために、このような信号を用いることができる。
受信器は、モバイルゲーム装置からのデータも受信することができる。このようなデータ
は、カジノサーバに中継してもよい。カジノサーバ１０５は、ビーコン１４０等の、一以
上のビーコンと通信することができる。ビーコンは、位置を決定するためにモバイルゲー
ム装置によって用いられる場合のある測位システムの一部を形成してもよい。例えば、ビ
ーコンは、カジノ内に信号を送信することができる。モバイルゲーム装置は、様々なビー
コンから信号を受信することにより、カジノ内におけるそれ自体の位置を三角測量するこ
とができてもよい。カジノサーバ１０５は、ゲーム装置１４５等の、一以上のゲーム装置
と通信することができる。ゲーム装置としては、スロットマシン、ビデオポーカーマシン
、ビデオブラックジャックマシン、ビデオキノマシン等が挙げられる。カジノサーバは、
ＰＯＳ端末１５０等の、一以上の販売時点情報管理（ＰＯＳ）端末と通信することができ
る。ＰＯＳ端末としては、リテール施設を伴う任意の端末、又は販売業務を扱うことので
きる任意の他の端末が挙げられる。様々な実施形態において、ＰＯＳ端末は、近傍のモバ
イルゲーム装置に表示する、適切な宣伝を決定することができる。ＰＯＳ端末は、カジノ
サーバに宣伝を送信することができる。カジノサーバは、今度は、モバイルゲーム装置に
宣伝を送信することができる。
【０１３５】
　図２に、いくつかの実施形態に係るモバイルゲーム装置を示す。本願明細書に用いる「
モバイルゲーム装置」という用語は、直ちに移動可能又は携帯可能である任意の装置、及
び遊技者が以下の少なくとも一つにおいてギャンブルを行うことのできる装置を指す。（
ａ）運がものをいうゲーム、（ｂ）スポーツ競技、（ｃ）運及び技能の混合したゲーム（
例えば、ブラックジャック）、（ｄ）技能が物をいうゲーム、（ｅ）スロットマシンゲー
ム（例えば、ビデオスロットのゲーム）、（ｆ）宝くじのゲーム、（ｇ）カードのゲーム
（例えば、ポーカーのゲーム）、（ｈ）プルタブ式のゲーム、（ｉ）自然現象（例えば、
台風の発生）、（ｋ）政治的イベント（例えば、選挙の勝者）、（ｌ）大衆文化のイベン
ト（例えば、二人の有名人の結婚する日付）、等。モバイルゲーム装置は、ブラッックベ
リー（登録商標）、ｉＰｏｄ（登録商標）、パーソナルデジタルアシスタント、携帯電話
、ラップトップコンピュータ、カメラ、パーソナルコンピュータ、テレビ、電子ブック（
ｅＢｏｏｋ）、又は任意の他の適切な装置等の装置でもよい。モバイルゲーム装置は、平
均的な人が顕著な努力なく、大型機械の助けなしに装置を運ぶことができる意味において
、移動可能又は携帯可能である。モバイルゲーム装置は、デザインによって、長期（例え
ば数ヶ月）の間に同一の場所にロック、ボルト止め、又はくぎ付けされないという意味に
おいて、移動可能又は携帯可能である。しかしながら、モバイルゲーム装置が、その装置
が偶然に押され、移動され、倒される等の危険なしに、人間がその装置と不物理的に相互
作用することができるように、一次的に場所に固定される（例えば、ロック又はボルトを
用いて）場合も想定する。モバイルゲーム装置は、ゲームを操作するためのプログラム、
他の装置と通信するためのプログラム、広告を表示するためのプログラム、娯楽作品を表
示するためのプログラム、及び任意の他のプログラムを含む、様々なプログラム２４０を
実行するためのプロセッサ２２５を備えてもよい。モバイルゲーム装置は、プログラムデ
ータを格納する、画像データを格納する、遊技者についてのデータを格納する、モバイル
ゲーム装置において遊技されるゲームの結果についての情報を格納する、精算データを格



(28) JP 5457192 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

納する、等のためのメモリ２３５を備えることができる。モバイルゲーム装置は、様々な
出力装置２１０を備えることができる。このような出力装置としては、液晶ディスプレイ
等のディスプレイ画面が挙げられる。ディスプレイ画面は、画像、ビデオ、漫画、アニメ
ーション、テキスト、又は任意の他の実用可能な出力を表示することができる。出力装置
は、スピーカを含んでもよい。スピーカは、音声出力を生成してもよい。例えば、スピー
カは、話声出力、ベル音、エンジン音、又は任意の他の音声を生成してもよい。スピーカ
は、振動を生成してもよい。モバイルゲーム装置は、一以上の入力装置２１５を備えるこ
とができる。入力装置は、遊技者がモバイルゲーム装置と相互作用することを可能にする
。モバイルゲーム装置は、ボタン、キーパッド、ローラーボール、スクロールホイール、
等を備えてもよい。モバイルゲーム装置は、例えば人が触れることからの、及び／又はス
タイラスからの接触を検出することのできる、タッチ画面を備えてもよい。モバイルゲー
ム装置は、音声入力を受信するためのマイクロホンを備えてもよい。マイクロホンは、話
声入力を受信するために用いてもよい。モバイルゲーム装置は、磁気ストリップカード（
例えば、クレジットカード又は遊技者のトラッキングカード）からの入力を受信するため
のカードリーダを備えてもよい。モバイルゲーム装置は、同様にスマートカードリーダを
備えてもよい。モバイルゲーム装置は、画像又はビデオを取り込むためのカメラを備えて
もよい。モバイルゲーム装置は、指紋リーダ又は網膜スキャナ等の生体認証リーダを備え
てもよい。モバイルゲーム装置は、通信ポート２２０を備えてもよい。通信ポートは、ブ
ロードキャストのため、及び／又は無線信号等の電磁気信号を受信するためのアンテナ２
０５を備えてもよい。通信ポートは、レーザ又はダイオード等の光通信機構を備えてもよ
い。通信ポートは、電気的接触部を備えてもよく、これは有線、ケーブル、又は電気的接
触を生成するように別の装置の電気的接触をインタフェースすることができる。電気的接
触部は、通信目的及び／又は電力取り出し目的のために用いてもよい。モバイルゲーム装
置は、別の装置のドッキング領域に適合するよう幾何学的に構成される部分を備えてもよ
い。他の装置は、相補的な幾何学的構成を有する部分を備えてもよい。モバイルゲーム装
置が他の装置にドッキングするときには、モバイルゲーム装置は、当該装置と通信しても
よく、及び／又はその装置から電力を取り出してもよい。例えば、モバイルゲーム装置は
、ゲームソフトウエアを他の装置からアップロードしてもよく、活動に賭けている遊技者
についての情報を他の装置にダウンロードしてもよい。モバイルゲーム装置は、バッテリ
ー又は燃料電池等の、電源を備えてもよい。モバイルゲーム装置は、さらに、いつ電力が
低下するかを計測するセンサを備えてもよい。このセンサは、残存電力量を示すことので
きるインジケータをトリガしてもよいモバイルゲーム装置は、ラジオ波識別（ＲＦＩＤ）
タグ２３０を備えてもよい。モバイルゲーム装置は、一意的な署名を備えてもよく、他の
装置がモバイルゲーム装置の存在を認識できるようにしてもよい。例えば、ドアフレーム
に埋め込まれたセンサにより、モバイルゲーム装置内に埋め込まれたＲＦＩＤタグからの
信号を検出し、これによりモバイルゲーム装置の存在を認識してもよい。一般的な操作の
例において、モバイルゲーム装置は、モバイルゲーム装置に付随する磁気カードリーダに
遊技者トラッキングカードを通すこと等により、遊技者識別子の表示を受信してもよい。
モバイルゲーム装置は、遊技者識別子をカジノサーバに無線送信してもよい。カジノサー
バは、確認信号をモバイルゲーム装置に送り返し、その遊技者がギャンブル活動に参加す
るための適切なクレジット金額を有していることを確認してもよい。モバイルゲーム装置
は、例えば、モバイルゲーム装置上の一つのボタンを介して、遊技者からゲーム開始信号
を受信してもよい。次いで、モバイルゲーム装置は、ランダムな結果を発生するゲームプ
ログラムを実行し、遊技者にランダムな結果を呈示してもよい。例えば、ディスプレイ画
面上において、モバイルゲーム装置は、スロットマシンのリール回転を模倣してもよく、
これは特定の結果を中央に表示して停止するように表示されてもよい。モバイルゲーム装
置は、カジノサーバにゲーム結果を通知してもよい。これに応じて、カジノサーバは、遊
技者の口座にクレジットを追加してもよく、これからクレジットを差し引いてもよい。モ
バイルゲーム装置が動作することのできる多くの他のやり方があることに注意されたい。
モバイルゲーム装置は、例えば、当該装置へのゲーム関連ソフトウエアのダウンロード等
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を介してゲーム活動ができるように構成される、より汎用のデバイスを備えてもよい。モ
バイルゲーム装置は、同様に、ゲーム専用の特定目的デバイスを備えてもよい。モバイル
ゲーム装置は、ネバダ州法案ＡＢ４７１に示された装置を備えてもよい。
【０１３６】
　図３に、いくつかの実施形態に係るゲーム装置を示す。本願明細書に用いる「ゲーム装
置」という用語は、任意の機械、物品、又は遊技者がゲーム、競技、又は他の企画に参加
することのでき、遊技者がリスクを冒して金銭又は他の対価を投じることのできる装置を
指す場合がある。ゲーム装置としては、クラスＩＩゲーム装置、クラスＩＩＩゲーム装置
、ビデオビンゴマシン、インスタントビンゴマシン、ビデオポーカーマシン（例えば、Ａ
ｃｔｉｏｎ　Ｇａｍｉｎｇ’ｓ　Ｔｒｉｐｌｅ　Ｐｌａｙ（登録商標）ドローポーカー）
、ビデオスロットマシン（例えば、ＷＭＳ’ｓ　Ｊａｃｋｐｏｔ　Ｐａｒｔｙ　Ｃｌａｓ
ｓｉｃ（登録商標）マシン）、機械式スロットマシン（例えば、ＩＧＴ’ｓ　Ｃｌｅｏｐ
ａｔｒａ（登録商標）マシン）、電気機械式スロットマシン、ビデオブラックジャックマ
シン、ビデオキノマシン、及びマルチゲームマシンが挙げられる。ゲーム装置は、ゲーム
への使用又は適用が同様に可能な、非ゲーム関連に使用される装置を備えてもよい。例え
ば、パーソナルコンピュータは、ゲームを実施するためのソフトウエアを動作し、例えば
、遊技者から金銭を回収し、遊技者に金銭を支払う目的のために遊技者からクレジットカ
ード番号を受信することができるので、ゲーム装置を構成することができる。ゲーム装置
は、モバイルゲーム装置（例えば、ネバダ州法案ＡＢ４７１に定義されるモバイル装置）
、又はゲームに使用することが可能な任意のモバイル装置を備えてもよい。ゲーム装置は
、パーソナルデジタルアシスタント、携帯電話、ラップトップコンピュータ、ブラックベ
リー（登録商標）等を備えてもよい。
【０１３７】
　図４に、いくつかの実施形態に係るカジノサーバ１０５を示す。アンテナ４０５により
、カジノサーバは、モバイルゲーム装置等の様々な装置と無線通信できる。出力装置４１
０は、液晶ディスプレイモニタ等のディスプレイ、スピーカ、又は情報を通信できる任意
の他の装置を備えることができる。出力装置は、人間の近くに適切なやり方で、情報を呈
示してもよい。例えば、出力装置は、人間が読むためのテキストを呈示してもよい。入力
装置４１５は、ボタン、キーパッド、マウス、ローラ、ボール、マイクロホン、スタイラ
ス、タッチ画面等を備えることができる。入力装置により、人間は、カジノサーバに情報
を通信することができる。通信ポート４２０は、アンテナ、シリアルポート、パラレルポ
ート、ファイアワイア（ＦｉｒｅＷｉｒｅ、登録商標）、汎用シリアルバス（ＵＳＢ）、
又は通信のための任意の他のインタフェースを備えることができる。記憶装置４３０は、
ハードディスク、フラッシュメモリ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用
メモリ（ＲＯＭ）、コンパクトディスク、デジタル多目的ディスク、光ディスク、磁気ス
トレージ装置、半導体メモリ、光磁気ストレージ装置等を備えることができる。記憶装置
４３０は、プログラムデータ４３５、並びに宣伝データベース４４０、マーケッタデータ
ベース４４５、遊技者データベース４５０、及び販売時点情報管理（ＰＯＳ）端末データ
ベース４５５を含む様々なデータベースを格納できる。プログラムデータは、様々な実施
形態に従って、プロセッサ４２５に動作を指示することのできる命令を含むことができる
。
【０１３８】
　宣伝データベース４４０は、宣伝に関連するデータを格納してもよい。そのようなデー
タとしては、（ａ）画像データ（例えば宣伝される製品の画像）、（ｂ）ビデオデータ（
例えばビデオ広告）、（ｃ）音声データ（例えば製品宣伝に関連するジングル）、（ｄ）
テキストデータ（例えば宣伝におけるディスプレイのためのテキスト）、（ｅ）宣伝を記
載するデータ（例えば、宣伝は、どのような製品が宣伝されるかを示すタグを有してもよ
い）、（ｆ）宣伝のサイズを記載するデータ（例えば、画像の各寸法におけるピクセル数
を記載するデータ）、（ｇ）宣伝の実行時間（例えば３０秒）を記載するデータ、（ｈ）
宣伝が行われるべき場所又はメディアを記載するデータ（例えば、宣伝は、シミュレーシ
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ョンされるスロットマシンゲームのシンボルとして表示されるのが望ましい）、（ｉ）宣
伝が実行されるべき回数を記載するデータ（例えば、宣伝は、１００回実行されるのが望
ましい）、（ｊ）宣伝がどの視聴者に呈示されるべきかを記載するデータ（例えば、宣伝
は、４０～６０歳の女性に呈示されるのが望ましい）、（ｋ）宣伝が呈示されるべき時間
を記載するデータ（例えば、宣伝は、午前１１時００分～午後１時００分の間に呈示され
るのが望ましい）、（ｌ）宣伝の優先度を記載するデータ（例えば、優先度のより高い宣
伝は、優先度のより低い宣伝の前に呈示、又はそれに代わって呈示されてもよい）、（ｍ
）宣伝の背景にあるスポンサー又はマーケッタを記載するデータ（例えば、プロクターア
ンドギャンブル社は、宣伝のスポンサーである）、（ｎ）宣伝の呈示のためにスポンサー
又はマーケッタによって支払われる代価を記載するデータ（例えば、マーケッタは、呈示
ごと閲覧者ごとに２セントを支払う。例えば、マーケッタは、ゲームにおいて製品を一日
中宣伝させるために１００ドルを支払う）、（ｏ）宣伝がすでに呈示された回数を記載す
るデータ、（ｐ）宣伝が呈示されなければならない残りの回数を記載するデータ、（ｑ）
宣伝を見た人々の数を記載するデータ、（ｒ）宣伝を眺めた人々の人口統計学データを記
載するデータ、及び宣伝に関連する他の任意のデータが挙げられる。
【０１３９】
　マーケッタデータベース４４５は、スポンサー又はマーケッタに関連するデータを格納
してもよい。マーケッタデータベースは、（ａ）マーケッタの名前、（ｂ）マーケッタの
広告予算、（ｃ）マーケッタに関連する宣伝、（ｄ）マーケッタがカジノに借りている金
額、（ｅ）マーケッタの好ましい視聴者、（ｆ）マーケッタ用の課金情報（例えばマーケ
ッタに関連するクレジットカード識別子、例えばマーケッタ用のアドレス）、（ｇ）マー
ケッタが主に興味のあるメディア（例えばシンボル、例えばボーナスラウンド）、等を含
むデータを格納してもよい。
【０１４０】
　遊技者データベース４５０は、遊技者に関連するデータを格納してもよい。遊技者デー
タベース４５０は、（ａ）遊技者の名前、（ｂ）遊技者のトラッキングカード番号、（ｃ
）遊技者の年齢、（ｄ）遊技者の人口統計学データ、（ｅ）遊技者の好む製品カテゴリ、
（ｆ）遊技者の好む宣伝カテゴリ、（ｇ）カジノにおける遊技者の滞在期間、（ｈ）遊技
者の過去の購買行動（例えば、遊技者は、過去において宣伝に応答して３回の購入を行っ
た）、（ｉ）遊技者のゲームの成果又は結果（例えば、遊技者は本日は１２０ドルを獲得
した、例えば、遊技者は最後の５つの結果において負けた）、（ｊ）遊技者の友人、親戚
、仲間又は他のグループメンバ－、等を含むデータを格納してもよい。
【０１４１】
　販売時点情報管理（ＰＯＳ）端末データベース４５５は、様々なＰＯＳ端末を記載する
データを含んでもよい。様々な実施形態において、そのような端末は、カジノに関連して
もよい。例えば、そのようなＰＯＳ端末は、カジノ内の様々なリテール施設のための処理
を管理してもよい。様々な実施形態において、そのような端末は、カジノの外部の端末を
含んでもよい。ＰＯＳ端末データベース４５５は、（ａ）ＰＯＳ端末の場所を記載するデ
ータ、（ｂ）ＰＯＳ端末によって提供されるリテール施設を記載するデータ、（ｃ）ＰＯ
Ｓ端末の呈示機能を記載するデータ（例えば、ＰＯＳ端末は、宣伝に関連する画像及び／
又は音声を呈示するために用いられ得るディスプレイ画面及び／又はスピーカを含んでも
よい）等を含んでもよい。
【０１４２】
　図５に、一部の実施形態に係るＰＯＳ端末１５０を示す。インベントリデータベース５
４５は、店内の製品を記載するデータを含んでもよい。インベントリデータベースは、（
ａ）残っている製品の数、（ｂ）製品の予想される保存期限、（ｃ）製品の予想される残
りの保存期限、（ｄ）新たなインベントリの到着が予想される時、（ｅ）製品の特性（例
えば製品の色、例えば製品のサイズ）等を記載するデータを含んでもよい。価格決定デー
タベース５５０は、（ａ）製品の価格、（ｂ）製品について利用可能な割引（例えば次の
２日間有効な２５％割引がある）、（ｃ）製品の卸売価格、（ｄ）製品を獲得するための
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コスト（例えばリテイラが卸売業者又は製造業者から製品を購入するコスト）、（ｅ）製
品の清算価格等を含む、製品の価格に関連するデータを含んでもよい。
【０１４３】
　図６は、一部の実施形態によるモバイルゲーム装置６００を示す。モバイルゲーム装置
６００は、スロットマシンゲームを備える。スロットマシンゲームは、三つのリールを含
む。リール上に示されるシンボルの中には、宣伝を表示する三つのシンボルがある。これ
らのシンボル（６０５、６１０及び６１５）は、コカコーラ（登録商標）の企業ロゴを示
す。そのような三つのシンボルを一列に並べることによって、遊技者は賞を獲得してもよ
い。賞は、シンボルによって示される製品又は会社に関連してもよい。例えば、賞は、コ
カコーラ（登録商標）飲料の一年分であってもよい。
【０１４４】
　１．宣伝の種類
　様々な実施形態において、宣伝は、モバイルゲーム装置を用いて呈示されてもよい。宣
伝としては、（ａ）広告（例えば製品又はサービスのためのもの）、（ｂ）発表（例えば
カジノにおいて新たなショーが始まる時間に関する発表、例えばある車が国内ナンバーワ
ンとして評価されたという発表）、（ｃ）警告（例えば悪天候の接近に関する警告）、（
ｄ）情報の表明（例えばジョーンズ候補がちょうど選挙に勝利したこと）、（ｅ）利益の
提供（例えば割引の提供、例えばクーポンの提供、例えば商品券の提供）、（ｆ）提供の
受取人側の何らかの活動と交換される利益の提供（例えば調査質問への回答の提供を受け
取ることと引きかえに商品券を提供）、（ｇ）リクエスト（例えば調査質問に回答すると
いうリクエスト）、（ｈ）無条件で与えられる利益（例えば無条件で与えられる現金、例
えば無条件で与えられる商品券）、（ｉ）宝くじ又は他のチャンスイベントへのエントリ
（例えば特定の商業者の車のための抽籤へのエントリ）等が挙げられる。宣伝は、様々な
形態及び様々な状況において呈示されてもよい。宣伝は、例えば、音声形態、ビデオ形態
又はテキスト形態で呈示されてもよい。宣伝は、他のイベントに対する様々な時点におい
て呈示されてもよい。例えば、宣伝は、モバイル装置上で行われるゲームの合間に呈示さ
れてもよい。
【０１４５】
　１．１．音声。
　宣伝は、音声形態で呈示されてもよい。宣伝は、口頭の音声を含んでもよい。例えば、
アナウンサー又はナレーターは、広告される製品の特徴を述べてもよい。宣伝は、歌を含
んでもよい。宣伝は、音楽の曲を含んでもよい。宣伝は、サウンドトラック（例えばオー
トバイエンジンの回転音）を含んでもよい。宣伝は、ジングル（例えば製品一般に関連す
るジングル）を含んでもよい。
【０１４６】
　１．２．テキスト。
　宣伝は、テキストを含んでもよい。例えば、テキストは、情報、スローガン又は字幕を
含んでもよい。
【０１４７】
　１．３．静止画像。
　宣伝は、静止画像を含んでもよい。画像は、ディスプレイ画面（例えばモバイルゲーム
装置上のディスプレイ画面）の全部又は一部を占めてもよい。画像は、例えば、実際の写
真、アーティストによって作成される画像、又はコンピュータによって作成される画像を
表示してもよい。
【０１４８】
　１．４．ビデオ。
　宣伝は、ビデオを含んでもよい。ビデオは、例えば、一連の静止画像からなってもよい
。ビデオは、例えば、ディスプレイ画面の全体、又はディスプレイ画面の部分を占めても
よい。ビデオは、例えば、カメラによる作品でもよく、又はアニメーションでもよい。
【０１４９】
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　１．５．振動。
　宣伝は、モバイルゲーム装置の振動又は任意の誘導運動を含んでもよい。例えば、モバ
イルゲーム装置は、自動車レース用の宣伝と連動して振動してもよく、ここでは、モバイ
ルゲーム装置の遊技者が自動車の振動音を想像するのに振動が役立ってもよい。
【０１５０】
　１．６．光の点滅。
　宣伝は、点滅又は明滅する光を含んでもよい。例えば、宣伝に関連する興奮を伝えるた
めに、モバイルゲーム装置上の発光ダイオード（ＬＥＤ）が点滅してもよい。
【０１５１】
　１．７．匂い。
　宣伝は、匂いを含んでもよい。例えば、モバイルゲーム装置は、食品広告と連動して芳
香を作り出すために、少量の化学物質を放出してもよい。
【０１５２】
　１．８．近傍のサイン又はスロットマシンに広告を表示させるように作動させる。
　いくつかの実施形態において、宣伝は、他のディスプレイ又は装置に対する信号を含ん
でもよい。信号は、そのようなディスプレイ又は装置に対して、宣伝に関与するように指
示する。例えば、宣伝の一部として、モバイルゲーム装置は、近傍のスロットマシンに対
して（例えば聞こえる範囲内にあるスロットにマシン対して、例えばモバイルゲーム装置
の視線の範囲内にあるスロットマシンに対して）、宣伝に関連する一以上の活動をスロッ
トマシンが実行するように指示する信号を送ってもよい。いくつかの実施形態において、
モバイルゲーム装置は、スロットマシンに音声出力を生成するように指示してもよい。例
えば、モバイルゲーム装置は、スロットマシンの一部であるスピーカを通して鳴るベルの
音声をスロットマシンが鳴らすように指示してもよい。いくつかの実施形態において、モ
バイルゲーム装置は、スロットマシンにビデオ出力を生成するように指示してもよい。例
えば、モバイルゲーム装置は、スロットマシンに特定のビデオ又は動画のクリップを表示
するように指示してもよい。いくつかの実施形態において、モバイルゲーム装置は、スロ
ットマシンに画像を表示するように指示してもよい。例えば、モバイルゲーム装置は、モ
バイルゲーム装置によって宣伝される製品の画像をスロットマシンが表示するように指示
してもよい。
【０１５３】
　１．８．１．距離。
　様々な実施形態において、スロットマシン、別のゲーム装置、ディスプレイ画面、又は
他の任意の装置は、宣伝の効果を高めるように宣伝の呈示に関与してもよい。例えば、モ
バイルゲーム装置上のディスプレイ画面のみが関与する場合よりも、遊技者を囲む五つの
スロットマシン全てが同一の音声及び画像を表示する場合のほうが、宣伝が有効であり得
る。いくつかの実施形態において、関与するスロットマシン又は他の装置がモバイルゲー
ム装置の遊技者に影響を及ぼすことができる場合は、宣伝は特に有効であり得る。従って
、特に有効な装置は、遊技者にとって見えるか又は聞き取れる装置を含んでもよい。様々
な実施形態において、モバイルゲーム装置の一定の範囲内に装置がある場合、装置は宣伝
に関与するように指示される。例えば、モバイルゲーム装置の３ｍ（１０フィート）以内
にスロットマシンがある場合、モバイルゲーム装置はスロットマシンに宣伝に関与するよ
うに指示してもよい。様々な実施形態において、（ａ）モバイルゲーム装置の所定距離内
に装置がある場合、（ｂ）モバイルゲーム装置の直接の視線の範囲内に装置がある場合（
例えばモバイルゲーム装置とその装置との間に他の装置又は備品がない場合）、（ｃ）モ
バイルゲーム装置と同一の部屋に装置がある場合、（ｄ）モバイルゲーム装置と同一の建
築物フロアに装置がある場合、（ｅ）モバイルゲーム装置に向かって装置が少なくともあ
る程度面している場合（例えば、スロットマシンの画面がモバイルゲーム装置の方向に面
している場合は、モバイルゲーム装置は、スロットマシンが宣伝に関与するようにリクエ
ストのみしてもよい）、（ｆ）装置からの信号をモバイルゲーム装置が検出できる場合（
例えば、モバイルゲーム装置がゲーム装置に近接している場合に限って、ゲーム装置は、
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モバイルゲーム装置が検出できる短距離信号を放射してもよい）、（ｇ）モバイルゲーム
装置からの信号を装置が検出できる場合、（ｈ）装置からの信号をモバイルゲーム装置が
一定の最小閾値電力で受信する場合（例えば、検出された信号における信号電力が強い場
合は、装置はモバイルゲーム装置の近傍にあるとみなされてもよい）、（ｉ）モバイルゲ
ーム装置からの信号を装置が一定の最小閾値電力レベルで受信する場合、（ｊ）装置がビ
デオディスプレイ機能を有する場合、（ｋ）装置が音声出力機能を有する場合、（ｌ）装
置が一定の最低限の出力機能のスピーカを有する場合等において、モバイルゲーム装置は
、装置に宣伝に関与するように指示してもよい。様々な実施形態において、モバイルゲー
ム装置は、宣伝への関与について別の装置が利用可能か否かを決定してもよい。別の装置
が利用可能な場合とは、（ａ）そのような装置が、異なる宣伝に現在関与していない場合
（例えば異なる遊技者に対する宣伝の一部としてのグラフィックスを装置が表示していな
い場合）、（ｂ）そのような装置が、ゲーム目的のために現在用いられていない場合（例
えば、スロットマシンは、別の遊技者によって現在プレイされていない場合は利用可能あ
ってもよい）、（ｃ）そのような装置が、他の目的のために現在用いられていない場合（
例えば、プラズマディスプレイモニタは、通過している人々に対してプログラミングを現
在放送していない場合は利用可能であってもよい）、（ｄ）そのような装置が、機能して
いる場合（例えば装置が機械的又は電気的な問題に遭遇していない場合）、（ｅ）そのよ
うな装置が、差し迫った使用のために予定又は意図されていない場合、（ｆ）そのような
装置が、関与を求められる種類の宣伝への関与を制限されていない場合（例えば、第一の
製造業者によって行われる装置は、競合する製造業者の製品を宣伝することを制限される
ことがある）等であってもよい。様々な実施形態において、宣伝に関与するように指示さ
れうる装置としては、スロットマシン、ビデオポーカーマシン、別のゲーム装置、ディス
プレイモニタ（例えばプラズマディスプレイ画面、例えば陰極線管（ＣＲＴ）モニタ）、
ビルボード、プロジェクションディスプレイ、スピーカ、パブリックアドレス装置出力、
電球、照明設備等が挙げられる。
【０１５４】
　様々な実施形態において、装置は、モバイルゲーム装置を有する数名の遊技者に近接し
ていてもよい。例えば、スロットマシンは、モバイルゲーム装置の三名の遊技者の各々か
ら３ｍ（１０フィート）以内にあってもよい。そのような遊技者たちは、例えば、たまた
ま偶然に同一の領域にいてもよい。（三名の遊技者の各々に帰属する）三つのモバイルゲ
ーム装置は、三名の遊技者全員に近接する装置が、三名の遊技者全員に影響する宣伝を同
時に表示し得るように、同一の宣伝を同時に予定するように協同してもよい。例えば、三
つのモバイルゲーム装置の各々は、クルーズバケーションの広告が同時に行なわれるよう
に予定してもよい。三名の遊技者に対するモバイルゲーム装置の放送音声として、三名の
遊技者全員の近傍にあるスロットマシンは、青い海を航海し熱帯の島々に停泊するクルー
ズ船のビデオを表示してもよい。
【０１５５】
　様々な実施形態において、複数のモバイルゲーム装置は、同一又は同様の宣伝を同時に
予定するように協調してもよい。モバイルゲーム装置の遊技者たちに影響することができ
る装置は、宣伝に関与するように命令又はリクエストされてもよい。装置は、スロットマ
シン、ＴＶモニタ、ビルボード、又は他の任意の装置であってもよい。従って、装置は、
宣伝を支援する音声、画像、又は他の情報を放送してもよい。装置は、モバイルゲーム装
置の遊技者全員から一定距離内にある、モバイルゲーム装置の遊技者全員の見通し範囲内
にある、モバイルゲーム装置の遊技者全員の聴取距離の範囲内にある、及び／又は他の任
意の理由から、選択又は選抜してもよい。様々な実施形態において、装置（例えばスロッ
トマシン）は、装置が複数の遊技者のうちの１名に影響することができない場合であって
も、複数の遊技者に呈示される宣伝に関与するように選択されてもよい。例えば、遊技者
のうちの１名がスロットマシンの画面を見ることができない場合であっても、スロットマ
シンは、数名の遊技者に呈示される宣伝に関与するように選択されてもよい。
【０１５６】
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　様々な実施形態において、装置は、所与の時間において二つ以上の宣伝に関与する可能
性を有してもよい。例えば、モバイルゲーム装置の第一の遊技者及びモバイルゲーム装置
の第二の遊技者の各々は、装置に近接していてもよい。第一の遊技者又は第二の遊技者に
呈示される宣伝に装置が関与するか否かを決定するために、様々な基準が使用されてもよ
い。第一の遊技者に呈示される宣伝に装置が関与してもよいのは、（ａ）第一の遊技者の
ほうが第二の遊技者よりも装置に近接している場合、（ｂ）第一の遊技者のほうが第二の
遊技者よりも装置を良好に眺められる場合（例えば、装置のディスプレイ画面が、第一の
遊技者に向かって面しているが、第二の遊技者からは離れて面している場合）、（ｃ）第
一の遊技者のほうが第二の遊技者よりも宣伝に影響されやすいとみなされる場合、（ｄ）
第一の遊技者のようが第二の遊技者よりもカジノの良好な顧客である場合（例えば第一の
遊技者のほうが第二の遊技者よりも過去においてカジノに多くの金額を賭けた場合）、（
ｅ）第二の遊技者のほうが第一の遊技者よりもカジノの良好な顧客である場合、（ｆ）第
一の遊技者のほうが、宣伝に関与する装置に注目を払いそうであるとみなされる場合、（
ｇ）第二の遊技者に宣伝される予定の製品に第二の遊技者が興味を示したよりも、第一の
遊技者に宣伝される予定の製品に第一の遊技者がより興味を示した場合、（ｈ）第二の遊
技者に呈示される予定の宣伝に関与し得る別の装置に、第二の遊技者が近接している場合
、及び／又は他の基準が満たされる場合である。三名以上のモバイル装置の遊技者が近辺
にいると想定して、装置（例えばスロットマシン）がどの宣伝に関与するかを選択するた
めに、同様の基準が使用され得ることが理解される。いくつかの実施形態において、宣伝
が、装置の近辺におけるモバイルゲーム装置の大多数（又は複数）の遊技者に呈示される
場合、装置（例えばスロットマシン）は、そのような宣伝に関与してもよい。
【０１５７】
　１．８．２．信号の送信。
　装置（例えばスロットマシン）がモバイルゲーム装置の宣伝に関与することが適切か否
かの決定は、様々な方法で決定されてもよい。いくつかの実施形態において、モバイルゲ
ーム装置は、装置（例えばスロットマシン）の存在を検出してもよい。モバイルゲーム装
置は、装置から放射される信号を検出することによって、装置の存在を検出してもよい。
信号は、装置に関連するラジオ周波数識別（ＲＦＩＤ）タグによって生じてもよい。信号
は、赤外線信号又は他の任意の信号であってもよい。いくつかの実施形態において、装置
（例えばスロットマシン）は、モバイルゲーム装置の存在を検出してもよい。装置は、モ
バイルゲーム装置からの信号（例えばモバイルゲーム装置に関連するＲＦＩＤタグの署名
、例えばモバイルゲーム装置からの赤外線信号、又は他の任意の信号）を検出してもよい
。様々な実施形態において、装置（例えばスロットマシン）は、光学手段を用いてモバイ
ルゲーム装置の存在を検出してもよい。例えば、装置は、カメラを含んでもよく、ゲーム
装置の近辺における遊技者がモバイルゲーム装置を持っているときに認識する画像処理ア
ルゴリズムを使用してもよい。様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、測位シ
ステム（例えば全地球位置計測システム（ＧＰＳ））を含んでもよい。モバイルゲーム装
置は、自らの位置に基づいて、自らが装置（例えばスロットマシン）に現在近接している
かどうかを決定してもよい。例えば、モバイルゲーム装置は、一以上の装置の位置を記載
する内部格納マップにアクセスしてもよい。様々な実施形態において、モバイルゲーム装
置及び／又は装置（例えばスロットマシン）は、任意の受信信号をセントラルサーバに中
継してもよい。例えば、装置（例えばスロットマシン）は、モバイルゲーム装置からセン
トラルサーバまで信号を中継してもよい。セントラルサーバは、信号がモバイルゲーム装
置によって生成されたことを認識してもよい。従って、セントラルサーバは、モバイルゲ
ーム装置が装置（例えばスロットマシン）に近接している可能性があると認識してもよい
。同様に、モバイルゲーム装置は、装置（例えばスロットマシン）からセントラルサーバ
まで信号を中継してもよい。セントラルサーバは、そのような信号が装置（例えばスロッ
トマシン）を起源とするものであると認識してもよく、このことにより、モバイル装置が
装置（例えばスロットマシン）に近接していることを認識してもよい。様々な実施形態に
おいて、一以上のセンサは、モバイルゲーム装置から放射又は送信される信号を介して、
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モバイルゲーム装置の存在を検出してもよい。センサは、装置（例えばスロットマシン）
に関連しなくてもよい。センサは、セントラルサーバと通信してもよい。従って、セント
ラルサーバは、センサから検出される信号を用いて、場合によっては三角測量又は他の場
所アルゴリズムを用いて、モバイルゲーム装置の存在を検出してもよい。
【０１５８】
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置が装置（例えばスロットマシン）に近接
しているということを、セントラルサーバが一旦認識すると、セントラルサーバは、モバ
イルゲーム装置によって呈示される予定の宣伝に装置が関与するように準備をしてもよい
。例えば、セントラルサーバは、モバイルゲーム装置及び装置（例えばスロットマシン）
に、宣伝を同時に呈示するように指示してもよい。例えば、モバイルゲーム装置は、宣伝
の音声及びビデオ部分を呈示してもよく、近傍の装置（例えばスロットマシン）は、宣伝
の一部としてビデオシーケンスを呈示してもよい。様々な実施形態において、モバイルゲ
ーム装置及び装置（例えばスロットマシン）が近接しているということを、セントラルサ
ーバが認識するとき、セントラルサーバは、モバイルゲーム装置によって呈示される予定
の宣伝に装置（例えばスロットマシン）が関与することが適切か否かを決定してもよい。
例えば、セントラルサーバは、カジノの環境雑音レベルを考慮に入れて、装置によって放
送される音声がモバイルゲーム装置の遊技者に聞き取れるか否かを決定してもよい。別の
例として、セントラルサーバは、装置が現在使用中であるか否か、従ってそもそも装置が
宣伝の呈示に用いられるべきか否かを決定してもよい。
【０１５９】
　様々な実施形態において、装置（例えばスロットマシン）は、宣伝の唯一のプレイゼン
タであってもよい。モバイルゲーム装置は、遊技者への宣伝の呈示に関与しなくてもよい
。しかしながら、モバイルゲーム装置は、装置（例えばスロットマシン）が呈示を行うよ
うに信号を送ってもよい。例えば、モバイルゲーム装置を有する遊技者は、スロットマシ
ンの近傍を歩いてもよい。モバイルゲーム装置は、スロットマシンが宣伝を呈示するよう
に信号を送信してもよい。従って、スロットマシンは、宣伝に関連するビデオ、音声、又
は他の情報を呈示してもよい。一方、モバイルゲーム装置は、宣伝に関与するモバイルゲ
ーム装置なしに遊技者がゲームを行うことを可能にし続けてもよい。様々な実施形態にお
いて、二つ以上の装置が、遊技者への宣伝に呈示に関与してもよい。モバイル装置は、呈
示に関与しなくてもよい。しかしながら、モバイル装置は、装置が宣伝に従って材料を呈
示するように信号を送ってもよい。
【０１６０】
　１．９．何かを獲得するためにどこに行くべきかに関するメッセージ。例えば、モバイ
ル装置は、あなたがどこにいるかを知っており、あなたが宝石店の近傍にいる場合には、
あなたがそこで何を獲得できるかをあなたに告げることができる。
　様々な実施形態において、宣伝は、製品又はサービスを購入、使用又は経験し得る場所
を示すメッセージを含んでもよい。例えば、モバイルゲーム装置は、遊技者の右側に宝石
店があることを示すテキストメッセージを遊技者に呈示してもよい。例えば、モバイルゲ
ーム装置は、近傍においてショーが行われていることを示す音声メッセージを、遊技者に
呈示してもよい。様々な実施形態において、モバイルゲーム装置を有する遊技者がリテー
ルストア又は他の関連する場所の近傍を歩くときに、宣伝が起動されてもよい。宣伝は、
その場所に関連してもよい。
【０１６１】
　２．メディア。
　宣伝が配置され得る場所。宣伝に関連する画像又はビデオは、様々な場所において呈示
されてもよい。宣伝に関連する画像及びビデオは、モバイルゲーム装置のディスプレイ画
面上に呈示されてもよい。画像及びビデオは、異なる場所におけるディスプレイ画面上に
、かつ異なる環境の下で呈示されてもよい。例えば、画像は、ゲーム中又はゲーム間に、
前景又は背景において呈示されてもよい。宣伝に関連する他の出力もまた、様々な方法で
呈示されてもよい。
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【０１６２】
　２．１．シンボル。
　様々な実施形態において、宣伝に関連する画像又はビデオは、シンボル上に置かれても
よい。様々な実施形態において、宣伝に関連する画像又はビデオは、シンボルの全体を構
成してもよい。例えば、ソーダ飲料の画像は、シンボルを構成してもよい。そのような画
像又はビデオを有するシンボルは、ゲームにおいて他の任意のシンボルと同じように機能
してもよい。例えば、スロットマシンゲームにおいて、三つの同じシンボルが並ぶと、遊
技者が賞を獲得できるようにしてもよい。宣伝に関連する画像又はビデオは、カード、ゲ
ームトークン（例えば、モノポリー（登録商標）のゲーム盤の一帯を移動するゲームトー
クンは、高級車ブランドの画像の形態をとってもよい）、ゲームキャラクタ（例えば、オ
ークションゲームにおける入札者は、動画のクロロックス（登録商標）の箱の形態をとっ
てもよい）、価値のあるトークン（例えば、ゲームの遊技者が宝箱を開けるときに、三つ
のきらめくロレックス（登録商標）の腕時計が現れてもよい）等の上に置かれてもよい。
【０１６３】
　２．２．背景（例えば背景グラフィックス）。
　宣伝に関連する画像又はビデオは、モバイルゲーム装置のディスプレイ画面上の背景グ
ラフィックスとして表示されてもよい。例えば、ゲームに関連するグラフィックスによっ
て占められていない画面の部分は、宣伝に関連する画像又はビデオによって占められても
よい。
【０１６４】
　２．３．サイン。
　宣伝に関連する画像又はビデオは、ゲームに関連する仮想世界におけるサインまた他の
ランドマークの上に表示されてもよい。例えば、モバイルゲーム装置上で行われるゲーム
は、レーシングカーを有する仮想世界を特色としてもよい。車は、仮想世界におけるビル
ボードを通過してもよい。ビルボードは、製品又はサービスを宣伝する画像を含んでもよ
い。
【０１６５】
　２．４．ゲームチップ上の面等のチップ面。
　様々な実施形態において、宣伝に関連する画像又はビデオは、ゲームチップ上に表示さ
れてもよい。そのようなゲームチップは、実際の物理的なゲームチップ（例えばカジノの
テーブルゲームにおいて用いられるもの）であってもよい。そのようなゲームチップはま
た、コンピュータ計算装置（例えばモバイルゲーム装置）上で行われるゲームにおいて用
いられるチップを含んでもよい。例えば、遊技者は、自らのモバイルゲーム装置を用いて
ポーカーのゲームに参加してもよい。ゲームにおいてグラフィカルに表示されるゲームチ
ップは、宣伝に関連する画像（例えば製品又はサービスの画像）を含んでもよい。
【０１６６】
　２．５．カード。
　様々な実施形態において、宣伝に関連する画像又はビデオは、カード上に表示されても
よい。そのようなゲームカードは、実際の物理的なカード（例えばポーカー又はブラック
ジャックのテーブルゲームにおいて用いられるもの）であってもよい。そのようなカード
はまた、コンピュータ計算装置（例えばモバイルゲーム装置）上で行われるゲームにおい
て用いられるカードを含んでもよい。例えば、遊技者は、自らのモバイルゲーム装置を用
いてポーカーのゲームに参加してもよい。ゲームにおいてグラフィカルに表示されるカー
ドは、宣伝に関連する画像（例えば製品又はサービスの画像）を含んでもよい。
【０１６７】
　２．６．音声。
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置の音声出力は、宣伝の一部として用いら
れてもよい。音声出力は、製品の歌、ジングル、声、曲、物語、音（例えば乗馬の広告に
おいて足を踏みならすウマの音）を放送してもよい。
【０１６８】
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　２．７．宣伝はボーナスラウンドにおいて表示される。
　ボーナスラウンドの全体のテーマは、宣伝に基づいてもよい。様々な実施形態において
、宣伝に関連する画像又はビデオは、ゲームのボーナスラウンドにおいて表示されてもよ
い。ボーナスラウンドは、ゲームの通常の流れの部分ではなく、かつ遊技者が並外れた金
額のクレジットを獲得する機会を有する、任意のゲームシーケンスを含んでもよい。例え
ば、ウィールオブフォーチュン（登録商標）ゲームにおいて、ボーナスラウンドは、シミ
ュレーションされた回転円盤の回転を含んでもよく、そこで遊技者は、回転円盤上に掲示
される大きな賞を獲得する機会を与えられる。宣伝の画像は、ボーナスラウンド場面の背
景に表示されてもよい。宣伝の画像はまた、ボーナスラウンドにおけるキャラクタ又はゲ
ームトークンとして機能してもよい。例えば、シリアル箱は、ボーナスラウンドのメイン
キャラクタであってもよく、シリアル箱は、ゲーム盤の一帯を移動し、正方形のところに
落ち着くと、遊技者が賞金を獲得する。様々な実施形態において、ボーナスラウンドのテ
ーマは、特定の宣伝に集中してもよい。例えば、チョコレート工場に設定されたボーナス
ラウンドは、マーズ社（Ｍａｒｓ　ｃｏｍｐａｎｙ）を宣伝するように設計されてもよい
。様々な実施形態において、宣伝に関連する音声は、ボーナスラウンド中に放送されても
よい。例えば、ボーナスラウンドにおいて遊技者がより多くの賞金を獲得したときはいつ
でも、清涼飲料のボトルが開くシューという音が放送されてもよい。
【０１６９】
　２．８．ポップアップ広告。
　様々な実施形態において、ポップアップのボックス又はウィンドーは、宣伝に関連する
ビデオ又は画像を表示するために用いられてもよい。ポップアップのボックス又はウィン
ドーは、遊技者からの指示なしにディスプレイ（例えばモバイルゲーム装置のディスプレ
イ画面）上に表示される、別個のウィンドーを含んでもよい。宣伝に関連する画像又はビ
デオは、ポップアップのボックス又はウィンドーの範囲内に表示されてもよい。
【０１７０】
　２．９．ハウジング。
　様々な実施形態において、宣伝は、モバイルゲーム装置のケーシング、ハウジング、又
は他のハードウェア構成要素の上に配置されてもよい。例えば、モバイルゲーム装置のハ
ウジングは、コカコーラ（登録商標）缶の色彩で装飾されてもよい。様々な実施形態にお
いて、宣伝は、モバイルゲーム装置のアクセサリの上（例えばｉＰｏｄの革ケースの上、
例えばブラックベリー（登録商標）のホルスタの上、例えばｉＰｏｄのドックの上、又は
他の任意のアクセサリの上）に置かれてもよい。
【０１７１】
　２．１０．制約。
　シンボルは、固有の制約を有する。例えば、シンボルは、グラフィックスからなる。シ
ンボルは、一定のピクセル寸法（例えば２０×２０ピクセル）のみであってもよい。様々
な実施形態において、画像又はビデオのディスプレイのための特定のメディア又はスロッ
トは、固有の制約を有してもよい。従って、宣伝の呈示のためにそのようなメディア又は
スロットを用いることを望むマーケッタは、メディアによって呈示される制約を満たす画
像又はビデオを考案しなければならない場合がある。例えば、宣伝に関連する画像は、リ
ール式のスロットゲームにおけるシンボルに代わってもよい（又はその役割を果たしても
よい）。シンボルは、ディスプレイ画面の領域の小さな部分のみを占めるため、宣伝に関
連する画像又はビデオも同様に、ディスプレイ画面のその小さな領域のみを占めるように
制約されることがある。シンボルは、サイズに関して規定された制約を有してもよい。例
えば、シンボルは、２．３２平方センチメートル（０．３６平方インチ）の領域、又は２
０×２０ピクセルの領域を占めてもよい。従って、シンボルとしての役割を果たすべき任
意の画像又はビデオは、規定された領域限界に限定されなければならない。様々な実施形
態において、宣伝に関連する画像又はビデオは、一定の領域を占めるように制約される。
領域は、平方インチ、寸法、平方ミリメートル、又は他の任意の単位によって測定されて
もよい。様々な実施形態において、セントラルサーバ、又はマーケッタに宣伝の機会を販
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売する相手は、潜在的なマーケッタに対して、様々な種類の宣伝に課される制約を公開又
は通知してもよい。例えば、セントラルサーバは、表示画像又はビデオに利用可能な場所
を列挙してもよく、対応するサイズ制限を列挙してもよい。例えば、以下は、メディア及
び制約の部分的なリストであり得る。すなわち、（ａ）シンボル（２０×２０ピクセル）
、（ｂ）ボーナスラウンドにおけるビルボード（３０×５０ピクセル）、（ｃ）画面の背
景左側（７０×２０ピクセル）、（ｄ）画面の背景最上部（２０×８０ピクセル）、等で
ある。様々な実施形態において、画像又はビデオを表示するマーケッタにとってのコスト
は、少なくとも部分的に、画像又はビデオのディスプレイ領域に基づいてもよい。例えば
、広告主にとってのコストは、画像又はビデオのディスプレイ領域に比例してもよい。様
々な実施形態において、宣伝のためのマーケッタにとってのコストは、他の要素（例えば
、宣伝が呈示される期間、ゲームにおいて宣伝が呈示される時点、宣伝が呈示される回数
（例えば複数の呈示がある場合は、呈示ごとのコストが低下し得る）等）にも依存し得る
。
【０１７２】
　様々な実施形態において、宣伝に課される時間的制約があってもよい。例えば、宣伝は
、わずか３秒だけ持続しなければならない。従って、宣伝に関連する任意のビデオは、３
秒だけ持続するように制約されてもよい。また、宣伝に関連する任意の音声は、３秒だけ
持続するように制約されてもよい。様々な実施形態において、宣伝を呈示させるためのマ
ーケッタにとってのコストは、少なくとも部分的に宣伝の期間に依存してもよい。
【０１７３】
　様々な実施形態において、画像は、少なくとも一定のサイズであるか、又は少なくとも
一定の領域を占めるように制約されてもよい。例えば、画像は、少なくとも２０×２０ピ
クセルであるように制約されてもよい。このようにして、カジノサーバは、ディスプレイ
画面上の空きスペースが最小限に保たれることを保証することができる。同様に、ビデオ
は、少なくとも一定量の領域を占めるように制約されてもよい。様々な実施形態において
、画像又はビデオは、正確に特定のサイズであるように制約されてもよい。様々な実施形
態において、宣伝に関連する音声クリップは、正確に特定の持続時間であるように制約さ
れてもよい。このようにして、カジノサーバは、望ましくない静かな時間がないことを保
証し得る。
【０１７４】
　３．遊技者は広告における自らの好みを示す。
　様々な実施形態において、遊技者は、自らに呈示される宣伝に影響を与えてもよい。遊
技者が自らに呈示される宣伝への入力を有する場合、遊技者は宣伝に対して肯定的に応答
する可能性が高い。
【０１７５】
　３．１．様々なゲーム要素上に広告を有するゲームにおいて、遊技者は、広告が選択さ
れる元となるカテゴリ、ジャンル、ブランド、又は他の項目を選択する。遊技者がちょう
ど調査質問に答えたため、遊技者の広告の好みに関するこの情報そのものが貴重である場
合がある。例えば、ゲームがこれから開始するときに、起動画面は、タッチ画面を用いて
選ばれる三つのオプション（例えば説明文及びグラフィックスを有する三つの大きなボッ
クス）を表示することができる。
　様々な実施形態において、遊技者は、宣伝に関する種類、カテゴリ、又は他の限定を示
してもよい。次に、宣伝は、示された種類又はカテゴリに基づいて、遊技者に呈示されて
もよい。そのような種類又はカテゴリは、遊技者の好みを表してもよい。例えば、遊技者
は、バケーションに関連するコマーシャル、車に関連するコマーシャル、又は食品に関連
するコマーシャルを見ることを好んでもよい。宣伝のカテゴリを示す際に、遊技者は、（
ａ）製品の種類、（ｂ）サービスの種類、（ｃ）製品又はサービスの価格帯、（ｄ）ブラ
ンド、（ｅ）製造業者、（ｆ）宣伝の形式（例えば宣伝は映画の予告編である。例えば宣
伝は５秒だけ持続すべきである。例えば宣伝は情報コマーシャルであってもよい。例えば
宣伝はビデオが望ましい。例えば宣伝は音声が望ましい。）、（ｇ）特定の製品（例えば
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、遊技者は、特定のモデル及び年式のメルセデスに関する宣伝を見ることを望んでもよい
）、（ｈ）特定の大義（例えば、遊技者は、特定の大義（例えば環境）のためになる製品
又は慈善団体のための宣伝を見ることを望んでもよい）、（ｉ）製品の特定の属性（例え
ば、遊技者は、赤い服のみを見ることを望むことを示してもよい）、（ｊ）リテイラ（例
えば、遊技者は、メイシー百貨店の製品を見ることを望むことを示してもよい）、（ｋ）
宣伝が、特定の製品又はサービスを宣伝するものであるか、又は単に情報を提供するもの
であるか、等を示してもよい。
【０１７６】
　様々な実施形態において、遊技者は、様々な方法で宣伝のカテゴリを示してもよい。遊
技者は、最初にモバイルゲーム装置を受け取るときに、宣伝のカテゴリを示してもよい。
遊技者は、カジノ代理人に通知することによって、カテゴリを示してもよい。次に、カジ
ノ代理人は、遊技者によって示されたカテゴリの宣伝のみをモバイルゲーム装置が呈示す
るように、モバイルゲーム装置上に設定をプログラムしてもよい。遊技者はまた、モバイ
ルゲーム装置を用いて表示を行ってもよい。例えば、遊技者は、メニュー、一連のチェッ
クボックス、又はテキストボックスから、宣伝のカテゴリを選択してもよい。テキストボ
ックスを用いて、遊技者は、遊技者が望む宣伝のカテゴリ又は宣伝の任意の説明を入力し
てもよい。例えば、遊技者は、「８月中にカンザス州においてなすべきことを示せ」と入
力してもよい。様々な実施形態において、遊技者は、宣伝の指定を二回以上行ってもよい
。例えば、遊技者は、広いカテゴリ（例えば自動車）を最初に指定してもよい。次に、遊
技者は、より狭いカテゴリ（例えば「車」又は「トラック」）を指定してもよい。
【０１７７】
　様々な実施形態において、遊技者は、インターネットを介して宣伝のカテゴリを示して
もよい。例えば、遊技者は、カジノを訪問する前に、インターネットを訪問してもよい。
遊技者は、宣伝のカテゴリを指定するために、一連のメニュー、チェックボックス、テキ
ストボックス、又は他の入力媒体をナビゲートしてもよい。示された宣伝のカテゴリは、
カジノサーバによって格納されてもよい。次に、カジノサーバは、遊技者がプレイ中に所
与のカテゴリに該当する宣伝のみを呈示される、ということを保証してもよい。様々な実
施形態において、モバイルゲーム装置は、遊技者によって示されるカテゴリの宣伝のみが
遊技者に呈示されるように、宣伝にフィルターをかけてもよい。様々な実施形態において
、遊技者によって選択されたものに関連するカテゴリの宣伝が、遊技者に呈示されてもよ
い。
【０１７８】
　様々な実施形態において、遊技者は、プレイしているセッション中のある時点において
宣伝の新たなカテゴリを示してもよい。例えば、遊技者は、宝石に関連する宣伝を見るこ
とにはもはや関心がなく、これに代わって財布に関連する宣伝を見ることを望む、という
ことを示してもよい。モバイルゲーム装置は、プレイしているセッション中にアクセスす
ることのできるメニュー又はアイコンを含んでもよい。遊技者は、宣伝のカテゴリへの変
更を示すために、そのようなメニュー又はアイコンにアクセスしてもよい。
【０１７９】
　様々な実施形態において、遊技者は、一以上の宣伝を最初に見てもよい。次に、遊技者
は、同様な宣伝をさらに見ることを望むか否か、又は異なる種類の宣伝を見ることを望む
か否かを示してもよい。遊技者の回答に基づいて、新たな宣伝が遊技者に呈示されてもよ
い。遊技者は、同様な宣伝又は異なる種類の宣伝のどちらを見ることを望むかを、再び尋
ねられてもよい。このようにして、カジノサーバは、遊技者にとって興味のある宣伝のカ
テゴリに反復的に到達してもよい。
【０１８０】
　様々な実施形態において、遊技者は、宣伝のカテゴリを示してもよい。遊技者に呈示さ
れる宣伝の全ては、示されたカテゴリに合致してもよく、しなくてもよい。例えば、カジ
ノサーバは、遊技者によって示されたカテゴリについて、遊技者に呈示する宣伝のインベ
ントリを必ずしも有するとは限らない。様々な実施形態において、カジノサーバは、遊技
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者によって示されたカテゴリに最も密接に該当するとみなされる宣伝を決定してもよい（
たとえそのような宣伝が遊技者によって示されたカテゴリに直接的に該当しないとしても
）。例えば、遊技者は、バハマ諸島で休暇を過ごすことに関連する宣伝を見るという要望
を示してもよい。カジノは、直接的にトピックに関する宣伝をまったく有しなくてもよい
。しかしながら、カジノは、ヴァージン諸島で休暇を過ごすことに関連する宣伝を有して
もよい。従って、カジノは、遊技者にそのような宣伝を呈示してもよい。カジノは、関連
するコンセプトを関連付けるためのアルゴリズムを使用してもよい。アルゴリズムは、遊
技者によって示される好みから学習してもよい。例えば、所与の遊技者がコンセプトＡ及
びコンセプトＢに関連する宣伝を呈示されることを望むことを示す場合、アルゴリズムは
、コンセプトＡをコンセプトＢに関連付けてもよい。将来、別の遊技者がコンセプトＡに
関連する宣伝を呈示されることを望むことを示す場合、カジノサーバは、コンセプトＢに
関連する宣伝を遊技者に呈示してもよい。理解されるように、多くのアルゴリズムは、コ
ンセプト間の関連付けを導出するために用いることができる。様々な実施形態において、
遊技者に呈示する宣伝を選択するために、そのような種類のアルゴリズムが用いられても
よい。
【０１８１】
　様々な実施形態において、遊技者は、宣伝のカテゴリを示してもよい。そのようなカテ
ゴリを示すことによって、遊技者は、自らが、示されたカテゴリに該当する宣伝を作成す
る商業者の潜在的顧客である、ということを示してもよい。例えば、遊技者は、高級車の
ための宣伝を眺めることを望むことを示してもよい。そのような表示を提供することによ
って、遊技者は、自らが高級車の潜在的買手であるということを示してもよい。遊技者が
高級車の潜在的買手であるという情報は、高級車のディーラー又は製造業者にとって価値
があり得る。従って、様々な実施形態において、商業者が商品又はサービスのカテゴリを
扱い、遊技者がそのカテゴリに関連する宣伝を眺める好みを有する場合、カジノは、商業
者に遊技者の連絡先を提供してもよい。次に、商業者は、遊技者にさらなる宣伝を送るこ
とが可能であってもよい。例えば、商業者は、遊技者の自宅に宣伝を送ることが可能であ
ってもよい。いくつかの実施形態において、商業者は、商業者の製品の該当するカテゴリ
の宣伝を見ることに興味を示した遊技者の連絡先をカジノに提供してもらうために、カジ
ノに支払ってもよい。
【０１８２】
　いくつかの実施形態において、商業者は、商業者のビジネス領域に該当する宣伝に興味
を示した遊技者の直接連絡先を与えられなくてもよい。むしろ、遊技者がカジノの境界を
出た後であっても、カジノは商業者から遊技者への宣伝を転送してもよい。例えば、商業
者はカジノに宣伝の電子メールを送ってもよく、カジノは遊技者に宣伝の電子メールを転
送してもよい。このようにして、遊技者の連絡先は商業者から隠されてもよく、遊技者の
プライバシーが維持されてもよい。
【０１８３】
　様々な実施形態において、遊技者は、宣伝の特定のカテゴリを示してもよい。次に、カ
ジノは、そのカテゴリに該当する宣伝を行うことが予想され得るマーケッタを見いだして
もよい。例えば、遊技者は、自動車保険に関連する宣伝を見ることを望むことを示しても
よい。次に、カジノは、様々な自動車保険会社を見いだしてもよい。カジノは、マーケッ
タが遊技者に宣伝するよう促してもよい。様々な実施形態において、カジノは、遊技者の
一般的説明を、マーケッタに提供してもよい。例えば、カジノは、遊技者の年齢、所得水
準及び／又は他の人口統計学的特徴を、マーケッタに提供してもよい。マーケッタに提供
される遊技者に関する情報は、マーケッタが遊技者に宣伝するべきか否かを決定すること
を補助してもよい。遊技者に関する情報に基づいて、マーケッタは、遊技者に宣伝するこ
とを望むか否かを決定してもよい。例えば、マーケッタは、遊技者の年齢に基づいて、遊
技者がマーケッタの製品を購入しそうであるか否かを決定してもよい。マーケッタは、遊
技者が宣伝の特定のカテゴリに関心を示したという事実に単に基づいて、遊技者に宣伝す
るべきか否かに関する決定を行ってもよい。様々な実施形態において、カジノは、マーケ
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ッタに対して、特定の遊技者に宣伝するための価格を見積もってもよい。マーケッタは、
宣伝する申し出を受け入れても拒絶してもよい。様々な実施形態において、カジノは、価
格の範囲を見積もってもよい（各価格は、宣伝に関する異なる制約に対応する）。例えば
、第一の価格は、シンボルをリールに配置するために見積もられ、第二の価格は、画面全
体を３０秒のビデオで満たすために見積もられる、等であってもよい。
【０１８４】
　様々な実施形態において、カジノは、特定の遊技者に宣伝を呈示するために、マーケッ
タからの入札を求めてもよい。所与のメディア又はスロットに対して最高入札を行うマー
ケッタは、遊技者に宣伝を呈示する機会を与えられてもよい。様々な実施形態において、
入札を行う複数のマーケッタは、遊技者に宣伝する機会を与えられてもよい。より高額の
入札を有するマーケッタは、優先的なスロットを与えられてもよい。例えば、最高入札を
有するマーケッタは、宣伝をするために最も大きな画面領域を与えられてもよい。例えば
、最高入札を有するマーケッタは、宣伝を呈示させるために最も長いタイムスロットを与
えられてもよい。
【０１８５】
　様々な実施形態において、カジノサーバは、遊技者に呈示するために利用可能な宣伝の
インベントリを含んでもよい。カジノサーバは、宣伝を呈示する基準を記載する規則（例
えば宣伝のスポンサーによって提供される規則）を格納してもよい。宣伝は、画像ファイ
ル、音声ファイル、ビデオファイル等を含む一以上のコンピュータファイルとして格納さ
れてもよい。様々な実施形態において、カジノは、マーケッタからの宣伝をリクエストし
てもよい。例えば、カジノは、遊技者から宣伝のカテゴリの表示を受信するとすぐに、示
されたカテゴリに該当する宣伝を呈示することを望み得るマーケッタからの宣伝を求めて
もよい。
【０１８６】
　３．２．スポンサー又はマーケッタは、スポンサーがつくと遊技者がどのような結果を
得られるかを、遊技者に通知してもよい。「ペプシ（登録商標）を選択して、無料スピン
を獲得しよう。」
　様々な実施形態において、遊技者は、宣伝を眺めることに同意することと引きかえに受
け取ることができる利益を通知されてもよい。様々な実施形態において、遊技者は、宣伝
のカテゴリを眺めることに同意することと引きかえに受け取ることができる利益を通知さ
れてもよい。様々な実施形態において、マーケッタは、宣伝を眺めたり聞いたりすること
について遊技者にすすんで補償してもよい。補償は、多数の形態をとってもよい。補償と
しては、（ａ）金銭、（ｂ）ゲームチップ又はゲームクレジット、（ｃ）増加した賞金オ
ッズ、（ｄ）より高い払い出し（例えばジャックポットは増加してもよい）、（ｅ）低減
した賭けコスト（例えば、遊技者は、通常は１０ドルのところを５ドルで賭けを行う機会
を与えられてもよい）、（ｆ）無料ゲーム（例えば、スロットマシンの無料スピン。例え
ば、ビデオポーカーの無料ゲーム）、（ｇ）ボーナスラウンドに入る無料の機会、（ｈ）
ゲームにおいて与えられるヒント（例えば、ビデオポーカーのゲームにおいて、遊技者は
ヒントを受け取ってもよい）、（ｉ）無料又は割引された音楽ダウンロード、（ｊ）無料
又は割引されたソフトウエアダウンロード、（ｋ）無料又は割引された呼出し音ダウンロ
ード、（ｌ）ビデオ、マンガ、映画予告編、アニメーション、見本版テレビドラマ、ニュ
ースクリップ、又は他のシーケンスのダウンロード、（ｌ）キャッシュレスのゲームチケ
ット、（ｍ）ショーのチケット、（ｎ）映画のチケット、（ｏ）補完的な（無料提供）ポ
イント、（ｐ）商品券、（ｑ）ギフト券、（ｒ）無料の食事の引換券、（ｓ）無料又は割
引されたホテルルーム滞在、及び他の任意の利益が含まれる。マーケッタは、遊技者に対
して直接的又は間接的に任意の利益を提供してもよい。様々な実施形態において、マーケ
ッタは、遊技者がマーケッタの宣伝を眺めることに同意することと引きかえに、遊技者に
現金を直接的に提供してもよい。様々な実施形態において、マーケッタはカジノに補償を
提供してもよく、次にカジノは遊技者に利益（例えば増加した賞金オッズ）を提供しても
よい。カジノに提供される補償は、遊技者に利益を提供するカジノにとっての期待原価と
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等しくてもよい。
【０１８７】
　様々な実施形態において、二つ以上のマーケッタは、遊技者に提供される利益に寄与し
てもよい。例えば、二つの自動車製造業者の各々は、自動車に関連する宣伝を眺めること
について遊技者に提供される利益の一部に寄与してもよい。
【０１８８】
　様々な実施形態において、遊技者は、宣伝を呈示されることに同意することについて、
カジノから固定的給付を受け取ってもよい。次に、カジノは、遊技者に宣伝を呈示する機
会を、マーケッタに販売してもよい。カジノは、そのような機会を、それによって獲得可
能な程度の金額で販売することを試みてもよい。カジノは、遊技者に提供する利益とマー
ケッタから受け取る金額との間の差額から利益を得てもよい。
【０１８９】
　様々な実施形態において、遊技者は、利益を受け取る基準と共に、自らが受け取り得る
利益の表又は他のリストを呈示されてもよい。例えば、表は、宣伝の異なるカテゴリを列
挙する第一の欄を含んでもよい。表の第二の欄は、そのような宣伝を呈示されることと引
きかえに遊技者が受け取る利益を列挙してもよい。例えば、表の行に、宣伝のカテゴリと
して「ペプシ（登録商標）の広告を見る」こと、利益として「１０個の無料スピンを獲得
する」ことを列挙してもよい。
【０１９０】
　４．宣伝に対するトリガ。
　宣伝は、様々な時間に、及び様々な状況下で提供することができる。一つの状況におい
て、遊技者は、モバイルゲーム装置上でのゲームを遊技することに参加できる。　宣伝は
、そのゲームの存在中に画面上において（例えば宣伝はシンボルとして呈示され、例えば
宣伝はゲームを表示している画面スペースの側方の画面スペース上に呈示される）、ゲー
ムとゲームの間に画面上において、ゲームが未解決の間に画面上において、ゲーム中の音
声放送として、等により遊技者に呈示することができる。一つの状況において、遊技者は
、ゲームの遊技に参加せず、モバイルゲーム装置上に宣伝が表示されてもよい。宣伝は、
モバイルゲーム装置が特定の場所に来たとき等に、連続的、周期的、散発的に呈示するこ
とができる。
【０１９１】
　４．１．遊技者の物理的近傍の他者への広告コンテンツ放送。遊技者が他者の近傍にい
れば、「今、無料のコカコーラ（登録商標）が当たりました」という装置上の広告を他者
が耳にするように音量を上げることができる。
　様々な実施形態において、宣伝は近傍の人間の存在によってトリガすることができる。
近傍の人間は、宣伝を呈示しているモバイルゲーム装置の遊技者以外の何らかの他者であ
る。例えば、モバイルゲーム装置が遊技者以外の人間の存在を検出する場合に、モバイル
ゲーム装置は宣伝を放送してもよい。様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、
モバイルゲーム装置の遊技者を含む何らかの人間に応答して、宣伝を放送してもよい。モ
バイルゲーム装置は、様々なやり方で、別の人間の存在を検出してもよい。モバイルゲー
ム装置は、マイクロホンを備えてもよい。マイクロホンは、環境の音声信号を拾い上げて
もよい。モバイルゲーム装置は、話声音声、呼吸音声、足音等の環境音声信号を分析し、
会話の人の声（ｔｅｌｌ－ｔｅｌｌ　ｈｕｍａｎ　ｓｏｕｎｄｓ）を求めてもよい。例え
ば、モバイルゲーム装置は、話声信号に調整された特別のソフトウエアを用いてもよい。
モバイルゲーム装置は、他の手段によって人間の存在を認識してもよい。例えば、モバイ
ルゲーム装置は、熱又は赤外センサを備えてもよい。モバイルゲーム装置は、そのような
センサを用いて人間の熱的な形跡を拾い上げてもよい。様々な実施形態において、モバイ
ルゲーム装置はカメラを備えてもよい。カメラは、周囲の写真を周期的にスナップ撮影し
てもよい。モバイルゲーム装置は、写真を分析するための画像処理ソフトウエアを備えて
もよい。画像処理ソフトウエアは、人間に付随する画像を認識する機能を有していてもよ
い。様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、人間に付随する装置を介して、人
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間の存在を認識してもよい。例えば、モバイルゲーム装置は、例えば、モバイルゲーム装
置に付随するアンテナで信号を受信することにより、携帯電話の近傍から信号を認識して
もよい推定上、携帯電話は、人間によって携行されている。従って、携帯電話の存在を認
識することによって、モバイルゲーム装置は、間接的に人間の存在を認識していることが
可能である。様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、別のモバイルゲーム装置
の存在を認識してもよい。推定上、他のモバイルゲーム装置は、別の人間によって保持又
は携行されている。従って、別のモバイルゲーム装置を認識することによって、第一のモ
バイルゲーム装置は、間接的に別の人間の存在を認識することができる。
【０１９２】
　様々な実施形態において、別の人間の存在を認識して、モバイルゲーム装置が宣伝を呈
示してもよい。従って、宣伝は、そのモバイルゲーム装置の遊技者だけでなく、モバイル
ゲーム装置に近接している他の人間によっても、知覚される機会を有することができる。
従って、宣伝効果を増すことができる。
【０１９３】
　様々な実施形態において、別の人間の存在を認識して、モバイルゲーム装置は、宣伝が
呈示される音量を上げてもよい。音量を上げることにより、他の人間は、より宣伝を知覚
するようになる場合がある。
【０１９４】
　様々な実施形態において、別の人間の存在を認識して、モバイルゲーム装置は、表示の
明るさを増してもよい。表示の明るさを増すことにより、他の人間は、画面上の画像をよ
り知覚するようになる場合がある。この画像は、宣伝に伴う画像を含んでもよい。
【０１９５】
　４．２．明るく照らされた環境（プール等）においては光量を増して放送すること。
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、環境光の強度に基づいて画面の明る
さを増してもよい。例えば、モバイルゲーム装置は、環境光の強度が増すに従い、その画
面の明るさを増してもよい。例えば、モバイルゲーム装置は、モバイルゲーム装置が太陽
光の屋外にある場合には画面を明るくしてもよく、一方でモバイルゲーム装置は、モバイ
ルゲーム装置がカジノ内にあるときには画面を調光してもよい。様々な実施形態において
、モバイルゲーム装置は、光センサを備えてもよい。このセンサは、環境光の状態を検出
してもよい。センサからの読み取りに基づいて、モバイルゲーム装置は、画面の明るさを
下げることも、上げることも、いずれも可能である。様々な実施形態において、画面の明
るさを増すことにより、モバイルゲーム装置の遊技者は、明るい光の存在する間に、より
容易に宣伝及び／又は他の画像を知覚することが可能になる。様々な実施形態において、
画面の明るさを低下することにより、モバイルゲーム装置は、バッテリー寿命を延ばすこ
とが可能になる。様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、屋内等の明るい画面
が不要である領域においては、画面の明るさを低下することができる。
【０１９６】
　４．３．近傍の誰かが勝つ。例えば、近傍のスロットマシンにいる誰かが勝つ。あなた
のモバイル装置は「あなたにも来ますよ、今、もしも．．．」と出る。
　様々な実施形態において、近傍の遊技者のゲーム結果に基づいて、モバイルゲーム装置
の第一の遊技者に、宣伝を呈示することができる。近傍の遊技者は、スロットマシン、ビ
デオポーカーマシン、モバイルゲーム装置、又は任意の他のゲーム装置の遊技者でもよい
。近傍の遊技者は、ちょうど、（ａ）ゲームに勝った、（ｂ）大きな払い出し（例えば４
０コイン以上）を勝った、（ｃ）ジャックポットに勝った、（ｄ）ボーナスラウンドに入
った、（ｅ）ニアミスがあった、（ｆ）ゲームに負けた、（ｇ）金銭を使い果たした、（
ｈ）精算した、又は任意の他のゲームイベント又は結果に参加していたという場合がある
。ゲームイベント、成果、又は近傍の遊技者の結果に基づいて、宣伝を第一の遊技者に呈
示することができる。
【０１９７】
　様々な実施形態において、近傍の遊技者が好適な結果であった場合に、第一の遊技者に
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宣伝を呈示してもよい。第一の遊技者が何らかの活動のみに参加しようとしている場合に
、宣伝は、第一の遊技者に、近傍の遊技者と同様の結果を経験する機会を提供してもよい
。この活動としては、広告又は呈示の鑑賞、自動車の試乗、市場調査への回答、製品又は
サービスの試験又はサンプリング、彼又は彼女についての何らかの情報提供（例えば、人
口統計学データの情報）、自分自身についての連絡先の提供、別の人物についての連絡先
の提供（例えば友人、例えば家族の一員）、等が挙げられる。従って、例えば、第一の遊
技者が単に自分のモバイルゲーム装置において１０分間の宣伝を眺め、この宣伝に伴う二
つの調査の質問に回答すれば、近傍の遊技者がちょうど経験した結果と同様の結果を経験
する機会を第一の遊技者が有するようにしてもよい。
【０１９８】
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、様々なやり方で近傍の遊技者の性化
又は結果を計測してもよい。モバイルゲーム装置は、その場所をカジノサーバに送信して
もよい。カジノサーバは、モバイルゲーム装置の場所に近接しているゲーム装置を決定す
ることができる。カジノサーバは、ゲーム装置にちょうど発生した結果を計測してもよい
。カジノサーバは、この結果の表示を、モバイルゲーム装置に送信してもよい。
【０１９９】
　第一の遊技者がモバイルゲーム装置の申し出を受け付けるならば、モバイルゲーム装置
は、第一の遊技者がその活動に参加できるようにしてもよい。例えば、モバイルゲーム装
置は、１０分間の宣伝を呈示し、次いで第一の遊技者が回答する宣伝についての調査の質
問を呈示してもよい。第一の遊技者が活動に参加できると、モバイルゲーム装置は、近傍
の遊技者が達成したものと同一の結果を、第一の遊技者に提供してもよい。例えば、近傍
の遊技者が５０クレジットの払い出しを勝った場合に、第一の遊技者には５０クレジット
が与えられてもよい。例えば、近傍の遊技者がボーナスラウンドに入る勝ちを得た場合に
、第一の遊技者にはそのボーナスラウンドに入ることが与えられてもよい。
【０２００】
　４．４．結果を勝つ場合。
　様々な実施形態において、遊技者が結果の勝ちに達した場合に、宣伝を遊技者に呈示し
てもよい。遊技者が、（ａ）プラスの払い出しを受けた場合、（ｂ）かけた金額以上の払
い出しを受けた場合、（ｃ）あるしきい値（例えば１０コイン）を超える払い出しを受け
た場合、（ｄ）ボーナスラウンドへの進行に達した場合等の場合に、宣伝を遊技者に呈示
してもよい。遊技者が勝ちに達した時間は、その遊技者が良好な雰囲気にありうるので、
遊技者への宣伝を呈示する適切な機会の時間である場合がある。従って、遊技者は、宣伝
のメッセージをより受け入れやすい場合がある。遊技者は、同様に、宣伝の主題に対して
、勝ちの結果に伴う積極的な感情を移入する場合がある。例えば、遊技者が勝ちの結果に
達した直後に、ポテトチップの特定のブランドが贈呈されると、その遊技者は勝ちの積極
的な感情をそのポテトチップに関連付ける場合がある。
【０２０１】
　様々な実施形態において、マーケッタは勝ちの結果に続いて宣伝が呈示される場合に、
宣伝を呈示するための支払いをより多くしてもよい。勝ちのない結果の後よりも勝ちの結
果に続く宣伝に、遊技者は積極的な感情を関連付ける傾向があるため、このようにしても
よい。従って、様々な実施形態において、マーケッタは、勝ちの結果には続かない第一の
時間において宣伝を呈示するために第一の金額を支払うことができ、勝ちの結果に続く第
二の時間において宣伝を呈示するために、第一の金額以上の第二の金額を支払うことがで
きる。
【０２０２】
　４．５．大きな払い出しを勝つ。
　様々な実施形態において、遊技者が大きな払い出しを勝った場合に、遊技者に宣伝を呈
示してもよい。大きな払い出しは、Ｘクレジットを超える払い出しとして定義することが
でき、ここにＸとは、例えば、５０、１００、１０００、又は任意のクレジットのしきい
数とすることができる。様々な実施形態において、大きな払い出しは、賭けられた金額の
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Ｘ倍を超える量の払い出しとして定義され、ここにＸとは、例えば、５０、１００、１０
００、又は任意のしきいの倍率とすることができる。
【０２０３】
　４．６．ある金額を勝つ。
　様々な実施形態において、遊技者がある総計の金額を勝った場合に、遊技者に宣伝を呈
示してもよい。総計の金額とは、ある期間にわたる全体の支払いが、より少ない賭金額で
あることを表す場合がある。総計の金額は、賭金額によらずに、全体の払い出しを表して
もよい。例えば、遊技者が、過去１時間にわたる賭金額の正味に１００コインを勝った場
合に、宣伝を呈示してもよい。
【０２０４】
　４．７．ニアミスを有する。
　様々な実施形態において、遊技者がニアミスを有する場合に、宣伝を呈示してもよい。
例えば、遊技者が４枚のカードでローヤルフラッシュに達した場合、人物がジャックポッ
トに必要な５枚中の４枚に達した場合、又は人物が回転円盤上のジャックポットスペース
から離れた一つに乗った場合に、遊技者に宣伝を呈示してもよい。宣伝には、「ああ、惜
しかったですね。でも、あなたなら、ジムズ・カーレンタルで１日たった２０ドルで車を
借りられますよ」と出してもよい。いくつかの実施形態において、宣伝は、遊技者が何ら
かの活動を行っている場合に、逃した結果を達成する機会を遊技者に提供するものでもよ
い。例えば、遊技者が、高齢者居住地区内の簡易宿泊施設で１日を過ごすことを了承する
ならば、その遊技者が、ニアミスした結果に達したような払い出しを受けるようにしても
よい。
【０２０５】
　４．８．場所。
　様々な実施形態において、宣伝は、遊技者の場所によってトリガされてもよい。様々な
実施形態において、遊技者が第一の場所にいる場合に、遊技者に宣伝を呈示してもよいが
、遊技者が第二の場所にいる場合にはそうではない。様々な実施形態において、遊技者が
第一の場所にいる場合には、第一の宣伝を遊技者に呈示してもよく、遊技者が第二の場所
にいる場合には、第二の宣伝を遊技者に呈示してもよい。様々な実施形態において、遊技
者のモバイルゲーム装置が特定の場所にある場合に、宣伝を遊技者に呈示してもよい。遊
技者は、モバイルゲーム装置と同じ場所にいると推定することができる。
【０２０６】
　４．８．１．店の近くを歩く。
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置が店に近接するときに、宣伝をトリガし
てもよい。宣伝は、店の中の製品を表現する画像又はビデオを表示してもよい。宣伝は、
テキストによる店の物品の記載を呈示してもよい。宣伝は、店の中において利用可能な値
引きを記載してもよい。様々な実施形態において、モバイルゲーム装置が、店、レストラ
ン、道路沿いのスタンド、ガソリンスタンド、自動車修理店、等の任意のリテイラに近接
するときに、宣伝をトリガしてもよい。様々な実施形態において、近接は、３０ｍ（１０
０フィート）以内である、同一ブロックである、視界内である、歩いて行ける距離内であ
る、１マイル以内である、直接目の前である、又は任意の他の適切な距離範囲として、定
義することができる。
【０２０７】
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置の遊技者がリテイラに歩いて行く、リテ
イラで製品を購入する、リテイラで製品を試す、又はリテイラと他のやり方で相互作用す
る場合に、宣伝は利益の提供を含むことができる。提供される利益としては、（ａ）金銭
、（ｂ）ゲームチップ又はゲームクレジット、（ｃ）勝ちのオッズ上昇、（ｄ）より高額
の払い出し（例えばジャックポットを増額してもよい）、（ｅ）賭けコストの減額（例え
ば、通常１０ドルである賭けを５ドルとする機会を遊技者に与えてもよい）、（ｆ）無料
ゲーム（例えばスロットマシンを無料で回す、例えばビデオポーカーの無料ゲーム）、（
ｇ）ボーナスラウンドへの無料進行の機会、（ｈ）ゲーム内のヒント（例えばビデオポー
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カーのゲーム内において遊技者がヒントを受けることができる）、等が挙げられる。従っ
て、例えば、モバイルゲーム装置の遊技者は、リテイラに歩いて行く場合に、スロットの
ゲームにおいて１０回無料で回すという提供を受けることができる。
【０２０８】
　様々な実施形態において、店のオーナー又はマネージャ等のリテイラの代表者は、モバ
イルゲーム装置が店に近づくときに、通知を受けてもよい。リテイラの代表者は、ほぼリ
アルタイムで遊技者に対する提供を判断する機会を得ることができる。例えば、代表者は
、店内の何らかの物品が現在過剰在庫であるか否かを決定することができる。従って、代
表者は、そのような物品への特別な値引きを、遊技者に提供することができる。代表者に
は、遊技者についての情報も与えられてもよい。例えば、代表者は、遊技者の年齢、人種
、婚姻歴、性別等についての情報を受信してもよい。代表者は、その遊技者が達成した最
近の結果についての情報も受信してもよい。代表者は、その遊技者に対する宣伝の調整に
おいて、このような情報を用いることができる。例えば、遊技者が男性であれば、店のオ
ーナーは彼にネクタイの値引きを申し出てもよい。遊技者が女性であれば、店のオーナー
は彼女にブラウスの値引きを申し出てもよい。モバイルゲーム装置は、近傍の店に遊技者
についての情報を送信してもよく、従って店の代表者は、その遊技者についての情報を知
ることができる。様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は近傍のリテイラに、遊
技者の名前等の遊技者の識別子を送信してもよい。リテイラは、遊技者の識別子をカジノ
サーバに送信してもよい。これによって、リテイラは、その遊技者についてのさらなる情
報をカジノサーバから受信することができる。遊技者について受信する情報としては、（
ａ）遊技者によって達成された最後の結果、（ｂ）遊技者によって達成された最後の大き
な結果、（ｃ）過去の時間の期間Ｘにおける遊技者の全体の勝ち（例えば、過去１０分、
過去１日、過去１時間、過去２日等における遊技者の全体の勝ち）、（ｄ）過去の時間の
期間Ｘにおける遊技者の正味又は総額の勝ち、等が挙げられる。
【０２０９】
　様々な実施形態において、リテイラは、リテイルコンピュータ又はリテイルサーバを含
んでもよい。コンピュータ又はサーバは、遊技者に送る宣伝を決定するためのアルゴリズ
ムを実行することができる。宣伝は、店内の状況に基づいて決定することができる。宣伝
は、同様に、遊技者について受信した情報に基づいて決定することができる。例えば、宣
伝は、最近、遊技者がギャンブル中に顕著な金額を勝ったか否かに基づいて、決定するこ
とができる。例えば、遊技者が最近大きな金額を勝った場合には、店はその遊技者に高価
な製品を宣伝してもよい。宣伝の背景にあるアイデアは、最近の幸運を考慮すると、遊技
者が良好に消費する雰囲気にあるということである。リテイルサーバは、モバイルゲーム
装置及び／又はカジノサーバから信号を受信することができ、この信号は遊技者について
の情報を記載している。リテイルサーバは、遊技者に対する宣伝を自動的に決定するため
に、このような情報を使うことができる。宣伝は、遊技者のモバイルゲーム装置に自動的
に送信することができる。次いで、モバイルゲーム装置の画面に宣伝が表れてもよい。宣
伝は、モバイルゲーム装置のスピーカを用いて放送してもよい。様々な実施形態において
、リテイルサーバは、遊技者に対する宣伝を決定することができる。リテイルサーバは、
リテイラの代表者に宣伝の表示を示してもよい。次いで、代表者は、遊技者への宣伝を通
信してもよい。例えば、代表者は、リテール施設の前に歩き出し、遊技者に挨拶し、遊技
者に宣伝を呈示（例えば、店内の製品への値引きを遊技者に提供）してもよい。
【０２１０】
　様々な実施形態において、リテイラ及び／又はカジノサーバは、遊技者からの購入デー
タを追跡することができる。例えば、リテイラ及び／又はカジノサーバは、データベース
を保持することができる。データベースは、遊技者が消費した額を記載するデータ（例え
ば製品又はサービスに対して）、遊技者が購入した製品の種類（例えば衣服、例えば靴、
例えば宝石）、遊技者が製品又はサービスを試したか否か、遊技者が店内を歩いて入った
か否か、遊技者が品物に関心を示したか否か、等を記載するデータと連係させて、遊技者
についての情報を含むことができる。遊技者についてのデータは、年齢、人種、性別、収
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入、婚姻歴等を含む遊技者の人口統計学データを含むことができる。遊技者についてのデ
ータは、同様に、可能性としては最近達した結果、最近の勝ちの金額、過去の時間期間Ｘ
における勝ちの器楽、過去の時間期間Ｘにおいて賭けた全体の金額以下の全体の払い出し
、賭けた金額、ゲームあたりに賭けた金額等を含む、遊技者のギャンブル結果についての
データを含むことができる。従って、データベースは、遊技者についての人口統計学デー
タ情報、遊技者のギャンブル結果についての情報、及び遊技者の購入結果を含むことがで
きる。データベースは、多数の遊技者について、このような情報を備えてもよい。例えば
、データベースは、それぞれの遊技者に対して一つのレコードを備えてもよい。それぞれ
のレコードは、遊技者の人口統計学データ、購入情報、及びギャンブルの達成結果につい
ての情報を含んでもよい。
【０２１１】
　様々な実施形態において、購入決定と購入決定前に達成したゲーム結果等の、二つの種
類の情報の相関を導出するために、アルゴリズムを用いてもよい。例えば、所与の時間期
間中に勝った金額と、その時間期間の後にリテイラにおいて消費した額との相関を決定す
るために、アルゴリズムを用いてもよい。アルゴリズムの出力は、例えば、小売店を訪問
する前の時間に遊技者が勝つほど、その遊技者はその小売店において消費する傾向にある
ことを示す場合がある。
【０２１２】
　一般的に、遊技者のゲーム結果及び購入決定についての履歴情報を仮定し、特定の遊技
者の最近のゲーム成績（又は直近の過去を超えるゲーム成績）についての情報を仮定して
、特定の遊技者が購入を決定する傾向を予測するために、アルゴリズムを用いることがで
きる。このようなアルゴリズムは、遊技者が宣伝に反応する傾向を予測するために用いる
こともできる。例えば、リテール施設の代表者は、近づいてくる遊技者についての情報を
受信することができる。この情報は、遊技者が過去１時間にジャックポットを勝ったこと
を示す場合がある。リテイラは、予測アルゴリズムにその情報を入力してもよい。アルゴ
リズムは、その遊技者が通常の人物よりも高額な品物を購入する傾向があることを、リテ
イラに知らせることができる。アルゴリズムは、さらに、遊技者に提供する品物を勧めて
もよい。アルゴリズムは、データベース又は店の品物の他のリストへのアクセスを有して
もよい。アルゴリズムは、データベース又は価格、コスト、又は店の品物の他の価値尺度
のリストへのアクセスを有してもよい。遊技者の消費予測に基づき、品物の記載及びその
価値に基づいて、アルゴリズムは、どの品物を遊技者に提供するかを決定してもよい。ア
ルゴリズムは、店の代表者にその品物の試験的な記載を出力してもよい。代表者は、遊技
者に近づいて、この品物が利用可能であること、遊技者はその品物に特別な値引きを受け
られることを知らせることができる。いくつかの実施形態において、アルゴリズムは、近
づいてくる遊技者のモバイルゲーム装置に直接的に宣伝を送信してもよい。例えば、アル
ゴリズムは、良質なコートがその遊技者にはわずか７００ドルで利用可能であることを示
す宣伝を送信してもよい。
【０２１３】
　様々な実施形態において、遊技者について記録される情報は、その遊技者に呈示される
宣伝を記載するデータを含んでもよい。記録及び／又は格納されるデータは、さらに、遊
技者に呈示される宣伝に対する遊技者の反応を記載するデータを含んでもよい。遊技者の
最近のゲーム結果についての情報を、宣伝に対する遊技者の反応に相関させるために、ア
ルゴリズムを用いてもよい。例えば、アルゴリズムは、遊技者が金銭を勝ったときには、
遊技者はユーモア系の宣伝に反応する傾向が強く、遊技者がちょうど金銭を負けたときに
は、遊技者は価格系の宣伝に反応する傾向が強いことを、見いだすことができる。従って
、アルゴリズムは、いずれの宣伝又は宣伝の種類が、遊技者の最近のゲーム結果に最も効
果的に与えられるかを、予測するために用いることができる。
【０２１４】
　様々な実施形態において、遊技者のモバイルゲーム装置から、遊技者のゲーム結果につ
いての情報をリテールコンピュータに受信することができる。様々な実施形態において、
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カジノサーバから、遊技者のゲーム結果についての情報をリテールコンピュータに受信す
ることができる。様々な実施形態において、遊技者がいずれの製品を購入する傾向がある
かを予測するために用いられるアルゴリズムは、カジノサーバによって実行されてもよい
。様々な実施形態において、遊技者がいずれの製品を購入する傾向があるかを予測するた
めに用いられるアルゴリズムは、リテールサーバによって実行されてもよい。このような
アルゴリズムは、様々な実施形態において、遊技者のモバイルゲーム装置によって実行さ
れてもよい。様々な実施形態において、一以上の人間の代表者は、遊技者に対する特定の
宣伝を決定する目的で、予測アルゴリズムと協働することができる。例えば、予測アルゴ
リズムは、遊技者に提供すべき製品の価格範囲を決定することができる。この価格範囲に
基づいて、代表者は、製品への異なる値付けの知識が代表者にあることを前提に、遊技者
に提供するための特定の製品を決定することができる。別の例としては、予測アルゴリズ
ムは、宣伝の種類（例えばビデオ、例えば音声、例えば静止画像、例えば３０秒、例えば
５秒、例えば値引きの申し出、等）を決定してもよい。リテイラの代表者等の人間は、遊
技者に送信する正確な宣伝を決定することができる。様々な実施形態において、人間は、
宣伝を実演して呈示してもよい。例えば、リテイラの代表者は、モバイルゲーム装置に遊
技者を呼び出してもよい。モバイルゲーム装置は、例えば、携帯電話として機能してもよ
い。人間は、遊技者に販売の口上を述べてもよい。人間は、同様にテキストを介して宣伝
を呈示してもよい。様々な実施形態において、宣伝の決定及び呈示は、何らの人間の介在
なしに、児童出来に行われてもよい。例えば、モバイルゲーム装置を有する遊技者は、商
店街の廊下を歩きながら小売店に近づいてもよい。モバイルゲーム装置は、内部の測位シ
ステムを用いて、それ自体の座標を検出できる。モバイルゲーム装置は、カジノサーバに
その座標を送信できる。カジノサーバは、座標に基づいて、モバイルゲーム装置が特定の
小売店の近傍にあることを決定できる。カジノサーバは、モバイルゲーム装置からの信号
を介して、遊技者のゲーム結果についての情報を、前もって受信しておくことができる。
これによって、カジノサーバは、遊技者への宣伝を導き出すために、その小売店における
製品についての情報と共に、遊技者の最近のゲーム結果についての情報を用いることがで
きる。カジノサーバは、このような情報を遊技者に送信することができる。いくつかの実
施形態において、カジノサーバは、小売店においてに宣伝を送信してもよい。次いで、小
売店は、遊技者のモバイルゲーム装置にこの情報を中継してもよい。理解されるように、
遊技者が達成した結果についての情報等の遊技者についての情報は、小売店又はカジノサ
ーバ等の様々な場所において、受信することができる。同様に、理解されるように、宣伝
は、カジノサーバ、モバイルゲーム装置、又は任意の小売店を含む様々な場所において決
定することが可能である。宣伝は、小売店又はカジノサーバ等の様々な場所から、遊技者
のモバイルゲーム装置に送信することができる。様々な実施形態において、モバイルゲー
ム装置は、小売店についての情報を最初に格納してもよい。例えば、モバイルゲーム装置
は、小売店から利用可能な宣伝を格納できる場合がある。モバイルゲーム装置は、モバイ
ルゲーム装置の遊技者のゲーム結果に基づいて、最初に格納した宣伝のいずれを遊技者に
実際に呈示すべきかを決定してもよい。モバイルゲーム装置は、これを呈示する場合に予
測アルゴリズムを用いてもよい。
【０２１５】
　様々な実施形態において、遊技者の購入週間についての情報は、リテール施設の間で共
有してもよい。例えば、様々なリテール施設において集結した情報から、大きなデータベ
ースを構築してもよい。データベースは、ある遊技者は第一のリテール施設において購入
を行い、ある遊技者は第二のリテール施設において購入を行ったという、様々な遊技者に
対するレコードを含んでもよい。単一のリテール施設の顧客を有するデータベースとは対
照的に、このようなデータベースのサンプルサイズがより大きいことにより、遊技者の購
入決定に対してより良好な予測アルゴリズムを見いだすことが可能になる場合がある。
【０２１６】
　リテール施設への提供決定のための視点。
　様々な実施形態において、カジノサーバは、モバイルゲーム装置の遊技者に対する一以
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上の結果を決定することができる。カジノサーバは、モバイルゲーム装置にその結果を送
信できる。モバイルゲーム装置は、遊技者にその結果を呈示できる。
【０２１７】
　カジノサーバは、モバイルゲーム装置の場所を追跡できる。カジノサーバは、モバイル
ゲーム装置が、いつリテール施設に近接するかを決定できる。
【０２１８】
　カジノサーバは、リテール施設からデータを受信できる。例えば、リテール施設のＰＯ
Ｓ端末は、様々な製品の在庫水準を示すことができ、この在庫水準をカジノサーバに送信
できる。リテール施設は、製品価値、製品卸売りコスト、期待される新製品の供給日、製
品に対する履歴的需要、小売店における顧客通行量、及び任意の他の付属データ等の、他
のデータを通信することができる。
【０２１９】
　カジノサーバは、リテール施設に代わって宣伝を決定するために、リテイラから受信し
たデータを用いてもよい。例えば、リテイラがある製品の過剰を有する場合に、カジノサ
ーバはその製品を値引きして提供する宣伝を決定してもよい。
【０２２０】
　モバイルゲーム装置の遊技者に対して発生する結果に基づいて、カジノサーバは、モバ
イルゲーム装置の遊技者への宣伝を決定してもよい。カジノサーバは、第一の結果が発生
する場合に第一の宣伝を、第二の結果が発生する場合に第二の宣伝を、決定してもよい。
例えば、発生する結果が勝ちの結果であれば、カジノサーバは、高価な製品を広告する宣
伝を決定してもよい。発生する結果が負けの結果であれば、カジノサーバは、遊技者への
値引きを提供する宣伝を決定してもよい。
【０２２１】
　カジノサーバは、遊技者がリテール施設からある距離以内にいるという事実に基づいて
、又は遊技者がある地理的範囲、領域、又は地域の中にいるという事実に基づいて、モバ
イルゲーム装置の遊技者に呈示する宣伝を決定してもよい。例えば、カジノサーバは、推
奨されるリテール施設の１５ｍ（５０フィート）以内に遊技者がいる場合のみに、遊技者
のモバイルゲーム装置に、呈示するための宣伝を送信してもよい。
【０２２２】
　次いで、カジノサーバは、モバイルゲーム装置の遊技者に発生した結果を決定できる。
カジノサーバは、リテール施設からデータを受信できる。カジノサーバは、モバイルゲー
ム装置とリテール施設の間の距離を決定できる。これらの要因に基づいて、カジノサーバ
は、リテール施設を遊技者に宣伝する宣伝を決定できる。カジノサーバは、遊技者のモバ
イルゲーム装置を介して、宣伝を遊技者に呈示することができる。例えば、カジノサーバ
は、モバイルゲーム装置にデータを送信でき、このようなデータは宣伝を記載又は符号化
している。モバイルゲーム装置は、次いで、その宣伝を遊技者に呈示できる。
【０２２３】
　様々な実施形態において、リテール施設は、モバイルゲーム装置がリテール施設に近接
している表示を受信してもよい。この表示は、モバイルゲーム装置からの直接通信を介し
て、又はカジノサーバからの通信を介して（例えば、カジノサーバは、モバイルゲーム装
置がリテール施設に近接していることを決定し、この情報をリテール施設に通信してもよ
い）、受信してもよい。リテール施設は、モバイルゲーム装置の遊技者への宣伝を決定で
きる。リテール施設は、在庫水準、将来の新製品の供給日、卸売りコスト、売れ残り品目
の返品能力等の様々なデータに基づいて、このような宣伝を決定することができる。リテ
ール施設は、同様に、モバイルゲーム装置の遊技者が達成した結果の表示を受信してもよ
い。リテール施設は、最近の勝ちの表示、総額の勝ちの表示、正味の勝ちの表示、等を含
む遊技者の結果についての任意の情報を受信してもよい。リテール施設は、遊技者が受け
た結果に基づいて、遊技者に呈示する宣伝を決定できる。リテール施設は、遊技者の任意
の履歴的結果に基づいて、遊技者に呈示する宣伝を決定できる。リテール施設は、遊技者
の履歴的結果と、遊技者がリテイラの近接にいるという事実との両方に基づいて、宣伝を
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決定できる。例えば、遊技者がリテール施設に近接し、遊技者が大きな払い出しを勝った
場合には、リテール施設は、リテール施設の高級品を目立たせる宣伝を決定してもよい。
リテール施設は、モバイルゲーム装置に宣伝を送信できる。リテール施設は、カジノサー
バに宣伝を送信できる。カジノサーバは、次いで、モバイルゲーム装置に宣伝を送信でき
る。
【０２２４】
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、リテール施設から情報を受信しても
よい。この情報には、在庫水準、現在の顧客通行量水準、履歴的な顧客通行量水準、又は
任意の他の付属情報を含んでもよい。モバイルゲーム装置は、リテール施設の近傍にある
か否かを決定してもよい。モバイルゲーム装置がリテール施設の近傍にある場合には、モ
バイルゲーム装置は、遊技者に呈示する宣伝、製品の宣伝として機能する宣伝、又はリテ
ール施設のサービスを決定してもよい。宣伝は、リテール施設によって提供される情報に
基づいて決定できる。リテール施設によって提供される情報は、リテール施設からモバイ
ルゲーム装置に直接送信されてもよい。リテール施設によって提供される情報は、まずカ
ジノサーバに送信され、次いでモバイルゲーム装置に送信されてもよい。様々な実施形態
において、リテール施設は、モバイルゲーム装置がリテール施設の近傍にあるか否かを決
定できる。リテール施設は、次いで、直接的又はカジノサーバを通じて、モバイルゲーム
装置に通知してもよい。様々な実施形態において、カジノサーバは、モバイルゲーム装置
がリテール施設の近傍にあるか否かを決定できる。カジノサーバは、モバイルゲーム装置
に、これがリテール施設の近傍にある場合に通知できる。
【０２２５】
　４．８．１．１．モバイルゲーム装置を自動的なカスタム調整されたクーポンとして用
いる。個人に合わせたクーポン。
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、クーポン、ギフト証明書、又は価値
又は値引きを授与する他のトークンを格納してもよい。クーポンは、様々な時点において
、モバイルゲーム装置に送信されてもよい。様々な実施形態において、遊技者は、クーポ
ン、ギフト証明書、又はゲーム遊技中の他の利益を得てもよい。例えば、遊技者が、スロ
ットマシン上で三つの「メイシーの店」のシンボルを一列にそろえる場合には、遊技者は
、メイシーの店に対する１００ドルのギフト証明書を得てもよい。様々な実施形態におい
て、クーポン、ギフト証明書、又は他の価値のトークンは、モバイルゲーム装置において
電子的形態で格納されてもよい。このクーポン、ギフト証明書等をリテール施設で使用す
る目的で、遊技者は、リテール施設に自分のモバイルゲーム装置を持参してもよい。モバ
イルゲーム装置は、クーポン、ギフト証明書、又は他のトークンについての情報を、リテ
ール施設のコンピュータに通信できる。この通信は、様々なやり方で生じることができる
。例えば、モバイルゲーム装置は、リテール施設のコンピュータに、特定の証明書、クー
ポン等を一意的に識別する、一連のビットを通信してもよい。様々な実施形態において、
モバイルゲーム装置は、クーポン、ギフト証明書、又は他の価値のトークンを識別するバ
ーコードをディスプレイ画面上に表示してもよい。モバイルゲーム装置のディスプレイ画
面上に表示されるバーコードは、例えば通常のバーコードスキャナを用いて、リテール施
設にスキャンされてもよい。このやり方において、遊技者は、自分のモバイルゲーム装置
上にクーポン又はギフト証明書を携行して回ることができる。遊技者は、リテール施設に
おいて、自分のモバイルゲーム装置からこれらを引き替えることができる。
【０２２６】
　４．８．２．別のモバイル装置への近接。
　様々な実施形態において、第一のモバイルゲーム装置における宣伝の呈示を、第二のモ
バイルゲーム装置への近接によってトリガしてもよい。第二のモバイルゲーム装置が近傍
にあるときに、第一のモバイルゲーム装置における宣伝が、第二のモバイルゲーム装置の
遊技者の目につき、又はこれを耳にしてもよい。
【０２２７】
　４．９．時間。
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　様々な実施形態において、時間は、宣伝をトリガする機能を果たしてもよい。例えば、
宣伝は、１日のある時刻、あるに付け、又はある年においてトリガされてもよい。別の例
としては、イベントからの時間がトリガとして機能してもよい。例えば、宣伝は、最後に
宣伝が呈示された５分後にトリガされてもよい。
【０２２８】
　４．９．１．ある長さの時間が最後の宣伝から経過した。
　様々な実施形態において、宣伝は、従前の宣伝からある長さの時間が経過した時点でト
リガされてもよい。従前の宣伝はいずれの宣伝でもよい。例えば、モバイルゲーム装置に
おいて最後の宣伝が呈示されてから１分が経過した時点で、現在の宣伝が呈示のためにト
リガされてもよい。従前の宣伝は、同じ種類又はカテゴリの宣伝でもよい。例えば、歯磨
きの最後の宣伝から３０分になったときに、歯磨きの宣伝がトリガされてもよい。しかし
ながら、最後に関連性のない宣伝からわずか１分が経過したときに、同じ宣伝をトリガし
てもよい。同じ種類の宣伝の間には、より長い時間の間隔を作ることにより、遊技者の倦
怠を軽減することができる。様々な実施形態において、任意の宣伝の呈示の間に、ある最
小の時間ギャップを保つと、遊技者への厄介な印象を軽減することができる。様々な実施
形態において、任意の宣伝の呈示の間に、ある最大の時間ギャップを許容すると、宣伝へ
の遊技者の立ち会いは増す場合があり、従ってカジノ及びマーケッタへの収入は増加する
場合がある。
【０２２９】
　４．９．２．１日のある時間。例えば、昼食時間中に食品を広告する。
　様々な実施形態において、宣伝の呈示は、１日の時間によってトリガされてもよい。通
常、１日の特定の時間の間に購入される製品は、１日のその時間の間に宣伝してもよい。
朝食の宣伝は、午前７時００分等、１日の早い時間にトリガしてもよい。昼食の宣伝は、
１１時４５分にトリガしてもよい。夕方のショーの宣伝は、午後６時００分にトリガして
もよい。宣伝は、商業者の営業時間に基づいてトリガしてもよい。例えば、商業者の製品
の宣伝は、訴訟業者が営業している時間において、呈示をトリガしてもよい。
【０２３０】
　４．９．３．環境条件（例えば、温度）。
　様々な実施形態において、宣伝は、環境条件に基づいてトリガしてもよい。宣伝は、気
温に基づいてトリガしてもよい。気温が３２．２℃（華氏９０度）を超える場合には、例
えば、ソフトドリンクの宣伝をトリガしてもよい。モバイルゲーム装置は、温度センサを
含んでもよい。温度センサからの読み取りを、宣伝のトリガに用いてもよい。様々な実施
形態において、モバイルゲーム装置は、環境条件を検出又は決定するために、他のセンサ
を含んでもよい。モバイルゲーム装置は、環境湿度又は降雨条件を検出するための湿度セ
ンサを含んでもよい。モバイルゲーム装置は、環境の光度、雲量等を検出するために、光
センサを含んでもよい。モバイルゲーム装置は、環境雑音の条件を検出するために、マイ
クロホンを含んでもよい。様々な実施形態において、環境条件によっては、ある種の形式
の宣伝を呈示してもよい。例えば、環境雑音レベルが高い場合には、主に視覚系の宣伝を
、トリガして呈示してもよい。環境雑音レベルが低い場合には、音声の構成要素を含む宣
伝を呈示してもよい。従って、様々な実施形態において、モバイルゲーム装置、カジノサ
ーバ、又は別の実体は、モバイルゲーム装置の近辺における環境雑音レベルを決定できる
。この環境雑音レベルに基づいて、宣伝を選択して呈示することができる。選択処理は、
宣伝が音声の構成要素を有しているか否かを考慮してもよい。様々な実施形態において、
いかなる種類の宣伝を呈示するかを決定するために、環境の光度レベルを用いてもよい。
環境の光度レベルが高い場合には、音声の構成要素をより多く有する宣伝を呈示してもよ
い。例えば、明るい太陽光の環境においては、モバイルゲーム装置は、より大きな音声の
構成要素を有する宣伝を、より呈示する傾向にあってもよい。薄暗い環境においては、モ
バイルゲーム装置は、より多くの視覚的な構成要素を有する宣伝を、より呈示する傾向に
あってもよい。
【０２３１】
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　様々な実施形態において、規則、慣習、基準、及び他の条件により、いずれの宣伝を用
いてもよいかを決定することができる。例えば、モバイルゲーム装置は、ショーが進行し
ている劇場内にある場合がある。このような環境においては、音声の行為性要素を有する
宣伝は、回りの劇場の観客にとって迷惑である場合がある。従って、モバイルゲーム装置
は、音声の構成要素がほとんど又は全くない宣伝を決定してもよい。音声の構成要素が全
くない宣伝を選択することは、音声の構成要素を有する宣伝を選択し、その音声の構成要
素を抑制することを含むことを理解されたい。例えば、モバイルゲーム装置が、音声の構
成要素がない宣伝を呈示すべきであることを決定する場合には、モバイルゲーム装置は、
音声の構成要素を以前に有した宣伝を選択し、その音声の構成要素を消音することができ
る。さらに、視覚的構成要素を有さない宣伝を選択することは、視覚的構成要素を有する
宣伝を選択し、その視覚的構成要素を抑制することを含むことを理解されたい。
【０２３２】
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、規則、慣習、基準等を記載するカジ
ノサーバからの信号を、モバイルゲーム装置に受信できる。このような信号に基づいて、
モバイルゲーム装置は、いずれの特定の宣伝が呈示のために適切であるかを決定できる。
様々な実施形態において、モバイルゲーム装置の場所に基づいて、カジノサーバは、ある
宣伝が呈示されてもよいか否かに関して、直接的にモバイルゲーム装置に指示を出すこと
ができる。例えば、カジノサーバは、特定の宣伝の呈示を明確に禁止する指示を、又は特
定の宣伝を呈示することをモバイルゲーム装置に明確に指示することを、モバイルゲーム
装置に送信できる。
【０２３３】
　様々な実施形態において、カジノサーバは、モバイルゲーム装置の近辺における条件に
基づいて、呈示に対して適切である宣伝を、モバイルゲーム装置に送信できる。例えば、
カジノサーバは、モバイルゲーム装置から、位置情報を受信できる。次いで、カジノサー
バは、モバイルゲーム装置の場所に基づいて、適切な宣伝が何であるかを決定できる。例
えば、モバイルゲーム装置が会議時間中の会議室にある場合には、カジノサーバは、音声
の構成要素が不適切であることを決定できる。従って、カジノサーバは、ビデオ構成要素
を有する宣伝のみをモバイルゲーム装置に送信してもよい。
【０２３４】
　様々な実施形態において、環境条件が降雨を含む場合には、傘の宣伝を示してもよい。
環境条件が降雨を含む場合には、屋内の活動（例えば、ショー）の宣伝をトリガしてもよ
い。様々な実施形態において、環境条件に基づいて、宣伝を抑制してもよい。例えば、環
境条件が降雨を含む場合には、屋外ツアーの宣伝を抑制してもよい。
【０２３５】
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置の周囲の環境条件を、モバイルゲーム装
置によって検出してもよい。様々な実施形態において、環境条件は、気象サービス等の、
何らかの他の実体によって検出してもよい。モバイルゲーム装置は、気象サービス等、又
はカジノサーバ等の他の実体から、環境条件についての信号を受信することができる。次
いで、モバイルゲーム装置は、いずれの宣伝を呈示すべきかの決定に、このような情報を
用いることができる。様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、いずれの宣伝を
呈示すべきかに関して、単に指示を受けてもよい。いずれの宣伝を呈示すべきかに関する
決定は、カジノサーバ等の何らかの他の実体によって行われてもよい。カジノサーバは、
今度は、いずれの宣伝を呈示すべきかを決定することにおいて、環境条件についての情報
を用いることができる。
【０２３６】
　４．９．４．遊技者自身の関心に基づく。
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置の遊技者の関心が、いずれの宣伝がモバ
イルゲーム装置に呈示されるかをトリガする機能を果たしてもよい。例えば、遊技者が車
に関心がある場合には、車に関連する宣伝を呈示してもよい。例えば、遊技者がスポーツ
に関心がある場合には、スポーツチケット、ファンタジースポーツリーグ、又はスポーツ
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記念品に対する宣伝を呈示してもよい。様々な実施形態において、遊技者の関心を、様々
なやり方で推定してもよい。遊技者は、自分の関心について質問を受けてもよい。遊技者
は、モバイルゲーム装置を最初によくチェックするときに、モバイルゲーム装置において
最初にゲーム遊技を開始するときに、ゲームセッションのコース中に、又は任意の他の時
点において、自分の関心について質問を受けてもよい。遊技者の関心は、遊技者の行動か
ら推定されてもよい。例えば、宣伝が遊技者に示されるとする。遊技者が、例えば「この
製品についてのさらなる情報は、ここをタッチして下さい」と示される領域においてディ
スプレイ画面に触れることにより、広告に反応する場合には、その遊技者が、宣伝の主題
である製品に関連する製品に関心があると推測することができる。遊技者の関心は、同様
に、他の手段によって推定してもよい。例えば、遊技者は、リテイラにおける購入を行う
場合がある。リテイラは、遊技者の名前をカジノサーバに転送してもよく、場合により遊
技者が購入した製品の表示を遊技者の名前と共に含めてもよい。次いで、リテイラにおい
て購入したものと同様の製品に、遊技者が関心を有するということを、カジノサーバが推
測してもよい。
【０２３７】
　４．９．５．あなたはゲームとゲームとの間にいる。
　様々な実施形態において、宣伝に対するトリガは、モバイルゲーム装置におけるゲーム
が終了したことでもよい。例えば、特定の宣伝は、ゲームとゲームとの間のみに発生する
ことが最も相応である場合がある。例えば、宣伝は、モバイルゲーム装置の全ディスプレ
イ画面領域を必要とする場合がある。例えば、宣伝は、遊技者の十分な注意を必要とする
場合がある。様々な実施形態において、ゲームが終了し、所定の時間の期間内に新規なゲ
ームが開始していない場合に、宣伝を呈示することができる。例えば、遊技者がゲームを
完了し、５秒以内に新規なゲームを開始していなければ、モバイルゲーム装置は新規な宣
伝の呈示をトリガしてもよい。遊技者は、ゲームに現在参加していなければ、より宣伝を
受け入れやすい場合がある。
【０２３８】
　４．１０．低品質な接続。例えば、サーバに接続できないときに、広告を表示する。
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置とカジノサーバとの間に、何らかの通信
又は接続における途絶がある場合に、宣伝を呈示してもよい。様々な実施形態において、
モバイルゲーム装置は、カジノサーバが遊技者にゲーム活動への参加を可能にしている間
に、通信を維持する必要がある場合がある。例えば、カジノサーバは、モバイルゲーム装
置の遊技者がゲーム活動に参加できるために、モバイルゲーム装置がカジノの敷地内ある
ことを、継続的に認証する必要がある場合がある。従って、通信の途絶があると、モバイ
ルゲーム装置によって遊技者がゲームできることが妨げられる場合がある。従って、通信
の途絶は、遊技者がゲーム遊技できない場合があるため、宣伝の呈示にとって良好な機会
である場合がある。
【０２３９】
　４．１１．バッテリー寿命の残量。
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置におけるバッテリー寿命の残量は、宣伝
が呈示されるかどうかに影響する可能性がある。様々な実施形態において、モバイルゲー
ム装置におけるバッテリー寿命の残量は、いずれの宣伝が呈示されるかに影響する場合が
ある。様々な実施形態において、モバイルゲーム装置におけるバッテリー寿命の残量は、
宣伝が呈示される様式に影響する場合がある。宣伝の呈示には、バッテリーの電力を必要
とする。例えば、宣伝の伴う音声は、モバイルゲーム装置のスピーカが音声出力を生成す
るために電力の供給を必要とする場合がある。別の例としては、ゲームとゲームの間の宣
伝の呈示には、ディスプレイ画面を照明する電力を必要とする場合がある。別の例として
は、様々な実施形態において、宣伝を呈示することは、まずカジノサーバから宣伝をダウ
ンロードすることを必要とする場合がある。例として、カジノサーバは、宣伝の一部とし
て再生する画像及び音声ファイルを、モバイルゲーム装置に送信することができる。ダウ
ンロード処理は、無線通信を必要とする場合があり、これはモバイルゲーム装置のバッテ
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リー電力を使い尽くす場合がある。残りのバッテリー電力が少ない状況においては、この
バッテリー電力を保存することにより、バッテリーが尽きる前にモバイルゲーム装置にお
いて遊技者が追加ゲームを遊技できる可能性がある。この結果、カジノへの追加収入が得
られ、並びに遊技者の欲求不満を軽減することができる。従って、様々な実施形態におい
て、バッテリーに残っている電力が、あるしきい値を下回るときには、宣伝を抑制しても
よい。様々な実施形態において、バッテリーに残っている電力が、あるしきい値を下回る
ときには、呈示に多くのバッテリー電力を要する宣伝よりも、少ないバッテリー電力を要
する宣伝が呈示に対して好適で場合がある。二つの宣伝に優先度が等しいと、モバイルゲ
ーム装置は、残り少ないバッテリー寿命に、多くの電力を要する方を呈示しない傾向にあ
ってもよい。様々な実施形態において、モバイルゲーム装置のバッテリーに残っているバ
ッテリー電力に基づいて、モバイルゲーム装置は宣伝を呈示する様式を変化させてもよい
。様々な実施形態において、バッテリー電力が低い場合に、宣伝に伴う画像を暗くするこ
とができる。様々な実施形態において、バッテリー電力が低い場合に、宣伝に伴う音声を
低い音量で再生してもよく、全く再生しなくてもよい。様々な実施形態において、バッテ
リー電力が低い場合に、宣伝を中断あるいは圧縮することができる。例えば、全長の１５
秒バージョンよりもむしろ、ビデオ広告の５秒バージョンを再生してもよい。様々な実施
形態において、宣伝を呈示すべきか否か、二つ以上の宣伝のいずれを呈示すべきか、及び
宣言が呈示される様式の決定において、残りのバッテリー寿命、残りのバッテリー電力、
残りのエネルギー、及び他の計測量を全て用いてもよい。様々な実施形態において、バッ
テリー寿命があるしきい値を下回る場合には、カジノサーバ又は何らかの他の装置から新
規にダウンロードしなければならない宣伝よりも、モバイルゲーム装置にローカルに保存
される宣伝が好適である場合がある。このようにして、宣伝のダウンロードに伴う電力コ
ストを節約してもよい。
【０２４０】
　４．１２．残金の量。
　様々な実施形態において、遊技者に残っている金銭の量は、何の宣伝が呈示されるかに
影響する場合がある。遊技者に残っている金銭の量は、宣伝が呈示されるか否かにも影響
する場合がある。様々な実施形態において、遊技者が比較的少額の残金を有する場合には
、金銭的利益又はギャンブル機会の値引きを提供する宣伝を、遊技者に呈示してもよい。
例えば、遊技者が５ドル未満を残している場合には、新規な退職後貯蓄手段についての情
報パケットをメールされることに遊技者が同意するならば、５回の無料のリールスピンを
提供するという宣伝を、遊技者に呈示してもよい。様々な実施形態において、遊技者が比
較的大きな金額の金銭（例えば５００ドル以上）を残している場合には、車又は宝石等の
比較的高額の製品又はサービスを広告する宣伝を、遊技者に呈示してもよい。
【０２４１】
　４．１３．警告及びメッセージング
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置の遊技者に、警告又はメッセージを送信
してもよい。様々な実施形態において、モバイルゲーム装置の複数の異なる遊技者に、同
一の警告又はメッセージを送信してもよい。モバイルゲーム装置を用いる遊技者が多い場
合には、それらのモバイルゲーム装置は、カジノ顧客に通信するメッセージ等のメッセー
ジに対する、効果的な大量通信媒体として機能することができる。様々な状況によって、
警告又はメッセージをトリガすることができる。警告に音声が伴う場合、警告がカジノ内
の複数のモバイルゲーム装置に送信されるときには、カジノ周辺でモバイルゲーム装置が
同時に音声を出すことにより、この音声は警告の発生に強調及び興趣を加えることができ
る（例えば、遊技者の誰かが大きなジャックポットに勝った等）。
【０２４２】
　４．１３．１．誰かがプログレッシブに当籤するときに、全ての遊技者のモバイル装置
が振動及び／又は鳴動する。メッセージもモバイル装置に表示できる。
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置の第一の遊技者は、第二の遊技者が顕著
な払い出しを勝ったときに、警告を受けることができる。顕著な払い出しとしては、ジャ
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ックポット、一等賞、金額Ｘを超える賞（例えば１０００ドル以上）、等が挙げられる。
様々な実施形態において、警告は、鳴動、モバイルゲーム装置の振動、光の点滅等の形式
をとってもよい。警告は、第二の遊技者の名前、第二の遊技者が勝った金額、勝ったとき
に第二の遊技者が遊技していたゲーム、第二の遊技者の故郷の州、又は任意の他の情報を
表示してもよい。警告又はメッセージは、テキストメッセージ、音声メッセージ、又は任
意の他の種類のメッセージの形式をとってもよい。
【０２４３】
　４．１３．２．警告は、日替わりボーナス、誰かがスロットマシンで１００ドル以上勝
った、又は任意の他の顕著なイベント、又は任意の他のイベント等の他のイベントに応答
して発生できる。
　様々な実施形態において、賞の抽籤が発生しそうなときに、一以上の遊技者に警告を通
知してもよい。例えば、キノの抽籤が発生するときに、一以上の遊技者に警告を通知して
もよい。様々な実施形態において、抽籤が発生過程にあるときに、一以上の遊技者に警告
を通知してもよい。警告は、部分的な結果を遊技者に通知してもよい。例えば、カジノサ
ーバからモバイルゲーム装置に、警告を送信してもよい。警告は、キノのゲームにおいて
抽籤された一以上の数字を詳述してもよい。警告に含むものは、キノのゲームに対して抽
籤される予定の全ての数字に満たなくともよい。これにより、警告を眺めている遊技者は
、その進行中にキノのゲームを追跡することができる。様々な実施形態において、警告は
、抽籤、チャンスイベント、コンテスト、又は他のイベントが発生しようとしている、発
生過程にある、又は発生したことを、一以上の遊技者に通知してもよい。例えば、カジノ
は、１日につき３人のカジノを訪れる遊技者が、日替わり抽籤において車を得ることがで
きるという一般的な宣伝を行うことができる。この抽籤は、午後４時００分等の特定の時
刻に、毎日発生してもよい。従って、カジノは、抽籤時刻に先立って、一以上の遊技者に
警告を送信できる。警告は、遊技者を抽籤に対して期待する雰囲気にし、カジノを宣伝す
る意図的な効果を抽籤にもたせる助けとなることができる。カジノは、抽籤の発生中に警
告を送信してもよい。カジノは、抽籤が発生した後に警告を送信してもよい。警告は、例
えば、抽籤された勝者の名前を含んでもよい。警告は、画像、及び勝った人々の記載を含
んでもよい。様々な実施形態において、賞、抽籤、コンテスト、又は他のイベントの勝者
に関する任意の警告は、写真、現在居住地等の勝者についての情報を含んでもよい。
【０２４４】
　４．１３．３．設定（どのイベントが警告をトリガするか）はユーザによって構成可能
とすることができる。
　様々な実施形態において、遊技者は、自己が警告を受信したいと思う状況を指示しても
よい。様々な実施形態において、遊技者は、警告に対するトリガを指示す可能性がある。
遊技者は、このような指示を様々な時間に出すことができる。例えば、遊技者がモバイル
装置を最初によくチェックするときに、その遊技者は自己が受信したいと思う警告の種類
が何かという指示を出すことができる。遊技者は、遊技しているときに指示を出してもよ
い。例えば、遊技者は、自分のモバイルゲーム装置のディスプレイ画面上のメニューにア
クセスできる。メニューによって、遊技者は、自己が受信したいと思う警告が何かを構成
することができる。メニューは、警告のカテゴリを列挙してもよい。例えば、警告のカテ
ゴリの一つは、誰かがジャックポットに勝ったという警告でもよい。警告の別のカテゴリ
は、ジャックポットがあるレベルに達したときに送信される警告でもよい。警告の別のカ
テゴリは、抽籤又は他のイベントの発生が設定されたときに送信される警告でもよい。遊
技者は、例えばチェックボックス又は選択式のメニュー項目によって、警告のカテゴリを
選択してもよい。遊技者は、警告が送信される前に、賞に対する数値的なレベルを構成す
ることもできる。例えば、遊技者は、１０００ドルを超える払い出しがカジノ内で出たと
きのみに、警告を受信したいということを特定してもよい。様々な実施形態において、遊
技者は、インターネットにおける警告を構成することができる。例えば、遊技者は、カジ
ノサーバのウェブページを訪れてもよい。このウェブページにおいて、遊技者は、自己が
受信したいと思う警告の種類を決めることができる。遊技者は、メニューをたどり、ボッ
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クスをチェックし、テキストを入力し、又は他のやり方で自己が受信に関心のある警告の
種類を指示することができる。いったん遊技者がモバイルゲーム装置をよくチェックする
か、又は他のやり方でモバイルゲーム装置を入手すると、遊技者の警告選択が、そのモバ
イルゲーム装置に通信されるようにすることができる。これに従い、モバイルゲーム装置
は、遊技者が関心を示した警告のみを表示することができる。
【０２４５】
　様々な実施形態において、遊技者は警告を受信できる。次いで、遊技者は、同じ種類又
はカテゴリの警告を受信し続けたいか否かを指示できる。例えば、警告は、ポップアップ
ウィンドーで遊技者に呈示されてもよい。遊技者は、ちょうど受信した警告の種類をもは
や受信したくないということを示す、このポップアップウィンドーのボックスにチェック
を入れてもよい。
【０２４６】
　４．１３．４．あるイベント後の警告は、遊技者が無効化できなくてもよい（例えば、
遊技者は、プログレッシブの勝ちが自分に警告を与えるという事実を変更することはでき
ない）。
　様々な実施形態において、遊技者は、ある警告を抑制するオプションを有している。例
えば、遊技者は、キノの抽籤についての警告を眺めたくないと思うことを示すことができ
る。従って、遊技者のモバイルゲーム装置は、キノの抽籤についての警告をその遊技者に
呈示することを停止できる。様々な実施形態において、遊技者は、警告を抑制するオプシ
ョンを有していない。例えば、警告は、たとえ遊技者が当該警告の受信を希望しなくても
、たとえ遊技者が当該警告の受信を希望しないことを指示していても、遊技者のモバイル
ゲーム装置に呈示されてもよい。様々な実施形態において、遊技者は、宣伝に対して何ら
かのやりかたで反応しなければならないことによって、警告又は他の宣伝を無視すること
を抑止されている。例えば、宣伝が遊技者に呈示されるときに、その遊技者は、ボタンを
押す、画面の領域に触れる、宣伝についての質問に答える、又は他のやり方で宣伝に対し
て反応することが求められてもよい。遊技者が反応しなければ、遊技者は、自分のモバイ
ルゲーム装置上でさらにゲームを遊技することを抑止される場合がある。例えば、遊技者
が宣伝に反応するまで、宣伝に伴う画像が、モバイルゲーム装置の画面体を占有してもよ
い。その後のみに宣伝が消え、遊技者がゲームに伴う画像を眺めることができるようにし
てもよい。
【０２４７】
　４．１３．５．友人又は家族又はグループ員が良好な結果を得たときの警告。
　様々な実施形態において、遊技者は、人々のグループの一人が特定の結果に達したとき
に、警告又はメッセージを受信できる。人々のグループとしては、遊技者に何らかの関係
を有する人々が挙げられる。例えば、人々のグループは、友人、家族、仕事の同僚、同じ
クラブのメンバー、同じ宗教法人のメンバー、級友、社交クラブの仲間、等を含んでもよ
い。遊技者は、誰が自分のグループにいるかをカジノサーバに示してもよい。例えば、カ
ジノからのモバイルゲーム装置を最初によくチェックするときに、遊技者は、自分の仲間
のグループ員の名前を提供できる。様々な実施形態において、グループの一員が他のグル
ープ員の名前又は識別子を示しているときに、そのグループの二人以上のメンバー（例え
ばそのグループの全員）は、他のグループ員に関連するメッセージ又は警告を受信できる
。例えば、グループの一員が高額の払い出し結果を受けるときに、他の全てのグループ員
が警告を受信できる。様々な実施形態において、警告は、モバイルゲーム装置を使用して
いないグループ員が顕著な又は注目すべき結果に達したときに、遊技者に送信できる。例
えば、仲間のグループ員が固定式スロットマシンにおいて１０００ドルの払い出しに勝っ
た場合に、「今、友人が１０００ドル勝ちましたよ！」という警告を遊技者が受信できる
。
【０２４８】
　４．１３．６．ポーカーテーブルの予約。ポーカーテーブルに対する警告の受取。ビュ
ッフェラインの予約。タクシーの予約。
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【０２４９】
　４．１３．６．１　テーブル
　様々な実施形態において、遊技者は、モバイルゲーム装置を用いて、ゲームテーブルを
スポット予約できる。ゲームテーブルとしては、ポーカーテーブル、ジャックポットテー
ブル、又は他のテーブルが挙げられる。テーブルをスポット予約するために、遊技者はカ
ジノサーバと通信できる。例えば、遊技者は、モバイルゲーム装置を用いてカジノサーバ
のスケジュールシステムにアクセスできる。スケジュールシステムは、ウェブページイン
タフェース、又は他の種類のインタフェースを備えてもよい。スケジュールシステムは、
カジノ内のゲームテーブルを列挙してもよい。例えば、スケジュールシステムは、ポーカ
ーテーブルの組を列挙してもよく、それぞれのポーカーテーブルは、そのテーブルにおけ
るゲーム及びベット上限が記載される。スケジュールシステムは、さらに、そのテーブル
でのゲームを待機する遊技者の名前、イニシャル、又は他の識別子を列挙してもよい。ス
ケジュールシステムを訪れるときに、遊技者は、そのテーブルでのゲームを待機する一以
上の遊技者リストに、自分の名前を追加してもよい。例えば、遊技者は、ベット条件２ド
ル及び４ドルのテキサスホールデム（登録商標）（例えば、２－４テキサスホールデム）
のゲーム遊技を待機する遊技者のリストに、自分の名前を追加してもよい。ゲームを待機
する遊技者のリストに遊技者の名前が追加されると、自分に先行するリスト内の全ての遊
技者が着席したか、又はそのゲームへの参加を辞退したかのいずれかが完了した時点で、
遊技者はそのゲームに対して着席する権利を有することができる。例えば、ゲーム（例え
ばブラックジャックのゲーム、例えばポーカーのゲーム）の席が空くと、そのゲームでの
遊技を待機している遊技者のリストの最上位にいる遊技者に、そのゲームの着席を提供で
きる。次いで、リストの最上位にいる遊技者は、そのリストから削除され、それ以前は第
二の遊技者がここでリストの最上位となる。
【０２５０】
　様々な実施形態において、遊技者は、モバイルゲーム装置を用いて、ゲームに対するス
ケジュールシステムにアクセスできる。スケジュールシステムにより、遊技者は、テーブ
ルゲーム、スロットマシンゲーム、又は任意の他のゲームの待ち行列を確保できる。スケ
ジュールシステムにより、遊技者は、空席又は利用可能性が限られている任意の他のイベ
ント又は活動に対する待ち行列をスポット予約できる。
【０２５１】
　様々な実施形態において、遊技者は、モバイルゲーム装置を用いてカジノ内の利用可能
なゲーム又はテーブルを一覧できる。例えば、カジノの地図によりゲームテーブルを視覚
的に示し、遊技者に対して空きがあるテーブルがどれかを含めてもよい。現在空きがあれ
ば、遊技者は自分のモバイルゲーム装置を用いて、その空きを自分用に予約できる。例え
ば、遊技者は、カジノフロアの略図上の領域に触れてもよい。領域は、ポーカーテーブル
を表すものでもよい。領域に触れたときに、モバイルゲーム装置は、そのテーブルをスポ
ット予約するかどうかを遊技者に尋ねてもよい。遊技者は、「はい」と表記されたボタン
に触れる等、自分のモバイルゲーム装置の画面上のボタンに触れることにより、了承を示
すことができる。モバイルゲーム装置は、そのスポット予約の主張に伴う任意の時間制限
を、遊技者に通知してもよい。例えば、モバイルゲーム装置は、当該スポット予約のため
に遊技者が１０分を有し、その後は当該スポット予約が他の誰かに与えられることを、遊
技者に通知してもよい。様々な実施形態において、遊技者がゲームテーブルをスポット予
約するときに、遊技者は、ゲームテーブルで使いたいと思う額を示してもよい。遊技者は
、そのゲームテーブルでの遊技を始める前に、最初にゲームチップに変換したいと思う金
額を示してもよい。遊技者は、そのゲームテーブルでの遊技を開始したいと思うゲームチ
ップの額を示してもよい。開始したいと思うゲームチップの額を遊技者が示した後には、
カジノ代表者は、遊技者の到着を待つ間に、そのゲームテーブルにチップが置かれるよう
手配してもよい。従って、遊技者がゲームテーブルに到着すると、すでにその遊技者のた
めにチップが計数されているようにできる。
【０２５２】
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　様々な実施形態において、遊技者は、ゲームテーブルの席の予約を所望する場合がある
。しかしながら、ゲームテーブルは現在満席である場合がある。従って、遊技者は、テー
ブル席の待ち行列に自分を入れる目的で、スケジュールシステムと相互作用してもよい。
様々な実施形態において、カジノ（例えばカジノサーバ）は、その遊技者のためにゲーム
テーブルの空席ができるまでの概算の時間を、遊技者に示すことができる。例えば、カジ
ノサーバは、待ち時間が１時間であろうという概算を、遊技者のモバイルゲーム装置に送
信できる。次いで、遊技者に対して、遊技者のモバイルゲーム装置の画面上に待ち時間を
表示できる。カジノサーバは、待ち時間を概算するための様々なアルゴリズムを使用でき
る。カジノサーバは、特定の種類のゲーム、特定のベット条件、１日の特定の時間、等に
おいてスポット予約が発生する比率を示す履歴的データを有していてもよい。このような
データを用い、テーブルに対して遊技者に先行する人の数についてのデータを用い、カジ
ノサーバは、遊技者がテーブルに着席するまでの時間を概算することができる。例えば、
テーブルに遊技者が着席するまでの概算時間は、一つの席が空くのにかかる平均時間に、
座席の待ち行列にいる先行遊技者の人数に１を加えた数を積算したものに等しいとするこ
とができる。
【０２５３】
　様々な実施形態において、カジノは、将来空席ができる任意のゲームテーブルを、遊技
者に知らせてもよい。例えば、カジノは、半時間以内に新たなポーカーテーブルには空き
が生じることを、遊技者に知らせることができる。従って、遊技者は、新たなテーブルに
対する待ちリストに自分を入れることができる。
【０２５４】
　様々な実施形態において、遊技者は、モバイルゲーム装置上でのゲームを遊技できる。
モバイルゲーム装置又は別の装置は、その後に、固定式ゲーム装置及び／又は物理的ゲー
ムテーブルにおいて同一のゲームを遊技する機会を、遊技者に提供してもよい。例えば、
遊技者がモバイルゲーム装置においてある期間ゲームを遊技した場合、その遊技者は固定
式ゲーム装置及び／又は物理的ゲームテーブルにおいても同一のゲームを遊技することに
関心があるかもしれないと推測される場合がある。様々な実施形態において、遊技者は、
モバイルゲーム装置においてポーカーのゲームを遊技できる。例えば、遊技者は、テキサ
スホールデム（登録商標）のゲームを遊技できる。そのときに、モバイルゲーム装置は、
その遊技者が、生身のディーラ、物理的なカード、及び生身の対戦相手と共に、ポーカー
のゲームを遊技するポーカーテーブルへの着席をしたいと思うかどうかを問い合わせるメ
ッセージを表示できる。遊技者は、自分の関心を示すことができる。遊技者の関心の表示
は、カジノサーバに送信できる。すると、カジノサーバは、例えばカジノ代表者に、その
遊技者のためにテーブルをスポット予約するよう指示を送信できる。様々な実施形態にお
いて、遊技者は、モバイルゲーム装置上でスロットマシンゲームに参加でき、例えば、遊
技者は、スロットマシンのリールがモバイルゲーム装置の画面上にシミュレーションされ
たゲームを遊技できる。そのときには、同じゲームを固定式スロットマシンで遊技するこ
とを、遊技者に提案できる。遊技者は、この提案を受け入れることができる。その後には
、スロットマシンが遊技者のために予約されうる。様々な実施形態において、遊技者がモ
バイルゲーム装置上の特定の種類のゲームを遊技するとき、固定式ゲーム装置又はゲーム
テーブルにおいて同様のゲームにスポット又はスペースの空きがあるときに、このスポッ
ト又はスペースを、モバイルゲーム装置の遊技者に提供できる。
【０２５５】
　４．１３．７．遊戯中にポーカーテーブル又はブラックジャックテーブルにおいてスポ
ットを当籤する。
　様々な実施形態において、ゲームテーブル、ゲーム、又は何らかの他の活動においてス
ポットを待機している遊技者は、待ち行列内に自分のスポットを維持する目的で、継続的
に遊技しなければならない。継続的な遊技は、様々な実施形態において、別々に定義して
もよい。例えば、継続的な遊技は、短くとも３０秒ごとに遊技者が一つのゲームを遊技し
なければならないという意味でもよい。別の例としては、継続的な遊技は、遊技者は毎分
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少なくとも３ドルをかけなければならないという意味でもよい。様々な実施形態において
、継続的な遊技を維持しない遊技者は、待ち行列中を後退してもよい。例えば、遊技者の
遊技における各２分の空白に対して、その遊技者が待ち行列内の一つの場所を後退するよ
うにしてもよい。遊技者がゲームテーブルにおけるスポットの待ち行列の５番目であれば
、この遊技者は、ゲームテーブルにおけるスポットの待ち行列の６番目に後退してもよい
。
【０２５６】
　様々な実施形態において、遊技者は、ゲーム遊技中に待ち行列の場所を得ることができ
る。例えば、遊技者は、モバイルゲーム装置においてゲームを遊技できる。遊技者は、ゲ
ームテーブルにおけるスポットの待ち行列を一つ進める結果を得ることができる。遊技者
は、ある結果に基づいて、待ち行列を後退する場合もある。例えば、ゲームテーブルにお
けるスポットを待機している遊技者は、自分のモバイルゲーム装置における別のゲームの
遊技時に、「後退」という結果に達する場合がある。従って、その遊技者の待ち行列にお
ける場所が後退し得る。いくつかの実施形態において、遊技者は、スポットに空きができ
るときに、スポットを得るために競争してもよい。例えば、ポーカーテーブルの一つのス
ポットを、５人の遊技者が待機している場合がある。そのテーブルのスポットに空きがで
きると、待機している遊技者のそれぞれは、彼又は彼女のモバイルゲーム装置のそれぞれ
においてゲームを遊技してもよい。そのゲームにおいて最高の成績を有する遊技者が、ゲ
ームテーブルの空いたスポットを得ることができる。例えば、ゲーム内で最高金額を勝っ
た遊技者が、ゲームテーブルのスポットを得ることができる。
【０２５７】
　４．１３．８．任意のコンテスト又は宝くじへの登録としての遊技活動。
　様々な実施形態において、ゲーム遊技は、コンテスト又は宝くじに登録する資格を、遊
技者に与えることができる。例えば、モバイルゲーム装置上で遊技される各ゲームに対し
て、遊技者は、新車のラッフル抽籤への登録を受けることができる。この車は、スポンサ
ーであるカジノ内でモバイルゲーム装置を遊技した遊技者への、ラッフル抽籤の賞品とす
ることができる。様々な実施形態において、遊技者は、コンテスト又は宝くじへの登録を
受ける前に、遊技の最小限のしきい値を満たさなければならない。例えば、遊技者は、登
録を受けるために、少なくとも１００回のゲームを遊技しなければならない。例えば、遊
技者は、登録を受けるために、少なくとも２５０ドルを賭けなければならない。様々な実
施形態において、遊技者は、遊技者がかけた金額に比例するコンテスト又は宝くじへの登
録数を受け取ることができる。例えば、遊技者は、ショーのチケット抽籤への登録を受け
ることができるが、登録数は遊技者によって賭けられた額に比例する。様々な実施形態に
おいて、モバイルゲーム装置の遊技により、州営宝くじ、州間宝くじ、全国宝くじ、等へ
の登録を遊技者に贈呈することができる。様々な実施形態において、モバイルゲーム装置
の遊技により、モバイルゲーム装置において遊技されるゲームに加えて、コンテスト又は
宝くじへの登録を遊技者に贈呈することができる。様々な実施形態において、モバイルゲ
ーム装置の遊技により、モバイルゲーム装置において遊技されるゲームとは独立したコン
テスト又は宝くじへの登録を遊技者に贈呈することができる。
【０２５８】
　４．１３．９．実際のテーブルのスポットを待機している他の人々に対して、ポーカー
を遊技する。
　様々な実施形態において、遊技者は、モバイルゲーム装置を用いてテーブルゲームの遊
技を模倣できる。様々な実施形態において、モバイルゲーム装置を有する遊技者は、モバ
イルゲーム装置を有する他の遊技者と共に、又は対抗して、テーブルゲームの遊技を模倣
することができる。例えば、モバイルゲーム装置を有する数名の遊技者は、ポーカーのゲ
ームにおいて互いに競合できる。別の例としては、モバイルゲーム装置を有する数名の遊
技者は、共通のディーラ及び共通のカードデッキを用いるブラックジャックのゲームに、
例えば、ちょうど遊技者たちが物理的なブラックジャックテーブルにいるかのように、参
加できる。様々な実施形態において、遊技者は、テーブル又はゲームにおいて着席を求め
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ることができる。例えば、遊技者は、ポーカーゲームへの着席を求めることができる。遊
技者は、ポーカーゲームに利用可能な座席がないことを知らされる場合がある。しかしな
がら、遊技者には、モバイルゲーム装置を用いてゲーム遊技する機会が提供されうる。遊
技者には、自分が着席を求めたものと同一バージョンのポーカーを遊技する機会が提供さ
れうる。従って、遊技者は、モバイルゲーム装置を受け取り、ポーカーゲームの遊技を始
めることができる。物理的なポーカーのゲームにおいて座席が利用可能になったときには
、遊技者のモバイルゲーム装置は、座席が利用可能になったことを遊技者に警告できる。
例えば、カジノ代表者は、端末内に遊技者に対するメッセージを入力してもよい。このメ
ッセージは、遊技者のモバイルゲーム装置に転送（例えばカジノサーバを介して）できる
。これにより、物理的なポーカーテーブルにおいて遊技者のためのスポットがちょうど利
用可能であることを、遊技者に知らせることができる。様々な実施形態において、物理的
ゲームテーブルの座席を待機する遊技者は、モバイルゲーム装置を有する他の遊技者に対
抗して、モバイルゲーム装置を用いて競合することができる。同じテーブルを待機してい
る遊技者が、互いに競合してもよい。例えば、上限４ドル及び８ドルのポーカーテーブル
を待機している５人の遊技者は、それぞれのモバイルゲーム装置におけるポーカーゲーム
内で競合することができる。遊技者は、自分のモバイルゲーム装置上の、上限４ドル及び
８ドルのゲームで競合することができる。このように、様々な実施形態において、特定の
ゲームを特徴とする物理的なゲームテーブルを待機している遊技者は、モバイルゲーム装
置を用いて同一又は同様のゲームを遊技できる。様々な実施形態において、テーブルにお
けるスポットを待機している遊技者は、モバイルゲーム装置を用い、テーブルにおいて物
理的に着席している他の遊技者と共に、又は対抗して、ゲームを遊技できる。モバイルゲ
ーム装置を有する遊技者は、実際のカード、サイコロ、又は物理的なゲームテーブルにお
ける他の遊技用トークンを用いて遊技されているゲームの電子版を遊技することができる
。
【０２５９】
　５．宣伝があることの表示。
　遊技者が熟読すべき宣伝があることを遊技者に知らせるよう、遊技者の注意を得るため
に、様々な信号を用いることができる。様々な実施形態において、現在、遊技者が自分の
モバイルゲーム装置を見ているかどうかが不明である場合に、このような信号を生成でき
る。例えば、遊技者が過去５秒以内にゲームに参加していた場合は、現在、その遊技者は
自分のモバイルゲーム装置を眺めていると推測できる。従って、宣伝の信号は送信しなく
ともよい。しかしながら、遊技者が過去５秒以内にゲームに参加していなかった場合は、
信号を生成し、宣伝が呈示されることを示してもよい。
【０２６０】
　５．１．振動。
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、遊技者に対する宣伝があることを示
すために振動できる。振動は、モバイルゲーム装置が、例えば、遊技者のポケット内にあ
る等、遊技者と物理的に接触している場合に効果的でありうる。様々な実施形態において
、宣伝に伴う振動は、電話呼び出し又は電子メール伴う振動と別個でもよい。例えば、モ
バイルゲーム装置は、着信呼び出しの伝達のために一つの周波数において、宣伝が呈示さ
れることの伝達のために別の周波数において、振動してもよい。
【０２６１】
　５．２．ビープ音。
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、宣伝が存在又はまさに呈示されるこ
とを伝達するために、ビープ音を鳴らしてもよい。様々な実施形態において、宣伝の呈示
を伝達するビープ音は、電子メール等の何らかの他のイベントを伝達するビープ音とは別
個でもよい。
【０２６２】
　５．３．ベル音。
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、宣伝の呈示を伝達するためにベル音
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を鳴らしてもよい。宣伝を伴うベル音は、電話呼び出し等の何らかの他のイベントを伝達
するビープ音とは別個でもよい。
【０２６３】
　６．例えば、遊技者が関心を示す等、遊技者は広告に反応する。
　様々な実施形態において、遊技者は宣伝に反応してもよい。遊技者は、宣伝される製品
、サービス、イベント等への関心を示すようなやり方で、反応してもよい。遊技者は、例
えば、製品又はサービスを購入すること、又は製品又はサービスについてのより多くの情
報を見いだすことに、関心を表してもよい。遊技者は、多くのやり方によって反応できる
。宣伝中又はその後に、遊技者は、「もっと知りたい」「もっと情報を入手したい」等と
記されたボタンを押すかクリックする機会を有してもよい。そのようなボタンを、例えば
モバイルゲーム装置上において押すことにより、カジノサーバに信号を送信できる。する
と、カジノサーバは、製品、サービス、イベント等についてのより多くの情報を、遊技者
に転送できる。例えば、カジノは、製品についてのさらなる詳細を記載するテキストメッ
セージを、遊技者に送信できる。別の例としては、カジノは、遊技者が関心を表した製品
又はサービスのより多くの画像を、遊技者に送信できる。カジノサーバは、カジノサーバ
に格納された宣伝に関連するさらなる情報を有していてもよい。例えば、宣伝の主題につ
いての情報は、宣伝自体と関連付けて、カジノのデータベースに格納してもよい。カジノ
サーバは、マーケッタが宣伝を提出するときに、宣伝に関連するさらなる情報を受信でき
る。宣伝を提出するときに、マーケッタは、追加情報を提供してもよい。追加情報として
は、（ａ）製品、サービス、イベント又は他の宣伝の主題のさらなる記載、（ｂ）宣伝さ
れる製品又はサービスをどこで買うべきかについての情報、（ｃ）宣伝を行う会社又はマ
ーケッタについての情報、（ｄ）安全性情報、（ｅ）関連製品又はサービスについての情
報、（ｆ）同じ会社によって販売される他の製品についての情報、（ｇ）同じ製造業者に
よって作られる他の製品についての情報、（ｈ）製品又はサービスに対する値付けの情報
、（ｉ）製品に対する輸送情報（例えば製品輸送先の州はどこか、例えば輸送コストはい
くらか）、（ｊ）製品の利用可能性についての情報、（ｋ）製品を購入可能な場所につい
ての情報、（ｌ）製品又はサービスを購入できる磁気についての情報、（ｍ）製品又はサ
ービスに対するレビュー、及び宣伝又は宣伝される製品、サービス、イベント等に付随す
る任意の他の情報が挙げられる。
【０２６４】
　６．１．遊技者に郵送又は電子メールされる製品についてのより多くの情報。
　遊技者が宣伝の主題に関心を表すときには、宣伝の主題についてのさらなる情報を遊技
者に送信できる。情報は、電子メールを介して送信できる。情報が電子メールを開始で送
信されれば、遊技者は、ゲームセッションの真っ最中ではない後のときに、情報を見る機
会を得られる。カジノサーバは、遊技者の電子メールアドレスをファイルに有することが
できる。例えば、カジノは、遊技者が遊技者トラッキングカードを求めて署名による登録
を行ったとき、遊技者が自分のモバイルゲーム装置を照合するとき、遊技者がカジノのホ
テルに登録したとき等に、遊技者の電子メールアドレスを得ることができる。カジノが遊
技者の連絡先を有していない場合には、遊技者は、宣伝への関心を表す時点において、こ
のような情報を入力してもよい。様々な実施形態において、宣伝に付随する追加情報は、
郵便の宛先の遊技者に郵送してもよい。郵送の宛先は、カジノのファイル上にあってもよ
く、宣伝に関する追加情報を求めるときに遊技者によって提供されてもよい。
【０２６５】
　６．２．モバイル装置の遊技者に示されるより多くの情報。
　様々な実施形態において、遊技者が宣伝の主題に関心を表す場合に、宣伝についてのよ
り多くの情報は、モバイルゲーム装置上の遊技者に呈示できる。より多くの情報は、テキ
スト、音声、静止画、漫画、又は任意の他の呈示フォーマットの形式で、遊技者にしめす
ことができる。追加情報は、前もってマーケッタからカジノに受信され、カジノに格納さ
れてもよい。様々な実施形態において、遊技者が宣伝の主題に関心を表すときに、カジノ
は、遊技者が関心を表したという表示をマーケッタに転送してもよい。すると、マーケッ
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タは、遊技者に情報を送信できる。マーケッタは、例えば、遊技者の電子メールアドレス
又は郵送の宛先に、直接的に情報を送信できる。様々な実施形態において、マーケッタは
、宣伝の主題についての情報をカジノに送信してもよい。すると、カジノは、この情報を
遊技者のモバイルゲーム装置に送信できる。自分のモバイルゲーム装置を用いて、遊技者
は、宣伝の主題についてのさらなる情報を、繰り返し求めてもよい。遊技者がより多くの
情報を求めると、より多くの情報は、遊技者のモバイルゲーム装置に送信され、モバイル
ゲーム装置から遊技者に呈示できる。
【０２６６】
　様々な実施形態において、遊技者は、宣伝の主題についてのより多くの情報を要求でき
る。しかしながら、追加情報を提供する目的において、マーケッタはカジノに支払いを行
わねばならない。マーケッタは、その追加情報に関してカジノのモバイルゲーム装置上に
取られるスペースに対し、及び／又は、遊技者のゲームセッションから遊技者の注意を潜
在的に転換することに対して、カジノに補償するために、カジノに支払いを行わねばなら
ない。従って、様々な実施形態において、遊技者がより多くの情報を要求するときに、マ
ーケッタは、最初に追加情報の提供を所望することを確認しなければならず、及び当該追
加情報を提供するための支払いの意志があることを確認しなければならない。
【０２６７】
　様々な実施形態において、遊技者が宣伝の主題に関心を表すときに、元の宣伝用に用い
た同じスロットを用いて、遊技者に追加情報を提示することができる。例えば、宣伝は、
車の広告でもよい。宣伝は、スロットマシンのリールにあるシンボルを置き換える、車の
静止画を含んでもよい。遊技者は、車に関心を表す場合がある。従って、その後に、追加
してシンボルの置き換えとして、車の画像を登場させてもよい。これらの追加画像は、他
の角度から車を表示してもよく、車の内装を表示してもよく、異なる色及び型式で車を表
示してもよく、任意の他の車の描写を表示してもよい。様々な実施形態において、宣伝に
ついて提供されるさらなる情報は、追加宣伝又は付加宣伝の形態をとってもよい。
【０２６８】
　６．３．近傍のスロットマシンにいる遊技者に表示されるより多くの情報。
　様々な実施形態において、宣伝に関連する追加情報を、近傍のゲーム装置を使用してい
る遊技者に呈示できる。近傍のゲーム装置は、宣伝を表示するために大きな画面領域を提
供してもよい。さらに、ゲーム装置は、使用中でなくてもよい。従って、宣伝を表示する
ために、画面全体の領域を利用可能とすることができる。さらに、近傍のゲーム装置は、
遊技者が自分のモバイルゲーム装置において遊技を続けている間でさえ、遊技者に対して
宣伝を表示できるようにしてもよい。
【０２６９】
　様々な実施形態において、遊技者に表示される追加情報は、固定式ゲーム装置に表示で
きる。しかしながら、遊技者は、追加情報が表示されている間に移動している場合がある
。例えば、遊技者は歩いている場合がある。従って、様々な実施形態において、遊技者に
表示される情報は、遊技者に追従するように移動してもよい。例えば、遊技者はスロット
マシンの列に沿って歩いてもよい。遊技者が第一のスロットマシンの前にいるときに、こ
の第一のスロットマシンは、宣伝のメッセージを表示できる。遊技者が歩くに従って、遊
技者は、第二のスロットマシンにより近く、第一のスロットマシンから遠くなる場合があ
る。従って、第二のスロットマシンは、ここで同じ宣伝メッセージを表示してもよい。メ
ッセージは、第一のスロットマシンからは消失してもよい。従って、メッセージは、遊技
者に追従できる。遊技者に表示されるメッセージは、任意の所与の時点において、遊技者
に対し、最も近傍において利用可能なゲーム装置上に表示できる。利用可能なゲーム装置
としては、使用していないゲーム装置、必要な種類の情報を表示する性能を有するゲーム
装置、等が挙げられる。様々な実施形態において、遊技者に表示される情報は、遊技者の
方向にも向き合っている、遊技者に対して最も近傍において利用可能なゲーム装置上に表
示できる。様々な実施形態において、情報の表示は、互いに隣接しているゲーム装置がい
ずれであるかに従って、一つのゲーム装置から別のゲーム装置に転送してもよい。例えば
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、遊技者は、二つのゲーム装置を自分の左側にして歩いてもよい。遊技者が歩くに従い、
表示は、第一のゲーム装置から第二のゲーム装置に移動してもよい。その間に、遊技者は
、自分の右側にあるゲーム装置に歩いて近づいてもよい。しかしながら、情報の表示は、
より連続性のある眺めを経験させるように、遊技者が自分の頭部を左から右に転向させな
いように、遊技者の左側にあるゲーム装置上に維持してもよい。遊技者の場所は、宣伝に
関する情報が遊技者の近傍に表示されるように、様々なやり方で追跡してもよい。例えば
、遊技者のモバイルゲーム装置は、その場所をカジノサーバに通信できる。従って、カジ
ノサーバは、遊技者が継続してそのモバイルゲーム装置を保持していると仮定して、遊技
者の場所を推定できる。
【０２７０】
　様々な実施形態において、宣伝に関連するより多くの情報は、固定式ゲーム装置上に、
遊技者がそのゲーム装置で遊技している場合に限り、表示してもよい。例えば、遊技者が
少なくとも毎分少なくとも三つのゲームにベットしている場合に限り、追加情報を遊技者
に表示してもよい。
【０２７１】
　様々な実施形態において、遊技者には、宣伝に関連する追加情報が呈示されてもよく、
この追加情報は固定式ゲーム装置に呈示される。追加情報が遊技者に呈示された後に、遊
技者が、その固定式ゲーム装置において自由に遊技できるようにしてもよい。例えば、固
定式ゲーム装置は、「お客様、こちらで少しゲームはいかがでしょうか」というメッセー
ジを、遊技者に表示してもよい。固定式ゲーム装置は、その固定式ゲーム装置において遊
技するための、報奨金を遊技者に提供することさえ可能である。例えば、固定式ゲーム装
置は、もしも遊技者がこの固定式ゲーム装置において８回のスピンを行うならば、少なく
とも２回のスピンは無料になる、というメッセージを遊技者に呈示してもよい。
【０２７２】
　様々な実施形態において、宣伝に関連する追加情報は、モバイルゲーム装置を有する第
一の遊技者に呈示してもよい。固定式ゲーム装置は、例えば、第一の遊技者から所定の距
離以内にある全ての固定式ゲーム装置等の、様々なゲーム装置の中から選ばれてもよい。
加えて、固定式ゲーム装置は、第二の遊技者に対して近傍であるように選ばれてもよい。
第二の遊技者は、宣伝についての追加情報を提示するために用いられているものに隣接す
る固定式ゲーム装置にいてもよい。
【０２７３】
　６．４．遊技者に呈示するより多くの情報をカジノ接客係が持参する。
　様々な実施形態において、カジノ接客係は、宣伝についての追加情報を、モバイルゲー
ム装置の遊技者に持参してもよい。例えば、遊技者は、追加情報を要求するために自分の
モバイルゲーム装置を用いることができる。すると、カジノサーバは、その遊技者を探し
に行くよう、カジノ代表者にページ又は電子メールの通知を送信できる。カジノサーバは
、遊技者の場所をカジノ代表者に示すことができる。例えば、カジノサーバは、その遊技
者が９２４番の固定式ゲーム装置の近傍にいること、又はその遊技者は東の入口の知覚に
いることを示してもよい。カジノ代表者は、とにかく、その遊技者を探すようにしてもよ
い。カジノ代表者は、宣伝に関連する追加情報を持参できる。追加情報としては、カタロ
グ、クーポン、紙の広告、ギフト証明書、又は任意の他の情報が挙げられる。追加情報は
、汎用シリアルバスドライブ、ＣＤ、ＤＶＤ等を含んでもよい。様々な実施形態において
、カジノ接客係は、その遊技者に製品の試供品を持参してもよい。例えば、宣伝が新しい
リップスティックであれば、カジノ代表者は、その遊技者にリップスティックの試供品を
持参してもよい。
【０２７４】
　６．５．マーケッタに送信される遊技者の情報。
　様々な実施形態において、遊技者の情報は、マーケッタに送信されてもよい。遊技者の
情報は、遊技者に送信される宣伝を案出したマーケッタに送信されてもよい。マーケッタ
が後に遊技者に接触し、製品についてのより多くの情報を遊技者に提供できるよう、遊技
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者の連絡先をマーケッタに転送してもよい。
【０２７５】
　７．利用可能なマーケティング機会をマーケッタに示す（例えば、誰が今遊技している
か）。
　様々な実施形態において、カジノサーバは、潜在的マーケッタに、宣伝の閲覧に利用で
きる現在の視聴者を示すことができる。現在の視聴者としては、モバイルゲーム装置上で
現在ゲームしている遊技者、モバイルゲーム装置を所有している遊技者、モバイルゲーム
装置上に遊技のための金銭を残している遊技者、モバイルゲーム装置の閲覧範囲内にいる
人（例えば、モバイルゲーム装置に表示される宣伝を見ることのできそうな人）、モバイ
ルゲーム装置の聴取範囲内にいる人、等が挙げられる。潜在的視聴者は、限定された地理
的範囲内の人を含んでもよい。例えば、ネバダ州にリテール店を有するマーケッタは、現
在ネバダ州にいる人に宣伝を送信することのみに関心がある可能性がある。潜在的視聴者
は、ある年齢範囲内の人のみを含んでもよい。例えば、カジノサーバは、マーケッタの主
要な標的視聴者でありうる人等の、１８歳から３５歳までの年齢の人のみをマーケッタに
示してもよい。様々な実施形態において、潜在的視聴者は、結婚した人のみ、フランス語
を話す人のみ、収入が１５万ドルを超える人のみ等の、ある人口統計学データを有する人
のみを含んでもよい。潜在的視聴者は、一以上の集合的な統計の形式でマーケッタに呈示
されてもよい。例えば、マーケッタは、１８歳から２５歳のモバイルゲーム装置を遊技し
ている人が、現在３５００人であると教えられてもよい。
【０２７６】
　様々な実施形態において、潜在的マーケッタに、利用可能な広告媒体を示すことができ
る。例えば、マーケッタは、製品ロゴをリール上のシンボルとして用いることのできる場
所は、現在１２５８個であると教えられてもよい。別の例としては、マーケッタは、モバ
イルゲーム装置上で遊技されるゲームとゲームの間に宣伝が差し込まれるスロットが、現
在１００個空いていることを教えられてもよい。理解されるように、宣伝のために利用可
能なスロット又は媒体を記載する任意の統計を、マーケッタに呈示してもよい。
【０２７７】
　様々な実施形態において、マーケッタは、特定の標的視聴者に対する宣伝のための利用
可能なスロットを示されてもよい。例えば、マーケッタは、背景画像としてマーケッタの
宣伝を用いてもよいモバイルゲーム装置が２００台あること、及びマーケッタの標的視聴
者である遊技者によって遊技されているモバイルゲーム装置がどこにあるかを、教えられ
てもよい。
【０２７８】
　７．１．全国で動作中のノートパソコン数を追跡する。
　様々な実施形態において、カジノサーバは、特定の場所又は地理的領域にわたって現在
使用中であるモバイルゲーム装置の数を追跡してもよい。カジノサーバは、例えば、室内
、カジノ内、近隣内（例えばラスベガスストリップ）、同じ経営者のカジノ内、州内、又
は国全体の中で、動作中のモバイルゲーム装置の数を追跡してもよい。このようにして、
様々な実施形態において、カジノサーバは、全国的に使用中であるモバイルゲーム装置の
数を追跡できる。動作中モバイルゲーム装置の数を記載する統計を、マーケッタに呈示し
てもよい。
【０２７９】
　７．１．１．特定の人口統計学データのノートパソコン台数。
　様々な実施形態において、カジノサーバは、特定の人口統計学データの遊技者によって
使用されているモバイルゲーム装置の数を追跡してもよい。例えば、カジノサーバは、モ
バイルゲーム装置を使用している、年齢が６０歳から６５歳までの人を５８４と計数でき
る。別の例としては、カジノサーバは、モバイルゲーム装置を使用している、銃の所有者
でもある人を２６９０と計数できる。
【０２８０】
　７．１．２．特定のデノミネーションを遊技するノートパソコン台数。
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　様々な実施形態において、カジノサーバは、あるデノミネーションのゲームを遊技者が
遊技しているモバイルゲーム装置の数を、追跡してもよい。例えば、カジノサーバは、１
ドルの賭けが必要なゲームを遊技者が遊技しているモバイルゲーム装置の数を、追跡して
もよい。
【０２８１】
　様々な実施形態において、カジノサーバは、特定の種類のゲームが遊技されているモバ
イルゲーム装置の数を、追跡してもよい。例えば、カジノサーバは、トリプルビデオポー
カーが遊技されているモバイルゲーム装置の数を、追跡してもよい。様々な実施形態にお
いて、カジノサーバは、あるゲーム開発元によるゲームが遊技されているモバイルゲーム
装置の数を、追跡してもよい。
【０２８２】
　様々な実施形態において、追跡される任意のグループは、一以上の統計によって表され
る遊技の特徴を有している場合がある。このような統計を、マーケッタに呈示してもよい
。このような統計に基づいて、マーケッタは、そのグループに宣伝するか否かを決めるこ
とができる。
【０２８３】
　７．２．スペースを瞬時に利用可能とする。
　様々な実施形態において、宣伝のためのスロット、スペース、又は媒体を、迅速、瞬時
、又はリアルタイムにマーケッタに対して利用可能とすることができる。例えば、マーケ
ッタは、実際に呈示される１分前に、宣伝を呈示させる決定を行う場合がある。セントラ
ルサーバは、例えば、将来に宣伝用に利用可能なスロットを列挙できる。マーケッタは、
そのような利用可能なスロットを閲覧できる。マーケッタは、一以上のスロットを、たと
え当該スロットが１分以下で発生する場合であっても、選択してもよいこのようにして、
宣伝は予定通りに発生できる。マーケッタの宣伝がカジノサーバにまだ格納されない場合
には（例えば、画像及び音声データがまだカジノサーバに格納されていない）、マーケッ
タは、呈示できる前に宣伝をカジノサーバにアップロードする必要がある場合がある。い
ったんアップロードされると、宣伝は、カジノサーバから、呈示のためにモバイルゲーム
装置に転送できる。
【０２８４】
　７．３．広告主は、オンザフライで全員に又はある基準を満たす全ての人に、即座に広
告を配信できる。即座とは、これを今すぐ表示する意味である。
　様々な実施形態において、マーケッタは、一以上の基準を特定できる。基準としては、
人口統計学データ基準等の、標的視聴者を定義する基準が挙げられる。この基準は、遊技
されているゲーム、達成した結果等も定義してもよい。基準は、標的視聴者の現在の場所
を定義してもよい。例えば、マーケッタが定義する基準は、標的視聴者にミシシッピ州内
のみの人を含むことを特定してもよい。マーケッタが標的視聴者、又は標的視聴者の構成
員が満たさなければならない基準を特定すると、そのマーケッタからの宣伝は標的視聴者
に呈示できる。宣伝は、全ての標的視聴者、又は標的視聴者の何らかの一部分に呈示でき
る。例えば、１０００人の人が、現在、マーケッタによって定義される基準を満たしてい
てもよい。従って、マーケッタの宣伝は、基準を満たす１０００人の全員に呈示できる。
しかしながら、いくつかの実施形態において、標的視聴者の全体に達する支払いを望まな
い場合がある。例えば、代わりに、マーケッタは、標的視聴者の三分の一等、標的視聴者
の一部分のみに達する支払いを決定してもよい。マーケッタが宣伝のための標的視聴者を
定義すると、その宣伝は、ほぼ即座に標的視聴者の構成員に呈示できる。あるいは、宣伝
は、マーケッタが所望する時点等の後の時点において、標的視聴者の構成員に呈示しても
よい。
【０２８５】
　７．４．広告主は、例えばコカコーラ（登録商標）等の製品の近傍にいる人のリストを
見る機会を得る。
　様々な実施形態において、マーケッタは、マーケッタの製品の近傍に、何人のモバイル
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ゲーム装置の遊技者がいるかを示すデータを閲覧できる。例えば、マーケッタは、マーケ
ッタが代理人であるファーストフードレストランの近傍にいる、モバイルゲーム装置の遊
技者の人数の計数を閲覧したいと思う場合がある。このようにして、マーケッタは、この
ような遊技者の何人か又は全員に、宣伝を呈示すべきかどうかを決定してもよい。
【０２８６】
　７．５．広告主が利用可能で入札すべきものを見いだせる機構。広告主は広告ブロック
を獲得する機構を有する。広告主はそのブロック内に広告を配置する機構を有する。
　様々な実施形態において、マーケッタは、宣伝を差し込んでもよい利用可能なスロット
又は媒体のリスト又は他の記載を閲覧できる。このリストは、１日の時間、ゲーム、ゲー
ムのデノミネーション、遊技者の人口統計学データ等を単位とするスロットのリストを含
んでもよい。例えば、スロットのリストは、５０歳から５５歳までの５００人の遊技者に
ついては５秒間のスロットが空いていることを示すことができる。マーケッタは、そのス
ロットを購入し、そのスロットの期間に自分の広告を呈示する機会を有することができる
。すると、マーケッタは、５００人の遊技者に自分の宣伝を呈示できる。マーケッタは、
そのスロットに入札できてもよい。最高額を入札するマーケッタが、スロットに宣伝を配
置する機会を有してもよい。様々な実施形態において、マーケッタは、第一の数の遊技者
に広告を呈示できてもよい。マーケッタは、第二の数の遊技者に宣伝を呈示するために高
額を入札してもよく、ここに第二の人数の遊技者は、第一の人数の遊技者以下である。例
えば、５００人の遊技者が、現在、モバイルゲーム装置を遊技しているという場合がある
。マーケッタは、遊技者の２００人に自分の宣伝を呈示するための入札を行うことができ
る。マーケッタが高額を入札する場合には、マーケッタは、この２００人の遊技者に自分
の広告を呈示することに成功する場合がある。第二の最高額を入札したマーケッタは、残
りの遊技者グループの中からの遊技者に、自分の広告を呈示する機会を有することができ
る。このようにして、様々な実施形態において、マーケッタは、指し値が１日の時間、ゲ
ーム、宣伝の長さ、宣伝のサイズ等だけでなく、宣伝が呈示される遊技者の人数も含むこ
とにおいて、入札を行うことができる。
【０２８７】
　様々な実施形態において、マーケッタは、カジノサーバのウェブサイトを用いて、宣伝
のためのスロットを購入してもよく、広告が配置されるよう入札してもよい。カジノサー
バのウェブサイトは、利用可能なスロット、最高額の入札、表示してもよい広告の種類に
おける任意の禁止事項等を列挙できる。マーケッタは、このウェブサイトを用いて、入札
、購入、支払い（例えばクレジットカードメンバの提出によって）、実際の宣伝の提出（
例えば画像データ、例えばビデオデータ、例えば音声データ）等を行うことができる。マ
ーケッタは、理解されるように、多くの他のやり方で、入札及び他の情報を提出してもよ
い。例えば、マーケッタは、電話、ファクシミリ、電子メール、郵便、等を介して入札す
ることができる。
【０２８８】
　８．広告用の値付けの枠組み。
　様々な実施形態において、カジノは、マーケッタの宣伝呈示に対して、様々な価格をマ
ーケッタに請求できる。請求される価格は、多くの要因に依存する。
【０２８９】
　８．１．不動産スペース。
　宣伝の価格は、その宣伝に取られる物理的スペース量に依存する場合がある。取られる
物理的スペースは、ディスプレイ画面上に取られるスペースを含んでもよい。例えば、６
．４５平方センチメートル（１平方インチ）を取る第一の宣伝は、閲覧者あたり５セント
の費用でよい一方で、２５．８平方センチメートル（４平方インチ）を取る第二の宣伝は
、閲覧者あたり１５セントの費用としてもよい。物理的スペースは、多くのやり方で測定
できる。物理的スペースは、平方インチ、平方センチメートル、画素、画面全体のスペー
スの部分又はパーセンテージ（例えば、宣伝はディスプレイ画面のスペースの２５％を取
ることができ、例えば、宣伝はディスプレイ画面を４等分した２つを取ることができる）
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で測定できる。物理的スペースは、他の項目を単位として測定してもよい。例えば、物理
的スペースは、シンボル単位で測定してもよい。すなわち、例えば、宣伝は、二つのシン
ボルのスペースを取ることができる。様々な実施形態において、宣伝の価格は、他が全て
等しいときに、宣伝によって取られるスペース量に対して単調に増加してもよい。宣伝は
、宣伝に伴う画像がスペースを取るという意味において、スペースを取る場合がある。例
えば、宣伝によって取られるスペースは、宣伝に伴う画像又はビデオによって取られるス
ペースである場合がある。
【０２９０】
　８．２．表示される時間による。
　様々な実施形態において、宣伝の価格は、宣伝によって取られる時間の量に依存しても
よい。例えば、宣伝を、１秒間、５秒間、又は３０秒間、呈示してもよい。例えば、宣伝
に伴う画像を、１秒間、５秒間、又は３０秒間、呈示してもよい。より長時間呈示される
宣伝は、マーケッタに対してより多くの金銭的費用となる場合がある。
【０２９１】
　８．３．いずれの顧客が広告を眺めたかによる。
　様々な実施形態において、宣伝の価格は、宣伝に対する標的視聴者に依存する。宣伝の
価格は、標的視聴者の収入水準が上昇するに従い、上昇してもよい。宣伝の価格は、標的
視聴者の平均ベット額が上昇するに従い、上昇してもよい。宣伝の価格は、標的視聴者の
スキルレベルが上昇するに従い、上昇してもよい。宣伝の価格は、標的視聴者の年齢が低
下するに従い、上昇してもよい。宣伝の価格は、郊外居住者よりも市街地居住者の標的視
聴者に対して、より高額でもよい。様々な実施形態において、標的視聴者は、同様の結果
を達成した遊技者の組を含んでもよい。例えば、標的視聴者は、過去１時間に金銭を勝っ
た全ての遊技者を含んでもよい。様々な実施形態において、宣伝の価格は、過去１時間に
金銭の勝ちがなかった標的視聴者に対するよりも、過去１時間に金銭を勝った標的視聴者
に対して、より高額でもよい。様々な実施形態において、マーケッタは、運勢の悪い人（
例えば、負けの結果の形式において）に伝達するよりも、より良好な運勢を有する人（例
えば、勝ちの結果の形式において）に伝達することに、支払いを多くしてもよい。様々な
実施形態において、ジャックポット当籤者に対する宣伝の価格は、ジャックポットに当籤
したことのない人、又はジャックポットにちょうど当籤しなかった人への宣伝の価格より
も高額でもよい、
【０２９２】
　８．４．より多くの金銭を有する顧客に対して広告主はより多額を請求される。
　様々な実施形態において、宣伝の価格は、眺める視聴者が有する金銭の額に依存しても
よい。９００ドルのクレジットバランスを有する遊技者に表示される宣伝は、４０ドルの
クレジットバランスを有する遊技者に表示される宣伝よりも、マーケッタに多くの費用と
してもよい。２０００００ドルの収入を有する遊技者に表示される宣伝は、５００００ド
ルの収入を有する遊技者に表示される宣伝への費用よりも、マーケッタに多くの費用であ
ってもよい。ホテル室の費用が一晩３００ドルである遊技者に表示される宣伝は、ホテル
室の費用が一晩５０ドルである遊技者に表示される宣伝への費用よりも、マーケッタに多
くの費用であってもよい。
【０２９３】
　８．５．特定の人口統計学データを有する顧客に対して広告主はより多くを請求される
。
　様々な実施形態において、宣伝の価格は、標的視聴者の一以上の人口統計学データに依
存してもよい。例えば、マーケッタは、子供が二人いる遊技者よりも、子供が一人いる遊
技者に宣伝を表示することに、より多くの支払いを必要としてもよい。
【０２９４】
　８．６．率直な価格。
　様々な実施形態において、ある特徴を有する宣伝の価格は（例えば、特定の標的視聴者
に、特定の時間期間の間に呈示される等）、固定されてもよい。すなわち、この価格は、
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変更又は交渉を前提としなくてもよい。この価格は、様々なやり方で見積もることができ
る。例えば、宣伝の価格は、遊技者単位で見積もることができる（例えば、宣伝の価格は
、それが表示される遊技者あたり５セントである）。宣伝の価格は、その宣伝を眺めるで
あろう一群の遊技者を単位として見積もることができる。例えば、宣伝の価格は、５００
人の遊技者に宣伝を表示する価格として、見積もることができる。
【０２９５】
　８．７．入札過程が可能である。マーケッタは、落札者であれば広告スペースを得る。
　様々な実施形態において、マーケッタは、宣伝を呈示する機会を求めて互いに入札を競
ってもよい。宣伝を呈示する機会は、特定の状況の組み合わせの下で、宣伝を呈示する機
会を含んでもよい。宣伝を呈示する機会としては、以下の一以上が挙げられる。（ａ）宣
伝が呈示される間の一日の時間、（ｂ）宣伝が呈示される遊技者、（ｃ）宣伝が呈示され
る遊技者のセット、（ｄ）宣伝が呈示されるゲーム（例えば、ビデオポーカーゲームのカ
ードの表面に宣伝が呈示される）、（ｅ）宣伝が呈示される時間の量、（ｆ）宣伝に取ら
れるスペース量、（ｇ）宣伝が呈示されるモバイルゲーム装置の種類又はモデル（例えば
、特定の大きく明るい画面を有するモバイルゲーム装置のモデルに、宣伝を呈示してもよ
い）、（ｈ）宣伝が呈示される場所（例えば、特定のレストランにいる遊技者のみに宣伝
を呈示してもよく、例えば、特定の宝石店から６ｍ（２０フィート）以内にいる遊技者の
みに宣伝を呈示してもよく、例えば、プールのそばにいる遊技者のみに宣伝を呈示しても
よい）、及び任意の他の状況。理解されるように、宣伝の呈示を取り巻く状況は、宣伝を
呈示する望ましさに影響する場合があり、これにより、マーケッタが宣伝の呈示に支払う
意志を有するであろう額に影響する場合がある。
【０２９６】
　様々な実施形態において、マーケッタは、特定の状況セットの下で、宣伝を呈示する機
会に対して入札できる。例えば、カジノは、状況セットを案内してもよい。この案内は、
マーケッタが、３５歳から５５歳の年齢の女性３００人に対して、午後２時３０分から２
時３５分の間の時点で、２５．８平方センチメートル（４平方インチ）の画面スペース上
に３０秒の宣伝を呈示できるというものでもよい。換言すれば、落札者となるマーケッタ
の宣伝は、記載のように３００人の異なる遊技者に表示され、各宣伝は遊技者それぞれの
モバイルゲーム装置に表示される。
【０２９７】
　この機会が案内されるときに、マーケッタは、案内された状況下において宣伝が呈示さ
れるようになるために、入札する機会を有することができる。マーケッタは、カジノサー
バのウェブページをチェックすることにより、この案内に気づく場合がある。例えば、マ
ーケッタは、カジノサーバに登録してもよく、これにより、広告を呈示するための機会を
呈示しているウェブサイトへのアクセスを入手してもよい。様々な実施形態において、マ
ーケッタは、カジノによって送信される電子メール又は他の警告を通じて、この機会に気
づく場合がある。例えば、宣伝を呈示するための機会をカジノが案内する任意の時点にお
いて、カジノは、メーリングリスト中のマーケッタに、この機会を警告してもよい。
【０２９８】
　マーケッタは、様々なやり方で、宣伝を呈示するために機会に対する指し値を入力でき
る。様々な実施形態において、マーケッタは、支払いの意志のある価格をキー入力できる
。マーケッタは、カジノサーバによって運営されるウェブページに、指し値をキー入力で
きる。様々な実施形態において、マーケッタは、カジノ代表者に電話で指し値を届けても
よい。様々な実施形態において、マーケッタは、入札戦略をカジノに提出してもよい。例
えば、入札戦略は、入札レベルが３００ドルに達するまでは、このマーケッタが、常にあ
らゆる競合入札よりも１０ドル高く指し値を入れる意志があることを宣言するものでもよ
い。従って、カジノは、このマーケッタの入札戦略に沿って、自動的にこのマーケッタの
ために指し値を入力できる。
【０２９９】
　様々な実施形態において、マーケッタは、提供される宣伝の機会の一部のみに対して、
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入札できる。例えば、カジノは、午後３時００分から午後３時０５分の間に、３００人の
中西部出身者に静止画を表示する機会を案内できる。マーケッタは、午後３時００分から
午後３時０５分の間に、西部出身者に宣伝を呈示することを所望してもよい。しかしなが
ら、マーケッタは、１００人のみに宣伝の呈示を所望する場合がある。従って、マーケッ
タは、中西部出身の３００人のうち１００人に宣伝を呈示する機会に対して、入札しても
よい。別のマーケッタが、午後３時００分から午後３時０５分の間に、２００人に呈示す
ることを所望してもよい。従って、第一のマーケッタ及び第二のマーケッタが自分の所望
を得ることが可能である。様々な実施形態において、全ての落札者は、一人あたりに同一
価格を支払う。例えば、利用可能な３００人のうち２００人に宣伝を呈示することに成功
裏に入札するマーケッタは、利用可能な３００人のうち１００人に宣伝を呈示することに
成功裏に入札するマーケッタと、１人あたりに同一の価格を支払ってもよい。マーケッタ
の両者によって１人あたりに支払われる額は、より低い指し値に基づいてもよい。１人あ
たりに支払われる額は、より高い指し値に基づいてもよい。マーケッタの両者によって１
人あたりに支払われる額は、両者の指し値の平均又は重みづけ平均（例えば、重みづけは
各マーケッタのそれぞれの宣伝を視聴するであろう人数に比例する）でもよい。
【０３００】
　８．８．広告主が特定の「スロット」（カード様の媒体）を独占する。広告主はこれに
対して別料金の支払いができる。
　様々な実施形態において、マーケッタは、スロット、媒体、又は他の広告の場又は機会
の、独占的使用を得ることができる。マーケッタは、以下に対して、独占権を得てもよい
。（ａ）モバイルゲーム装置（例えば、マーケッタは、ある時間期間の間に特定のモバイ
ルゲーム装置に宣伝を呈示する独占権を有してもよい）、（ｂ）特定のシンボル（例えば
、マーケッタは、スペードのジャックポットにおいて宣伝を呈示する独占権を有してもよ
く、例えば、マーケッタは、ゲーム装置の第二のリールの第三のシンボルにおいて、宣伝
を呈示する独占権を有してもよい）、（ｃ）画面の特定の領域（例えば、マーケッタは、
モバイルゲーム装置のディスプレイ画面の右上コーナーに宣伝を呈示する独占権を有して
もよく、例えば、マーケッタは、モバイルゲーム装置のディスプレイ画面上の遊技領域の
下に宣伝を呈示する独占権を有してもよい）、（ｄ）特定のディスプレイモニタ（例えば
、マーケッタは、カジノ内の非常に混雑する通路の上方に設置されるディスプレイモニタ
に宣伝を呈示する独占権を有してもよい）、（ｅ）特定のゲーム装置（例えば、マーケッ
タは、特定のゲーム装置上に宣伝を呈示する独占権を有してもよい）、（ｆ）特定の場所
（例えば、マーケッタは、遊技者が特定の場所にいるときに宣伝を呈示する独占権を有し
てもよい）、（ｇ）一日の特定の時間（例えば、マーケッタは、一日の特定に時間の期間
に宣伝を呈示する独占権を有してもよい）、（ｈ）特定の人間の集団（例えば、マーケッ
タは、カジノ内の人の特定の人口統計学データに対して宣伝を呈示する独占権を有しても
よく、例えば、マーケッタは、ジョーンズ家等の確定した人の組に対して宣伝を呈示する
独占権を有してもよく、例えば、マーケッタは、過去１時間に５００ドル以上を勝ったあ
らゆる人に対して宣伝を呈示する独占権を有してもよい）、又は宣伝機会の任意の他のカ
テゴリ。
【０３０１】
　様々な実施形態において、マーケッタが、スロット、媒体、又は他の広告の場又は機会
を独占的使用を得るときに、独占が続く期間中は、その場において他のマーケッタが広告
を呈示することを排除するようにできる。様々な実施形態において、独占権を有するマー
ケッタは、自分の判断で、他のマーケッタが広告を呈示できるようにしてもよい。他のマ
ーケッタが広告を呈示できるようにするマーケッタは、他のマーケッタから料金を受け取
ってもよい。
【０３０２】
　様々な実施形態において、マーケッタは、特定のスロット、媒体、場、等を使用する独
占権に対して、別料金を支払ってもよい。例えば、モバイルゲーム装置上の宣伝スペース
の、毎分１平方センチメートル（６．４５平方インチ）あたりの費用が、通常、１０セン
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トであるとする。マーケッタが、モバイルゲーム装置の画面スペースの全平方インチを１
時間購入することを所望するならば、マーケッタは、毎分毎平方インチあたり１２セント
を支払ってもよい。
【０３０３】
　様々な実施形態において、マーケッタは、マーケッタのグループと共に、特定のスロッ
ト、媒体、場、等に対する独占権を得てもよい。マーケッタのグループは、例えば競合マ
ーケッタのグループでもよい。例えば、マーケッタは、特定のモバイルゲーム装置におい
て航空路に関連する宣伝を呈示する独占権を得てもよい。別の例としては、マーケッタは
、カジノ内にある全てのモバイルゲーム装置上に、午後１２時００分から午後１時００分
の時間の間に、食事に関連する宣伝を呈示する独占権を得てもよい。様々な実施形態にお
いて、マーケッタは、特定の種類の宣伝を呈示する独占権、又は特定のグループの他のマ
ーケッタを宣伝の呈示から排除する権利に対して、追加料金を支払ってもよい。
【０３０４】
　８．９．様々な広告主がスロットを求める場合、毎回ゲーム内にスロットが表れるとき
に、一つの広告がランダムに選択される。広告主は、自分の広告に適用される確率的な重
みづけを大きくすることに、より多くを支払うことができる。例えば、４人の広告主が２
、５、６及び１０ドルをそれぞれ支払う場合には、それぞれの重みづけは、２／２３、５
／２３、６／２３及び１０／２３となりうる。
　様々な実施形態において、マーケッタは、自分の広告が呈示される機会又は確率に対し
て支払うことができる。例えば、マーケッタは５セントを支払い、これにより特定のスロ
ットに自分の宣伝を呈示する５０％の機会を有することができる。様々な実施形態におい
て、様々なマーケッタは、同一のスロットに宣伝を呈示することに支払ってもよい。各マ
ーケッタに対して、そのスロットに宣伝が呈示される機会を決定することができる。例え
ば、マーケッタ１の宣伝が呈示される機会は４０％であると決定でき、マーケッタ２の宣
伝が呈示される機会は２０％であると決定でき、マーケッタ３２の宣伝が呈示される機会
は２０％であると決定できる。各マーケッタの宣伝が呈示される機会は、各マーケッタが
支払う額に基づいてもよい。様々な実施形態において、マーケッタの宣伝が呈示される機
会は、マーケッタが支払う額に比例して設定される。従って、自分の宣伝を呈示するため
にマーケッタ１がマーケッタ２の倍を支払うならば、マーケッタ１の宣伝が呈示される機
会は、マーケッタ２のものの２倍の高さに設定してもよい。
【０３０５】
　様々な実施形態において、スロットは、呈示機会の数を含んでもよい。例えば、スロッ
トは、特定の５分の時間枠の間に、１００人に宣伝を呈示する機会を含んでもよい。複数
のマーケッタが同一のスロットに宣伝を呈示するために支払う場合には、その宣伝機会を
マーケッタ間で分割してもよい。例えば、一つのマーケッタが自分の宣伝を１００人中６
０人に呈示する一方で、別のマーケッタは自分の宣伝を１００人中４０人に呈示できる。
【０３０６】
　様々な実施形態において、各マーケッタに与え羅得る呈示機会の数は、そのマーケッタ
によって支払われる額に比例してもよい。例えば、マーケッタ１が７ドル支払い、マーケ
ッタ２が３ドル支払う場合には、マーケッタ１は７０人に自分の宣伝を呈示でき、マーケ
ッタ２は３０人に自分の宣伝を呈示できる。
【０３０７】
　様々な実施形態において、スロットは、特定のシンボル上に（又は置き換えて）、その
シンボルがゲーム内で表れるときに、宣伝を呈示する機会を含んでもよい。理解されるよ
うに、シンボルは、複数のゲームの進行にわたって複数回表れる場合がある。複数のマー
ケッタがそのスロットに広告を呈示することに支払う場合には、機会が発生する各回にお
いて、マーケッタの宣伝の一つがランダムに選択されてもよい（例えば、ゲーム内でその
シンボルが表れる毎回）。機会が発生する各時点でマーケッタの宣伝が呈示される確率は
、そのマーケッタによって支払われる額に比例してもよい。様々な実施形態において、呈
示される宣伝は、特定のスロットに宣伝を呈示することに支払った全てのマーケッタの中
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から交互に入れ替えてもよい。より多く支払ったマーケッタは、より頻繁に自分の宣伝を
呈示できる。例えば、特定のスロットに宣伝を呈示するために、第一のマーケッタは、第
二のマーケッタの２倍を支払うとする。すると、そのスロットに宣伝を呈示する３回ごと
の機会に対して、第一のマーケッタは１回目及び３回目の機会が与えられてもよく、一方
で第二のマーケッタには２回目の機会が与えられてもよい。
【０３０８】
　８．１０．広告スペースに対して第二のマーケットも存在してもよい。この広告スペー
スは、例えば、中心的なサービスが小カットを作り、転送されてもよい。
　様々な実施形態において、マーケッタは、スロット、場、等を、カジノから直接的に購
入してもよい。様々な実施形態において、第一のマーケッタは、スロット、場、等を、別
のマーケッタから、又は任意の他のサードパーティから購入してもよい。様々な実施形態
において、スロット、場、及び任意の他の宣伝機会は、購入及び再販売してもよい。宣伝
機会に対する第二のマーケッタが存在してもよい。
【０３０９】
　様々な実施形態において、カジノは、宣伝機会に対する交換取引を運営してもよい。様
々な実施形態において、交換取引は、サードパーティによって運営されてもよい。様々な
実施形態において、交換取引には、権力を支配する個人がいなくてもよい。交換取引は、
宣伝機会を販売するための申し出を、マーケッタが投稿できるようにしてもよい。交換取
引は、宣伝機会を購入するための申し出を、マーケッタが投稿できるようにしてもよい。
購入するための申し出は、数量及び価格を含んでもよい。例えば、購入するための申し出
は、宣伝が呈示されるであろう人数、並びに宣伝の呈示に対して支払われる金額を特定し
てもよい。同様に、販売するための申し出は、同じく価格及び数量を特定してもよい。
【０３１０】
　様々な実施形態において、購入するための申し出及び販売するための申し出は、購入又
は販売される機会の記載を含むことができる。記載としては、以下が挙げられる。（ａ）
宣伝が呈示されるであろう人数、（ｂ）宣伝が呈示されるであろう１日の時間、（ｃ）宣
伝が呈示されるであろうモバイルゲーム装置の数、（ｄ）宣伝が呈示されるであろう人の
人口統計学データ、（ｅ）宣伝が占有するであろう時間の量（例えば、宣伝は３０秒のス
ポットでなければならない）、（ｆ）宣言の形式（例えば静止画、例えばビデオ、例えば
音声）、（ｇ）宣伝が占有してもよい画面又は表示スペースの量、（ｉ）宣言が伴うであ
ろうゲーム（例えば、宣伝は、遊技者がビデオポーカーを遊技している間に行われる）、
（ｊ）宣伝が表す又は置き換えるであろうシンボル（例えば、宣伝はジャックポットのシ
ンボルを表す）、及び任意の他の宣伝の記載、又はその下で宣伝が呈示されるであろう状
況。
【０３１１】
　購入又は販売される宣伝の記載は、カジノによって提供されてもよい。実際、カジノは
この機会の発生源である場合があり、従って発生させた機会の記載を有している場合があ
る。様々な実施形態において、それぞれの機会は、一意的な識別子を受信してもよい。例
えば、午前１１時００分から１１時０５分の間に、画面の半分を取る３０秒のビデオスポ
ットにおいて、それぞれが１０００００ドルを超える収入を有する５５歳から６５歳の１
００人に宣伝する機会は、１１１２２２３４５３という一意的な識別子を有してもよい。
様々な実施形態において、同一又は交換可能な機会は、同じ識別子を受けてもよい。例え
ば、テネシー州出身の第一の人物に午前９時００分に宣伝する機会は、午前９時００分に
テネシー州出身の第二の人物に呈示する機会と、区別できない場合がある。従って、この
二つの機会は、同一の識別子を有してもよい。しかしながら、どこかが異なる機会は、い
ずれも異なる識別子を受けることができる。その機会の記載が、各識別子に関連付けられ
てもよい。特定の機会を購入することに関心のあるマーケッタは、例えば、その機会に関
連付けられた識別子を用いて、その機会の記載にアクセスする機会を有してもよい。例え
ば、カジノは、識別子を伴う機会の記載含むデータベースを格納できる。マーケッタがデ
ータベースに識別子を提出すると、カジノはその記載を検索し、マーケッタに記載を呈示
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できる。記載は、例えば、交換取引へのウェブインターフェース上において、マーケッタ
に呈示してもよい。
【０３１２】
　様々な実施形態において、マーケッタによって特定される量は、識別子に関連付けられ
る特定の機会の数を参照してもよい。例えば、マーケッタは、識別子が１１１２２２３９
９９である機会を１００購入したいと思う場合がある。これは、カジノ内の特定のレスト
ランに、日曜日の午後１２時００分から午後２時００分の間にいる１００人に静止画を呈
示する機会に対応してもよい。
【０３１３】
　様々な実施形態において、機会は、午後６時００分から午後９時００分の間に、特定の
個人に１０秒のビデオクリップを呈示する機会を含んでもよい。同一の個人が、午後６時
００分から午後９時００分の間に、１００の１０秒のビデオクリップを自分のモバイルゲ
ーム装置に表示するという意味において、１００のこのような機会が利用可能でもよい。
しかしながら、ビデオクリップが呈示される特定の時間はランダムに選ばれてもよいので
、この１００の中のそれぞれ独立した機会は、互いの機会から先験的に区別できなくても
よい。従って、１００の機会のそれぞれは、同一の識別子を有してもよい。このようにし
て、例えば、マーケッタは遊技者に呈示するこのような１０の機会に入札してもよい。マ
ーケッタが、１０の機会の販売者を探す必要がある場合には、マーケッタは、午後６時０
０分から午後９時００分の間のいずれかの時点に、人物に１０の１０秒のビデオクリップ
を呈示する能力を有している。
【０３１４】
　様々な実施形態において、交換取引の一つの目的は、同じ目的をもつ購入者及び販売者
を適合することでありうる。購入者が特定の機会のある量に対してある価格を入札し、販
売者が同じ特的の機会の同じ量に対して同じ価格を提供する場合には、購入者及び販売者
は適合されうる。販売を行うことができる。次いで、購入者は、宣伝を呈示する機会を獲
得でき、販売者は当該機会を引き渡すことができる。交換取引において、販売者は、指し
値及び提供料に基づいて、購入者から支払いを受けることができる。カジノ又は他の交換
取引の責任における権力は、購入者及び販売者を適合することに対する手数料を受けても
よい。例えば、カジノは、購入者、販売者、又は両者のいずれかから取引手数料を受けて
もよい。この料金は、購入者及び販売者が相手の価格に適合させた最後のものに由来して
もよい。この料金は、購入者及び販売者が投稿した、取引が発生した価格の最初のものに
由来してもよい。この料金は、販売価格の百分率の形式をとってもよく、販売者が購入者
から回収する額から差し引かれてもよい。
【０３１５】
　様々な実施形態において、潜在的な購入者は、指し値の入札に対してのみ、料金を支払
ってもよい。様々な実施形態において、潜在的な販売者は、申し出の提供に対してのみ、
料金を支払ってもよい。様々な実施形態において、交換取引の参加者は、その交換取引に
参加する目的において、固定料金、時間期間あたりの固定料金、完了した取引あたりの固
定料金を支払ってもよい。
【０３１６】
　機会が購入者の手中に至ったときには、購入者の名前又は他の識別情報を、その機会に
関連付けて格納することができる。従って、カジノは、宣伝の呈示に対して、どのマーケ
ッタがどの機会を所有しているかという記録を保持できる。宣伝を呈示する時間になると
、カジノは、その時間の間に宣伝機会の所有者が自分の宣伝を呈示できるようにすること
ができる。
【０３１７】
　様々な実施形態において、宣伝機会の所有者は、その機会の所有に至るまでの所定の時
間内に、カジノに宣伝を提出しなければならない。例えば、宣伝機会の購入後１時間以内
に、購入者は、カジノに対して広告を提出することを求められる場合がある。その後に、
カジノは、表示できる前に、その広告を承認してもよい。様々な実施形態において、宣伝
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機会の所有者は、宣伝を表示する、又は第一の潜在的な表示する所定の時間の期間以内に
、カジノに宣伝を提出しなければならない。例えば、宣伝は、午前８時００分の早い時間
に表示される１０％の機会を有するとする。このときに、宣伝機会の所有者は、午前７時
００分までに、その宣伝を提出する必要がある場合がある。宣伝が時間通りに提出されな
い場合は、宣伝機会の所有者は、その機会を喪失し、自分の宣伝の表示が不可能である場
合がある。様々な実施形態において、機会の所有者が時間内に自分の宣伝を提出しない場
合には、新規な所有者による機会獲得のために、その機会がマーケットに戻ってもよい。
【０３１８】
　様々な実施形態において、宣伝を呈示するための偶発的な機会が販売されてもよい。偶
発的な機会は、第二のマーケッタに優先する第一のマーケッタが、宣伝を呈示しないこと
を決定する場合に、第二のマーケッタが宣伝を呈示する機会を含んでもよい。例えば、第
一のマーケッタは、特定の時間において特定の人物に宣伝を呈示する機会を購入できる。
第二のマーケッタは、同じ時間に同じ人物に宣伝を呈示する機会を、もしも第一のマーケ
ッタが行わないのならば、購入できる。
【０３１９】
　様々な実施形態において、機会に対する識別子は、ティッカーシンボルを含んでもよい
。ティッカーシンボルは、機会を表示又は識別するためのコンパクトなやり方である場合
がある。例えば、ティッカーシンボルは、４文字からなる場合がある。
【０３２０】
　８．１１．呈示手段による（オーディオ対ビデオ）。
　様々な実施形態において、宣伝機会の価格は、その宣伝を放送するために用いられ留信
号の種類に依存する場合がある。例えば、視覚的又は照明系の呈示を用いる宣伝は、聴覚
的又は音声系の呈示を用いる宣伝とは異なる価格であってもよい。ビデオ及びオーディオ
を用いる宣伝は、ビデオのみを用いる宣伝とは異なる価格であってもよい。ビデオ及びオ
ーディオを用いる宣伝は、オーディオのみを用いる宣伝とは異なる価格であってもよい。
振動又は他の触覚刺激を用いる宣伝は、触覚刺激を用いない宣伝とは異なる価格であって
もよい。匂いを用いる宣伝は、匂いを用いない宣伝とは異なる価格であってもよい。
【０３２１】
　９．参照用に利用可能な遊技者についてのデータ。
　様々な実施形態において、カジノは、遊技者に関連する様々なデータを格納できる。デ
ータは、様々なやり方で受信してもよい。遊技者は、自分についてのデータをカジノに提
供してもよい。例えば、遊技者は、予約を行うとき、又は遊技者トラッキングカードの登
録を行うときに、データを提供してもよい。カジノは、遊技者にクレジットを供与する前
の遊技者に関して、チェックを実行するとき等、遊技者に関するチェックを実行するとき
に、遊技者についてのデータを受信できる。カジノは、遊技者との相互作用を追跡するこ
とにより、遊技者についてのデータを受信してもよい。例えば、遊技者のカジノとの相互
作用を通じて、カジノは、遊技者の勝ち及び負けについてのデータ等を収集してもよい。
【０３２２】
　様々な実施形態において、遊技者についてのデータは、宣伝に対して標的視聴者を選択
するために、マーケッタによって用いられてもよい。例えば、マーケッタは、ビデオポー
カーに対して高いスキルレベルを有する遊技者のみに広告を所望することを決定してもよ
い。様々な実施形態において、マーケッタは、一連のメニューを通じて、標的視聴者を選
択してもよい。一つのメニューは、年齢に関連してもよい。このメニューを用いて、マー
ケッタは、自分の標的視聴者に対して年齢範囲を選択してもよい。別のメニューは、収入
に関連してもよい。このメニューを用いて、マーケッタは、自分の標的視聴者に対して収
入範囲を選択してもよい。
【０３２３】
　様々なやり方において、標的視聴者を選択すると、マーケッタは、自分の宣伝が標的視
聴者のところに行くことの所望を示すことができる。様々な実施形態において、標的視聴
者を選択すると、マーケッタは、現在宣伝の聴取が利用可能な自分の標的視聴者がどれだ
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けいるかを記載する統計を、最初に眺めてもよい。例えば、マーケッタは、現在モバイル
ゲーム装置を用いている自分の標的視聴者がどれだけいるかを記載する統計を眺めてもよ
い。利用可能な自分の標的視聴者の数にマーケッタが満足するならば、マーケッタは、そ
の標的視聴者に自分の宣伝が表示されることを所望することを示してもよい。
【０３２４】
　様々な実施形態において、以下のデータの種類の一以上が、遊技者に関して利用可能で
ありうる。（ａ）名前、（ｂ）住所、（ｃ）性別、（ｄ）誕生日、（ｅ）遊技者が遊技し
たゲームに由来するデータ、（ｆ）ゲームにおける遊技者のスキルレベル、（ｇ）ブラッ
クジャックにおける遊技者のスキルレベル、（ｈ）ビデオポーカーにおける遊技者のスキ
ルレベル、（ｉ）遊技者に対する取引データ、（ｊ）遊技者に対する平均の預金サイズ、
（ｋ）遊技者が行ったベット額、（ｌ）遊技者が行った平均ベット額、（ｍ）遊技者のベ
ット上限（例えば、その遊技者がゲームあたりに許容されている額の最大、例えば、ゲー
ムセッション等、複数のゲームにわたって遊技者が許容されている総額の最大）、（ｎ）
遊技者自らが課した遊技者に対するベット上限（例えば、遊技者の要求により、ゲームあ
たりに遊技者に許容される額の最大）、（ｏ）遊技者に対する負けの限界（例えば、何ら
かの時間の期間にわたり遊技者に負けが許容される額の最大であり、これを超えると遊技
者はさらなるゲームから抑止される）、（ｐ）遊技者に対する預金限度（例えば、ゲーム
マシンに遊技者が預けることが許容される額の最大、例えば、遊技者がゲームテーブルで
購入することが許容されるチップ量の最大）。
【０３２５】
　様々な実施形態において、以下のデータの種類の一以上が、遊技者に関して利用可能で
ありうる。（ａ）居住する住所、（ｂ）居住する住所の市、（ｃ）居住する住所の国、（
ｄ）居住する住所の好み、（ｅ）居住する住所の通り、（ｆ）居住する住所の郊外、（ｇ
）居住する住所の郵便番号、（ｈ）郵送先住所、（ｉ）郵送先住所の市、（ｊ）郵送先住
所の国、（ｋ）郵送先住所の好み、（ｌ）郵送先住所の通り、（ｍ）郵送先住所の郊外、
（ｎ）郵送先住所の郵便番号、（ｏ）連絡先の詳細、（ｐ）電子メール、（ｑ）第二の電
子メール、（ｒ）ファクシミリ番号、（ｓ）モバイル（例えば、遊技者の携帯装置の電話
番号）、（ｔ）ページャ（例えば、遊技者のページャの連絡先番号）、（ｕ）好みの連絡
方法、（ｖ）仕事用電話番号（例えば、遊技者の仕事のための電話番号）、（ｗ）自宅番
号（例えば、遊技者の自宅の電話番号）、（ｘ）クレジットカードの詳細、（ｙ）人物の
詳細、（ｚ）代理人コード（ａｇｅｎｔ　ｃｏｄｅ）、（ａａ）誕生日、（ｂｂ）ファー
ストネーム、（ｃｃ）ラストネーム、（ｄｄ）ミドルネーム、（ｅｅ）国別ＩＤ、（ｆｆ
）国籍（例えば遊技者の出身国、例えば遊技者が市民権を有する国）、（ｇｇ）宣伝コー
ド、（ｈｈ）性別、（ｉｉ）肩書き、（ｊｊ）認証用の質問及び答え（例えば、遊技者の
母親の旧姓、及び当該質問への答え）、（ｋｋ）銀行口座の詳細、（ｌｌ）銀行名、（ｍ
ｍ）銀行口座ＩＤ、（ｎｎ）支店住所、（ｏｏ）支店コード、（ｐｐ）支店の国名、（ｑ
ｑ）口座名、及び（ｒｒ）口座番号。
【０３２６】
　遊技者は、モバイル装置をチェックする時点で、広告の種類を選択する。
　様々な実施形態において、遊技者は、モバイル装置を受け取るときに、一以上の指定を
行ってもよい。このような指定は、その遊技者に表示される宣伝及び広告に、影響する場
合がある。例えば、このような指定は、その遊技者に広告する会社の種類、及びその遊技
者に広告される製品の種類に、影響する場合がある。
【０３２７】
　遊技者は、多くのやり方でモバイル装置を受け取ることができる。様々な実施形態にお
いて、遊技者は、カジノのケージ、自動販売機、又はカジノホテルのフロントデスクにお
いて、モバイル装置を受け取ることができる。様々な実施形態において、遊技者は、カジ
ノ代表者からモバイル装置を受け取ることができる。例えば、遊技者は、スロットマシン
の前にいて、ゲームへの参加を継続して、カジノ内の移動を所望する場合がある。従って
、遊技者は、カジノ代表者が遊技者に、ゲーム用のモバイル装置を提供することを求めて
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もよい。遊技者は、自己のモバイル装置を所有していてもよい（例えば、遊技者は、個人
的な携帯電話を所有している場合がある）。すでにモバイル装置を所有している遊技者は
、自分のモバイル装置をゲームの目的として構成又は可能にする時点において、一以上の
指定を広告に付随させてもよい。
【０３２８】
　モバイル装置を受け取るか構成するときに、遊技者は、多くの指定を行う場合がある。
遊技者は、以下を指示してもよい。（ａ）製品（例えば、コカコーラ（登録商標））、（
ｂ）製品のカテゴリ（例えばソフトドリンク、例えばレジャークルーズ）、（ｃ）ブラン
ド、（ｄ）国、（ｅ）製造業者、（ｆ）製品の目的（例えば結婚プレイゼント、風呂掃除
用具）、（ｇ）価格範囲（例えば、遊技者が購入したいと思う価格範囲）、（ｈ）予算範
囲（例えば、遊技者が消費可能な額）、（ｉ）遊技者が連絡に関心をもちうる所望の販売
代表者又は販売代表者の種類（例えば、生命保険エージェント）。遊技者によるこのよう
な指定により、マーケッタは、遊技者への広告又は宣伝を送信する望ましさを決定するこ
とができる。例えば、遊技者が特定のマーケッタの製品カテゴリを指定した場合には、そ
のマーケッタは、遊技者にマーケッタの製品に対する広告を眺めてもらうことに支払う意
志をより抱く場合がある。この指定は、マーケッタに広告スペースを販売することにおい
て、カジノの助けとなる場合もある。例えば、カジノは、遊技者のモバイル装置に広告を
出すよう、多くの当該遊技者が船旅での休暇に関心があることを船旅会社のマーケッタに
示すことができるならば、その船旅会社を説得できる場合がある。
【０３２９】
　モバイル装置を受け取る又は構成するときに、遊技者は、彼自身／彼女自身についての
特徴を示すこともできる。遊技者は、年齢、人種、収入レベル、居住場所、家族構成、性
別、支持政党、職業、又は任意の他の情報の断片を示してもよい。このような情報は、ど
の遊技者に広告すべきか、広告の提供にいくら支払うべきかを決定することにおいて、及
び一以上の遊技者に何の広告を送信すべきかを決定することにおいて、さらにマーケッタ
の助けとなる場合がある。
【０３３０】
　別個の機器におけるボーナスラウンド
　様々な実施形態において、遊技者は、モバイル装置上のゲームの一部、及び別の装置上
の同じゲームの一部に参加することができる。他の装置は、モバイル装置ではないゲーム
装置でもよい。例えば、他の装置は、スロットマシン、ビデオポーカーマシン、ビデオブ
ラックジャックマシン、等でもよい。いくつかの実施形態において、ゲーム装置は、モバ
イル装置では利用可能ではない経験を遊技者に提供できる。従って、遊技者がモバイルゲ
ーム装置上でゲームを全部遊技するよりも、むしろ他のゲーム装置上でゲームの一部を遊
技する方が、より刺激的又は別の面白さがある場合がある。いくつかの実施形態において
、遊技者は、モバイルゲーム装置上での遊技中にリーチ回に達する場合がある。ゲームの
ボーナスラウンドは、物理プロセスに具現化されるランダムなイベントを特徴としてもよ
い。例えば、ボーナスラウンドは、回転円盤の回転を特徴とすることができる。回転円盤
の回転が、モバイルゲーム装置のディスプレイ画面を用いて視覚的に模倣することが可能
である一方、例えば、物理的な円盤の回転を実際に眺めると、遊技者にとってより刺激的
である場合がある。従って、遊技者は、モバイルではないゲーム装置を用いて、自分のゲ
ームのボーナスラウンドの分を展開してもよい。ボーナスラウンドのために用いられるゲ
ーム装置は、物理的な回転円盤を備えてもよい。この円盤は、ボーナスラウンドにおける
遊技者の賞を明らかにするために回転してもよい。
【０３３１】
　様々な実施形態において、ゲームの第一の部分がモバイルゲーム装置上で遊技され、ゲ
ームの第二の部分が別の装置上で遊技されるときには、様々なやり方でゲームの結果を決
定できる。ゲームの結果は、モバイルゲーム装置によって生成されるランダムな数又はイ
ベントに基づいて、単独で決定してもよい。ゲームの結果は、他の装置（例えば、モバイ
ルではないゲーム装置）によって生成されるランダムな数又はイベントに基づいて、単独
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で決定してもよい。ゲームの結果は、カジノサーバ等の、第三の装置によって、単独で決
定してもよい。ゲームの結果は、モバイルゲーム装置及び他の装置（例えば、モバイルで
はないゲーム装置）の両方によって生成されるランダムな数又はイベントに基づいて、単
独で決定してもよい。例えば、ボーナスラウンドに入ることを、モバイルゲーム装置上で
生成されるランダムな数字に基づいて決定してもよい。ボーナスラウンドの結果は、他の
装置（例えば、モバイルではないゲーム装置）において生成されるランダムな数に基づい
てもよい。ゲームの結果は、モバイルゲーム装置及び第三の装置（例えば、カジノサーバ
）の両方によって生成されるランダムな数又はイベントに基づいて、単独で決定してもよ
い。ゲームの結果は、他の装置（例えば、モバイルではないゲーム装置）及び第三の装置
（例えば、カジノサーバ）の両方によって生成されるランダムな数又はイベントに基づい
て、単独で決定してもよい。ゲームの結果は、モバイルゲーム装置、他の装置（例えば、
モバイルではないゲーム装置）及び第三の装置（例えば、カジノサーバ）によって生成さ
れるランダムな数又はイベントに基づいて、単独で決定してもよい。
【０３３２】
　１００％払い戻しの装置
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置上のゲームは、０％のハウスエッジを有
してもよい。様々な実施形態において、モバイルゲーム装置上のゲームは、マイナスのハ
ウスエッジを有してもよい。理解されるように、０％のハウスエッジを有するゲームは、
カジノに対する利益が得られない場合がある。理解されるように、マイナスのハウスエッ
ジを有するゲームは、潜在的にカジノに金銭の費用がかかる場合がある。従って、様々な
実施形態において、カジノは、０％又はマイナスのハウスエッジを有するゲームに伴う費
用を補填する目的で、宣伝の呈示からの収入を利用できる。
【０３３３】
　様々な実施形態において、カジノは、宣伝から利益が期待されるときに、所望のプラス
のハウスエッジを生成するために、モバイルゲーム装置上に十分な宣伝を呈示できる。例
えば、モバイルゲーム装置上で遊技されるそれぞれの１ドルのゲームについて、５つの宣
伝を呈示してもよい。例えば、この５つの宣伝には、シミュレーションされたスロットマ
シンリール上のシンボルに替わる、５つの製品を含むことができる。それぞれの呈示され
る宣伝に対して、宣伝に出資するマーケッタは、カジノに１セントを支払うことができる
。このようにして、カジノは、遊技される１ドルのゲームそれぞれについて、マーケッタ
から５セントを稼ぐことができる。ゲーム自体におけるハウスエッジがたとえ０％であっ
ても、宣伝からの利益を考慮に入れると、カジノは、５％のハウスエッジを効果的に維持
できる。所望の効果的なハウスエッジに到達する目的で、カジノは、遊技されるゲームあ
たりに呈示される宣伝の数を調整でき、及び／又は宣伝あたりにマーケッタに請求される
料金を調整できる。例えば、前述の例において、カジノが６％のハウスエッジを受け取る
ことを所望したならば、カジノは、ゲームあたりの宣伝を５つではなく６つにしてもよか
った。
【０３３４】
　様々な実施形態において、ゲームの遊技者は、ゼロ又はマイナスのハウスエッジを有す
るゲームを遊技する目的で、一以上の宣伝を眺めるか熟読することを求められてもよい。
宣伝を眺めながら、遊技者は、ポイント、トークン、又は他の証明書を貯めてもよい。遊
技者は、ゼロ又はマイナスのハウスエッジを有するゲームを遊技する目的で、ある数のポ
イントを貯めることを求められてもよい。遊技者が目標数のポイントに達するにつれて、
ハウスエッジはどんどん低くなり、遊技者が目標数のポイントに達すると、ゼロとなる。
例えば、ゲームは、通常は１０％のハウスエッジを有してもよい。しかしながら、０％の
ハウスエッジを有するゲームを遊技するために求められる宣伝の半分を遊技者が眺めたと
きに、ハウスエッジは５％に低下してもよい。様々な実施形態において、遊技者がポイン
トを貯めるにつれて、遊技者は、０％又はマイナスのハウスエッジを有するゲームを遊技
することに当該ポイントを使ってもよい。いったん遊技者がポイントを使い果たすと、遊
技者は、０％又はマイナスのハウスエッジを有するゲームを遊技する目的で、さらにポイ



(77) JP 5457192 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

ントを稼ぐことを求められてもよい（例えば、より多くの広告を眺めることにより）。
【０３３５】
　様々な実施形態において、メータ又は他のメモリにより、０％又はマイナスのハウスエ
ッジを有するゲームを遊技できるまでの、遊技者の進展を示してもよい。遊技者がより多
くの宣伝を眺めるにつれて、例えば、このメータは目標のより近くに接近してもよい。目
標に達するときに、遊技者が、０％のハウスエッジを有するゲームを遊技できるようにし
てもよい。様々な実施形態において、遊技者は、０％又はマイナスのハウスエッジを有す
るゲームを遊技する特権を維持する目的で、継続的、周期的、又は散発的に、追加の広告
を眺めることを求められてもよい遊技者が所望の速度で宣伝を眺めることに失敗する場合
には、遊技者はポイントを失い、及び／又はメータがその目標範囲から遠ざかって移動す
るようにしてもよい。従って、遊技者は、遊技者が追加の宣伝を眺めるときまで、プラス
のハウスエッジを有するゲームを遊技させられてもよい。
【０３３６】
　広告に対する規制当局の許可を得ること
　様々な実施形態において、カジノは、宣伝をゲームに掲載又は差し込むために、規制当
局の許可を求める場合がある。様々な実施形態において、カジノは、宣伝に伴う画像をゲ
ームに掲載又は差し込むために、規制当局の許可を求める場合がある。様々な実施形態に
おいて、カジノは、任意の画像をゲームに掲載又は差し込むために、規制当局の許可を求
める場合がある。ゲームは、スロットマシンゲーム又はビデオポーカーゲーム等の、運に
よって金銭を求めるゲームでもよい。様々な実施形態において、カジノは、カジノの判断
において、様々な画像の任意の一つをゲームに差し込むために、全面的容認を受ける場合
がある。例えば、カジノは、５０の異なる画像の任意の一つをゲームに差し込むために、
規制当局の許可を所望する場合がある。例えば、カジノは、５０の異なる画像の任意の一
つをシンボルとしてゲームに差し込むために、規制当局の許可を所望する場合がある。画
像、又は宣伝に関連する任意のデータを、前もって規制当局に示す場合がある。規制当局
は、全ての画像又は他のデータを許可し、次いでカジノに、その判断で当該画像の任意の
一つをゲームに差し込むことを許可する場合がある。
【０３３７】
　画像をゲームに差し込むことに対する規制当局の許可の用語としては、以下の任意の一
以上が挙げられる。（ａ）画像が存在しない場合に遊技されるゲームの状況と比較したと
きに、そのゲームにおいて何ら影響をもたない画像の存在、（ｂ）画像が存在しない場合
のゲームの支払いと比較したときに、そのゲームの支払いに何ら影響をもたない画像の存
在、（ｃ）真実ではないもの（例えば、画像が勝ちの結果の一部を形成しないのであれば
、画像は「勝者」という表示をすることはできない）を画像が何ら示さず、表さない、（
ｄ）ゲームそれ自体を画像が何ら示さず、表さない（例えば、画像は、支払いの金額、勝
ち又は負けの結果、ボーナスラウンドに入ることを示唆しない、等。画像は、ゲーム遊技
と独立したメッセージを単に運ぶことができる）、（ｅ）画像は攻撃的でない、（ｆ）画
像は、既にゲームの一部である別の画像と混同されない、（ｇ）画像は、任意のゲームの
一部である画像と混同されない（例えば、道化師の画像は、ジョーカーのシンボルと混同
する場合があるために禁止されるばあいがある）、（ｈ）画像は、子供又は未成年の心に
訴えてはならない（例えば、画像は、子供の心に訴える玩具又はブランドを表示してはな
らない）、等。前述の用語は、ビデオ、漫画、アニメーション、音声、又は宣伝に特徴的
である任意の他の情報に適用することに注意されたい。
【０３３８】
　前述に関して規制当局の許可を得ることにより、カジノは、マーケッタから得ることの
できる宣伝を勧誘し、次いでゲームに差し込むことが可能になる。新規な宣伝を受信し、
次いで、宣伝が受信される時点とその宣伝が導入される時点との間には規制当局の許可を
得る必要なしに、導入することができる。これにより、マーケッタは、宣伝の提出時点と
、その宣伝の導入時点との間の回転時間を迅速にできることになる。
【０３３９】
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　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、固定式ゲーム装置における遊技者の
遊技を促進する機能を果たす宣伝を表示することができる。例えば、遊技者は、カジノ内
を歩きながらモバイルゲーム装置を保持している場合がある。モバイルゲーム装置は、ブ
ザーを鳴らし、次いでメッセージを表示してもよい。メッセージは、ある種の固定式ゲー
ム装置が近傍にあることを遊技者に知らせてもよい。例えば、メッセージは、「ジャック
ポットジャンクルっていうスゴいゲームが右手にあるよ。今日はラッキー！」と表示して
もよい。様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、近傍にある固定式ゲーム装置
の存在を検出してもよく、そうでなくてもよい。次いで、モバイルゲーム装置は、遊技者
が近傍の固定式ゲーム装置の所に行くよう促してもよい。遊技者が近傍の固定式ゲーム装
置の所に行くことを促す、遊技者へのメッセージ表示をトリガするトリガ条件は、任意の
数があってもよい。トリガ条件としては、以下が挙げられる。（ａ）固定式ゲーム装置が
モバイルゲーム装置の所定の距離以内にある、（ｂ）固定式ゲーム装置がモバイルゲーム
装置よりも高いベット限度を有する、（ｃ）遊技者がモバイルゲーム装置において遊技し
ている同一のゲームを固定式ゲーム装置がサポートしている、（ｄ）遊技者が過去に遊技
した同一のゲームを固定式ゲーム装置がサポートしている、（ｅ）遊技者が過去に良好な
結果を経験したゲームを固定式ゲーム装置がサポートしている（例えば、遊技者が過去に
１００ドル以上を勝ったゲーム）、（ｆ）固定式ゲーム装置が新しいゲームを特色として
いる（例えばカジノが試験を望むゲーム、例えば製造メーカが試験を臨むゲーム、例えば
カジノが広めたい新規なゲーム）、及び任意の他のトリガ条件。
【０３４０】
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置、又は任意の他の装置は、情報ディスプ
レイ又は近傍のオブジェクト、人々、又は他の物あるいは実体に対する情報経路として機
能してもよい。様々な実施形態において、遊技者は、固定式ゲーム装置についての情報を
見いだす目的で、固定式ゲーム装置の近くでモバイルゲーム装置を保持してもよい。例え
ば、遊技者は、固定式ゲーム装置における履歴的ゲーム結果を見いだす目的で、固定式ゲ
ーム装置の近くでモバイルゲーム装置を持ち上げてもよい。モバイルゲーム装置に表れる
、固定式ゲーム装置についての情報としては、以下が挙げられる。（ａ）最後の結果、（
ｂ）最後の払い出し、（ｃ）最後の１０回の結果、（ｄ）最後の１０回の払い出し、（ｅ
）最後のＸ回の結果、（ｆ）最後のＸ回の払い出し、（ｇ）ボーナスラウンドに到達した
最後の時間、（ｈ）その固定式ゲーム装置における以前の遊技者の正味の勝ち、（ｉ）そ
の固定式ゲーム装置における以前の遊技者の全体の勝ち、（ｊ）その固定式ゲーム装置に
おいて最後のＸ回の時間における勝ちの金額、（ｋ）ジャックポットを買った最後の時間
、（ｌ）最後の１時間に勝った最大の払い出し、（ｍ）その固定式ゲーム装置において遊
技した任意の有名人の識別、及びその固定式ゲーム装置についての任意の他の情報。
【０３４１】
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、ゲームテーブルについての情報を公
開してもよい。モバイルゲーム装置は、そのテーブルにおける成果又は結果を公開しても
よい。例えば、モバイルゲーム装置は、そのテーブルにおいて現在遊技しているカードの
表示を示してもよい。例えば、モバイルゲーム装置は、テキサスホールデムのゲームにお
いて現在遊技しているコミュニティカードの表示を示してもよい。様々な実施形態におい
て、モバイルゲーム装置は、テーブルにおける現在の掛け金の総額サイズ又はベット額の
表示を示してもよい。モバイルゲーム装置は、隠された又は秘密のカードの表示を示して
もよい。例えば、モバイルゲーム装置は、遊技者が手の内にもっているカードの表示、又
はさらに配られるカードの表示を示してもよい。様々な実施形態において、モバイルゲー
ム装置は、（ａ）テーブルにいる一以上の遊技者の識別、（ｂ）テーブルにいる一以上の
遊技者のゲーム履歴（例えばそのテーブルにおいて遊技者により達成されたごくｆ最近の
結果、例えば最後の１時間におけるそのテーブルの遊技者に対する勝ち）、（ｃ）そのテ
ーブルにいるディーラーの識別、（ｄ）そのテーブルの賭金、（ｅ）そのテーブルのベッ
ト限度、（ｆ）そのテーブルで配られた最後のＸ枚のカード、（ｇ）そのテーブルの製造
メーカ、（ｈ）そのテーブルの座席を利用できる度合い（例えばそのテーブルには一つの
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座席が利用できることをモバイルゲーム装置が表示してもよく、例えばそのテーブルには
３人が一列に着席していることをモバイルゲーム装置が表示してもよい）、（ｉ）そのテ
ーブルにいるディーラーについての情報、（ｊ）そのディーラーとの遊技時に遊技者がい
くら勝ったかについての情報、及びそのテーブルにおけるゲームについての任意の他の情
報、及びそのテーブルについての任意の他の情報。
【０３４２】
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、レストランについての情報を表示し
てもよい。モバイルゲーム装置が表示してもよい情報としては以下が挙げられる。（ａ）
レストランにある一以上のメニュー品目の表示、（ｂ）レストランの金額の表示、（ｃ）
レストランに対する評価又はレビューの表示、（ｃ）レストランにおいて利用可能な座席
の表示、（ｄ）レストランにおけるシェフについての情報、（ｅ）期待される待ち時間の
表示、（ｆ）夕食の提供が期待される時間の表示、（ｇ）提供される任意の特別な品目の
表示、（ｈ）レストランに関連付けられる任意の宣伝の表示（例えば、現在のおすすめは
ドリンクを半額で提供できる）、及びレストランについての任意の他の情報。
【０３４３】
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、他の店又はリテール施設についての
情報を表示してもよい。モバイルゲーム装置が表示してもよい情報としては以下が挙げら
れる。（ａ）製品リスト、（ｂ）製品価格、（ｃ）宣伝（例えば、店内全品目について５
０％の割引価格を宣伝してもよい）、（ｄ）製品レビュー、（ｅ）製品サイズ（例えば、
衣服のサイズ）、（ｆ）製品全ての利用可能な数量、及び店についての任意の他の情報。
【０３４４】
　様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、情報の種類が何か、又は固定式ゲー
ム装置について、人物について、又は任意の他の実体について、どれだけの情報を公開し
てもよいかという意味において、異なる設定を有していてもよい。様々な実施形態におい
て、異なる設定により、異なる時間の期間についての情報を、遊技者が眺めることができ
てもよい。第一の設定により、過去における特定の時点からの情報を、遊技者が眺めるこ
とができてもよい。第二の設定により、過去における別のより離れた時点からの情報を、
遊技者が眺めることができてもよい。例えば、第一の設定により、過去１０分以内の固定
式ゲーム装置についての履歴的ゲーム情報を、遊技者が眺めることができてもよい。換言
すれば、過去１０分においてゲーム装置に発生した結果が何かを、遊技者が眺めることが
できるようにしてもよい。しかしながら、過去１０分を超えてゲーム装置に発生した結果
は、遊技者によって眺めることができてはならない。モバイルゲーム装置の第二の設定に
より、ゲーム装置からの過去１時間以内の履歴的ゲーム結果を、遊技者が眺めることがで
きてもよい。様々な実施形態において、設定により、モバイルゲーム装置が固定式ゲーム
装置、又は他の人物、オブジェクト、又は実体についての情報を表示してもよい範囲を、
決定してもよい。第一の設定において、モバイルゲーム装置は、３ｍ（１０フィート）以
内の距離にある固定式ゲーム装置についての情報を、表示できてもよい。第二の設定にお
いて、モバイルゲーム装置は、１５ｍ（５０フィート）以内の距離にある固定式ゲーム装
置についての情報を、表示できてもよい。遊技者が第二の設定にあるモバイルゲーム装置
を有するならば、その遊技者は、手で円弧状にモバイルゲーム装置を振り、これにより足
を動かす必要なく多くの異なる固定式ゲーム装置についての情報を見いだすことができて
もよい。様々な実施形態において、設定により、固定式ゲーム装置、人物、オブジェクト
、又はモバイルゲーム装置が表示してもよい他の実体の種類を決定してもよい。例えば、
第一の設定において、モバイルゲーム装置は、ビデオポーカーゲームを特徴とする固定式
ゲーム装置についての情報のみを表示してもよい。第二の設定において、モバイルゲーム
装置は、スロットマシンゲームを特徴とする固定式ゲーム装置についての情報のみを表示
してもよい。
【０３４５】
　様々な実施形態において、固定式ゲーム装置、人物又は他のオブジェクトあるいは実体
についての情報を表示することに先立って、モバイルゲーム装置は固定式ゲーム装置を最
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初に検出しなければならない。さらに、様々な実施形態において、様々な近接したゲーム
装置の中でどの固定式ゲーム装置が、モバイルゲーム装置に情報が表示されたものである
かが決定されなければならない。例えば、モバイルゲーム装置は、様々な固定式ゲーム装
置に近接してもよい。次いで、様々な近接した固定式ゲーム装置の存在のいずれが、モバ
イルゲーム装置に情報が表示されたものであるかが決定されなければならない。様々な実
施形態において、モバイルゲーム装置は、最も近くにある固定式ゲーム装置についての情
報を表示する。様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、最も近傍に向いている
固定式ゲーム装置についての情報を表示する。例えば、モバイルゲーム装置は、モバイル
ゲーム装置の前面を構成すると考えてもよい側面又は表面を有することができる。モバイ
ルゲーム装置の前面が特定の固定式ゲーム装置に対向しているか又は向いているときに、
モバイルゲーム装置はその固定式ゲーム装置についての情報を表示してもよい。様々な実
施形態において、モバイルゲーム装置は、モバイルゲーム装置の方向に対向している固定
式ゲーム装置についての情報を表示してもよい。従って、例えば、モバイルゲーム装置は
、第二の固定式ゲーム装置よりもさらに離れている第一の固定式ゲーム装置についての情
報を、もしもこの第一の固定式ゲーム装置の存在がモバイルゲーム装置の方向に対向し、
第二の固定式ゲーム装置の存在が異なる方向に向いているならば、表示してもよい。
【０３４６】
　様々な実施形態において、遊技者は、自分のモバイルゲーム装置上に特定の設定を有す
ることに支払ってもよく、このような設定により、そのモバイルゲーム装置上に表示して
もよい情報の量が決定する。例えば、固定式ゲーム装置まで自分のモバイルゲーム装置を
保持し、その固定式ゲーム装置の最後の１０回の結果が自分のモバイルゲーム装置に表示
されて眺めることが可能であるという第一の設定に対して、遊技者が１日あたり５ドルを
支払うようにしてもよい。固定式ゲーム装置まで自分のモバイルゲーム装置を保持し、そ
の固定式ゲーム装置の最後の１００回の結果が自分のモバイルゲーム装置に表示されて眺
めることが可能であるという第二の設定に対して、遊技者が１日あたり１０ドルを支払う
ようにしてもよい。様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、任意の可能な設定
に利用できる情報を表示できるように、情報を受信してもよい。しかしながら、モバイル
ゲーム装置は、現在の設定に基づいて、受信したある情報を差し控えるか、又は表示しな
いようにしてもよい。例えば、モバイルゲーム装置は、固定式ゲーム装置において発生し
た最後の１０回の結果のみを表示できる、第一の設定にあってもよい。固定式ゲーム装置
は、実際には、固定式ゲーム装置において発生した最後の１００回の結果をモバイルゲー
ム装置に通信してもよい。しかしながら、モバイルゲーム装置は現在の設定のために、そ
れらの結果の１０回のみを表示してもよい。モバイルゲーム装置が第二の設定にあるなら
ば、モバイルゲーム装置はそれらの結果の１００回全てを表示してもよい。様々な実施形
態において、モバイルゲーム装置は、固定式ゲーム装置から、カジノサーバから、又は任
意の他のソースから、モバイルゲーム装置の現在の設定に基づいて、遊技者に通信するこ
とのできる情報のみを要求することができる。
　いくつかの態様を記載しておく。
〔態様１〕
　無線系信号をモバイルゲーム装置から受信することであって、前記モバイルゲーム装置
は前記モバイルゲーム装置の遊技者がギャンブルをすることができるように動作可能であ
ることと、
　前記無線系信号を受信することに少なくとも部分的に基づいて、前記遊技者に宣伝が出
力されることであって、前記宣伝はビデオ及び音声の少なくとも一つを含むことと、
　を含む方法。
〔態様２〕
　前記宣伝が出力されることは、前記モバイルゲーム装置を介して前記遊技者に前記宣伝
が出力されることを含む、態様１に記載の方法。
〔態様３〕
　前記宣伝を決定することと、
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　前記モバイルゲーム装置に前記宣伝を送信することと、
　をさらに含む、態様２に記載の方法。
〔態様４〕
　前記モバイルゲーム装置は、少なくとも部分的に前記宣伝を決定する、態様２に記載の
方法。
〔態様５〕
　前記宣伝に関連する追加情報を獲得する表示を前記モバイルゲーム装置から受信するこ
とと、
　前記追加情報を前記モバイルゲーム装置に送信することと、
　前記追加情報を前記モバイルゲーム装置を介して前記遊技者に出力することと、
　をさらに含む、態様２に記載の方法。
〔態様６〕
　前記宣伝に関連する追加情報を獲得する表示を前記モバイルゲーム装置から受信するこ
とと、
　前記追加情報を前記モバイルゲーム装置以外の他の装置に送信することと、
　前記追加情報を前記他の装置を介して前記遊技者に出力することと、
　をさらに含む、態様２に記載の方法。
〔態様７〕
　前記他の装置は前記遊技者に隣接する、態様６に記載の方法。
〔態様８〕
　前記他の装置はスロットマシンを含む、態様７に記載の方法。
〔態様９〕
　前記宣伝が出力されることは、前記モバイルゲーム装置以外の他の装置を介して前記遊
技者に前記宣伝が出力されることを含む、態様１に記載の方法。
〔態様１０〕
　前記他の装置は前記遊技者に隣接する、態様９に記載の方法。
〔態様１１〕
　前記他の装置はスロットマシンを含む、態様１０に記載の方法。
〔態様１２〕
　前記宣伝が出力されることは、前記モバイルゲーム装置を介して前記遊技者に前記宣伝
の第一の部分が出力されることと、及び前記他の装置を介して前記遊技者に前記宣伝の第
二の部分が出力されることと、を含む、態様１に記載の方法。
〔態様１３〕
　前記無線系信号を受信することは、前記モバイルゲーム装置以外の他の装置を介して前
記無線系信号を受信することを含み、
　前記宣伝が出力されることは、前記他の装置を介して前記遊技者に前記宣伝が出力され
ることを含む、
　態様１に記載の方法。
〔態様１４〕
　前記無線系信号は、少なくとも部分的に前記ゲーム装置以外の他の装置を起源とし、
　前記宣伝が出力されることは、前記他の装置を介して前記遊技者に前記宣伝が出力され
ることを含む、
　態様１に記載の方法。
〔態様１５〕
　前記無線系信号を受信することは、前記無線系信号を受信する前記モバイルゲーム装置
以外の他の装置を含み、
　前記宣伝が出力されることは前記遊技者に前記宣伝を出力する前記他の装置を含む、
　態様１に記載の方法。
〔態様１６〕
　前記他の装置は前記遊技者に隣接する、態様１５に記載の方法。
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〔態様１７〕
　前記他の装置はスロットマシンを含む、態様１６に記載の方法。
〔態様１８〕
　前記無線系信号は前記宣伝を符号化する、態様１５に記載の方法。
〔態様１９〕
　前記無線系信号は前記宣伝を識別し、
　前記方法は、前記信号に少なくとも部分的に基づいて前記信号を決定する前記他の装置
をさらに含む、
　態様１５に記載の方法。
〔態様２０〕
　前記無線系信号に少なくとも部分的に基づいて、前記モバイルゲーム装置が前記モバイ
ルゲーム装置以外の他の装置に近接していることを決定することを含み、
　前記宣伝が出力されることは、前記モバイルゲーム装置が前記他の装置に近接している
ことを決定することに少なくとも部分的に基づいて、前記他の装置を介して前記遊技者に
前記宣伝が出力されることをさらに含む、
　態様１に記載の方法。
〔態様２１〕
　前記方法は少なくとも部分的に前記他の装置によって実施される、態様２０に記載の方
法。
〔態様２２〕
　前記無線系信号を受信することは、前記他の装置を介して前記無線系信号を受信するこ
とを含む、態様２０に記載の方法。
〔態様２３〕
　前記無線系信号は、少なくとも部分的に前記他の装置を起源とする、態様２０に記載の
方法。
〔態様２４〕
　前記他の装置はスロットマシンを含む、態様２０に記載の方法。
〔態様２５〕
　前記無線系信号に少なくとも部分的に基づいて、前記モバイルゲーム装置が前記ゲーム
装置以外の他の装置に近接していることを決定することを含み、
　前記宣伝が出力されることは、前記モバイルゲーム装置が前記他の装置に近接している
ことを決定することに少なくとも部分的に基づいて、前記モバイルゲーム装置を介して前
記遊技者に前記宣伝が出力されることをさらに含む、
　態様１に記載の方法。
〔態様２６〕
　前記無線系信号を受信することは、前記他の装置を介して前記無線系信号を受信するこ
とを含む、態様２５に記載の方法。
〔態様２７〕
　前記無線系信号は、少なくとも部分的に、前記他の装置を起源とする、態様２５に記載
の方法。
〔態様２８〕
　前記無線系信号に少なくとも部分的に基づいて、前記モバイルゲーム装置が前記モバイ
ルゲーム装置以外の他の装置の所定距離内であることを決定することを含み、
　前記宣伝が出力されることは、前記モバイルゲーム装置は前記他の装置の前記所定距離
内であることを決定することに少なくとも部分的に基づいて、前記他の装置を介して前記
遊技者に前記宣伝が出力されることをさらに含む、
　態様１に記載の方法。
〔態様２９〕
　前記他の装置はスロットマシンを含む、態様２８に記載の方法。
〔態様３０〕
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　前記無線系信号に少なくとも部分的に基づいて、前記モバイルゲーム装置が前記モバイ
ルゲーム装置以外の他の装置の所定距離内であることを決定することを含み、
　前記宣伝が出力されることは、前記モバイルゲーム装置は前記他の装置の前記所定距離
内であることを決定することに少なくとも部分的に基づいて、前記モバイルゲーム装置を
介して前記遊技者に前記宣伝が出力されることをさらに含む、
　態様１に記載の方法。
〔態様３１〕
　前記無線系信号に少なくとも部分的に基づいて、前記モバイルゲーム装置がリテイラに
近接していることを決定することを含み、
　前記宣伝が出力されることは、前記モバイルゲーム装置が前記リテイラに近接している
ことを決定することに少なくとも部分的に基づいて、前記モバイルゲーム装置を介して前
記遊技者に前記宣伝が出力されることをさらに含む、
　態様１に記載の方法。
〔態様３２〕
　前記宣伝は前記リテイラに関連する、態様３１に記載の方法。
〔態様３３〕
　前記宣伝を決定することと、前記宣伝を前記モバイルゲーム装置に送信することと、を
さらに含む、態様３２に記載の方法。
〔態様３４〕
　前記モバイルゲーム装置は、少なくとも部分的に前記宣伝を決定する、態様３２に記載
の方法。
〔態様３５〕
　前記無線系信号に少なくとも部分的に基づいて、前記モバイルゲーム装置がリテイラの
所定距離内であることを決定することを含み、
　前記宣伝が出力されることは、前記モバイルゲーム装置は前記リテイラの所定距離内で
あることを決定することに少なくとも部分的に基づいて、前記モバイルゲーム装置を介し
て前記遊技者に前記宣伝が出力されることをさらに含む、
　態様１に記載の方法。
〔態様３６〕
　前記宣伝は、前記リテイラに関連する、態様３５に記載の方法。
〔態様３７〕
　前記モバイルゲーム装置は、少なくとも部分的に前記宣伝を決定する、態様３６に記載
の方法。
〔態様３８〕
　前記無線系信号に少なくとも部分的に基づいて、前記モバイルゲーム装置が前記所定場
所内であることを決定することを含み、
　前記宣伝が出力されることは、前記モバイルゲーム装置が所定場所内であることを決定
することに少なくとも部分的に基づいて、前記モバイルゲーム装置を介して前記遊技者に
前記宣伝が出力されることをさらに含む、
　態様１に記載の方法。
〔態様３９〕
　前記所定場所内に少なくとも部分的に基づいて前記宣伝を決定することをさらに含む、
態様３８に記載の方法。
〔態様４０〕
　前記信号は前記モバイルゲーム装置の場所を含む、態様３８に記載の方法。
〔態様４１〕
　前記遊技者についての情報に少なくとも部分的に基づいて前記宣伝を決定することをさ
らに含む、態様１に記載の方法。
〔態様４２〕
　前記信号は前記遊技者についての前記情報を含む、態様４１に記載の方法。
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〔態様４３〕
　前記信号は前記遊技者についての前記情報にアクセスするための機構を識別する、態様
４１に記載の方法。
〔態様４４〕
　前記信号において識別される前記機構を用いて、前記遊技者についての前記情報を検索
することをさらに含む、態様４３に記載の方法。
〔態様４５〕
　プロセッサと、
　命令を格納するコンピュータ可読媒体とを含み、
　前記命令は、前記プロセッサによる実行時に、態様１に記載の前記方法を実施するよう
前記プロセッサに指示する、
　装置。
〔態様４６〕
　モバイルゲーム装置のユーザに対して、前記モバイルゲーム装置を介して前記ユーザに
よって遊技されるゲームに基づくギャンブルの結果を決定することと、
　前記モバイルゲーム装置がリテール施設に近接していることを決定することと、
　前記結果に少なくとも部分的に基づき、及び前記モバイルゲーム装置が前記リテール施
設に近接していることに少なくとも部分的に基づいて宣伝を決定することであって、前記
宣伝は前記リテール施設の少なくとも一つの製品に対していることと、
　前記ユーザへの前記宣伝を前記モバイルゲーム装置に出力させることと、
　を含む方法。
〔態様４７〕
　前記モバイルゲーム装置が前記リテール施設に近接していることを決定することは、前
記モバイルゲーム装置が前記リテール施設の所定距離内であることを決定することを含む
、態様４６に記載の方法。
〔態様４８〕
　プロセッサと、
　命令を格納するコンピュータ可読媒体とを含み、
　前記命令は、前記プロセッサによる実行時に、態様４６に記載の前記方法を実施するよ
う前記プロセッサに指示する、装置。
〔態様４９〕
　少なくとも一つの表示を少なくとも一つのマーケッタに表示することであって、前記表
示は前記マーケッタが少なくとも一つのモバイルゲーム装置を介して宣伝を提示する機会
を含み、前記モバイルゲーム装置はギャンブル系ゲームを提供するよう動作可能であるこ
とと、
　前記マーケッタから前記機会に対する指し値を受信することであって、前記指し値は金
銭の数量を含むことと、前記指し値が所定の基準の一以上の第一のセットに合致すること
を決定することと、
　前記指し値が所定の基準の前記一以上の前記第一のセットに合致することに少なくとも
部分的に基づいて、前記指し値を受付けることと、
　少なくとも一つのモバイルゲーム装置を識別することであって、前記少なくとも一つの
モバイルゲーム装置は遊技者によって現在使用中であることと、
　前記識別されたモバイルゲーム装置に前記遊技者への前記マーケッタの宣伝を提供させ
ることと、
　を含む方法。
〔態様５０〕
　前記機会は、前記マーケッタの前記宣伝が提供される少なくとも一つの状況を含む、態
様４９に記載の方法。
〔態様５１〕
　前記識別されたモバイルゲーム装置に前記マーケッタの前記宣伝を提供させることは、
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前記少なくとも一つの状況に従って前記識別されたモバイルゲーム装置に前記マーケッタ
の前記宣伝を提供させることを含む、態様５０に記載の方法。
〔態様５２〕
　前記少なくとも一つのモバイルゲーム装置を識別することは、前記少なくとも一つの状
況に基づいて前記少なくとも一つのモバイルゲーム装置を識別することを含む、態様５０
に記載の方法。
〔態様５３〕
　前記少なくとも一つの状況は、
　（ａ）前記マーケッタの前記宣伝が提供される日付、
　（ｂ）前記マーケッタの前記宣伝が提供される時刻、
　（ｃ）前記マーケッタの前記宣伝が呈示される少なくとも一人の人物、及び
　（ｄ）前記マーケッタの前記宣伝が呈示される少なくとも一人の人物の人口統計学デー
タの少なくとも一つを含む、態様５０に記載の方法。
〔態様５４〕
　前記指し値が所定の基準の一以上の前記第一のセットに合致することを決定することは
、前記金銭の数量が所定の量を超えることを決定することを含む、態様４９に記載の方法
。
〔態様５５〕
　前記指し値が所定の基準の一以上の前記第一のセットに合致することを決定することは
、前記金銭の数量が任意の他の指し値に関連付けられる金銭の数量を超えることを決定す
ることを含む、態様４９に記載の方法。
〔態様５６〕
　前記マーケッタから前記マーケッタの前記宣伝を受信することと、
　前記マーケッタの前記宣伝が所定の基準の一以上の第二のセットに合致することを決定
することと、
　をさらに含む、態様４９に記載の方法。
〔態様５７〕
　所定の基準の前記第二のセットは、
　（ａ）前記マーケッタの前記宣伝は、粗暴な言語を何ら含まないこと、
　（ｂ）前記マーケッタの前記宣伝は、ある画素の寸法を有する画像のみを含むこと、
　（ｃ）前記マーケッタの前記宣伝は、所定のランレングスを有すること、
　（ｄ）前記マーケッタの前記宣伝は、一以上の所定のゲームに用いられる画像と同一の
画像を何ら含まないこと、及び
　（ｅ）前記マーケッタの前記宣伝は、一以上の所定のゲームに用いられる音声と同一の
音声を何ら含まないこと、の少なくとも一つを含む、態様５６に記載の方法。
〔態様５８〕
　前記マーケッタの前記宣伝を前記識別されたモバイルゲーム装置に送信することをさら
に含む、態様４９に記載の方法。
〔態様５９〕
　第一の命令を前記識別されたモバイルゲーム装置に送信することをさらに含み、前記第
一の命令は前記マーケッタの前記宣伝を呈示する方法を記載する、態様５８に記載の方法
。
〔態様６０〕
　前記第一の命令は、
　（ａ）前記マーケッタの前記宣伝を呈示するディスプレイ画面上の場所、
　（ｂ）前記マーケッタの前記宣伝を呈示する間の時間、
　（ｃ）前記マーケッタの前記宣伝を呈示する音量、
　（ｄ）前記マーケッタの前記宣伝を呈示する時間の長さ、
　（ｅ）前記マーケッタの前記宣伝が呈示される前にゲームに発生しなければならない状
況、の少なくとも一つを含む、態様５９に記載の方法。
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〔態様６１〕
　前記識別されたモバイルゲーム装置に第二の命令を送信することをさらに含み、前記第
二の命令は、前記マーケッタの前記宣伝が呈示されるときに前記識別されたモバイルゲー
ム装置が存在しなければならない場所を記載する、態様５９に記載の方法。
〔態様６２〕
　前記場所はレストランを含む、態様６１に記載の方法。
〔態様６３〕
　前記マーケッタの前記宣伝のカテゴリを決定することと、
　前記識別されたモバイルゲーム装置が以前の所定の期間内に前記同一のカテゴリ内の異
なる宣伝を呈示していないことと、をさらに含み、
　前記識別されたモバイルゲーム装置に前記マーケッタの前記宣伝を呈示させることは、
前記識別されたモバイルゲーム装置が以前の前記所定の期間内に同一のカテゴリ内の異な
る前記宣伝を呈示していないことに少なくとも部分的に基づいて、前記識別されたモバイ
ルゲーム装置に前記遊技者への前記マーケッタの前記宣伝を呈示させることを含む、
　態様４９に記載の方法。
〔態様６４〕
　プロセッサと、命令を格納するコンピュータ可読媒体とを含み、前記命令は、前記プロ
セッサによる実行時に、態様４９に記載の前記方法を実施するよう前記プロセッサに指示
する、装置。
〔態様６５〕
　少なくとも一つの表示を受信することであって、前記表示は、前記モバイルゲーム装置
がカジノ内の特定の場所の中にあるときに少なくとも一つのモバイルゲーム装置を介して
宣伝を呈示する機会を含み、前記モバイルゲーム装置はギャンブル系ゲームを提供するよ
う動作可能であることと、
　前記機会に対する指し値を入札することであって、前記指し値は金銭の数量を含むこと
と、
　前記指し値が受けつけられた表示を受信することと、
　特定の宣伝を呈示してもよいデータをサーバに送信することと、前記特定の宣伝が前記
カジノ内の前記場所にあるモバイルゲーム装置によって呈示されたことの表示を受信する
ことと、
　を含む方法。
〔態様６６〕
　前記金銭の数量に対する指し値を受信することと、
　前記金銭の数量を提供することと、
　をさらに含む、態様６５に記載の方法。
〔態様６７〕
　前記特定の宣伝を呈示してもよい前記データを生成することをさらに含む、態様６５に
記載の方法。
〔態様６８〕
　前記データを生成することは、
　（ａ）画像データ、
　（ｂ）ビデオデータ、及び
　（ｃ）音声データ
　の少なくとも一つを生成することを含む、態様６７に記載の方法。
〔態様６９〕
　プロセッサと、
　命令を格納するコンピュータ可読媒体とを含み、
　前記命令は、前記プロセッサによる実行時に、態様６５に記載の前記方法を実施するよ
う前記プロセッサに指示する、
　装置。
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〔態様７０〕
　モバイルゲーム装置において第一の遊技者によって遊技された第一のゲームを決定する
ことと、
　前記第一のゲームとして同じ種類のゲームを実施するよう動作可能である固定式装置を
識別することと、
　前記固定式装置が使用可能であることを決定することと、前記固定式装置において第二
のゲームに参加する提案を前記第一の遊技者に呈示することと、
　前記第一の遊技者から前記第一の遊技者が前記提案を受けつけることの表示を受信する
ことと、
　前記第一の遊技者のために前記固定式装置を予約することと、
　を含む方法。
〔態様７１〕
　前記第一のゲームはスロットマシンゲームを含み、前記固定式装置はスロットマシンを
含む、態様７０に記載の方法。
〔態様７２〕
　前記第一のゲームはポーカーのゲームを含み、前記固定式装置はポーカーテーブルを含
む、態様７０に記載の方法。
〔態様７３〕
　予約することは、前記第一の遊技者が前記固定式装置を使用することに先立って、第二
の遊技者が前記固定式装置を使用することを抑止することを含む、態様７０に記載の方法
。
〔態様７４〕
　前記第一の遊技者の第一のクレジットバランスを決定することであって、前記第一のク
レジットバランスは前記モバイルゲーム装置に関連付けられることと、
　前記固定式装置に命令を送信することであって、前記命令は前記固定式装置が第二のク
レジットバランスを確立することを指示することと、
　前記モバイルゲーム装置に命令を送信することであって、前記命令は前記モバイルゲー
ム装置にゼロクレジットバランスを確立することを指示することと、
　をさらに含む、態様７０に記載の方法。
〔態様７５〕
　前記第二のクレジットバランスは前記第一のクレジットバランスに等しい、態様７４に
記載の方法。
〔態様７６〕
　前記第二のクレジットバランス、前記第一のクレジットバランスよりも大きい、態様７
４に記載の方法。
〔態様７７〕
　前記モバイルゲーム装置に前記固定式装置の前記場所の表示を送信することをさらに含
む、態様７０に記載の方法。
〔態様７８〕
　プロセッサと、
　命令を格納するコンピュータ可読媒体とを含み、
　前記命令は、前記プロセッサによる実行時に、態様７０に記載の前記方法を実施するよ
う前記プロセッサに指示する、
　装置。
〔態様７９〕
　モバイルゲーム装置において前記モバイルゲーム装置のユーザに呈示する宣伝を受信す
ることであって、前記モバイルゲーム装置はギャンブル系ゲームを提供するよう動作可能
であることと、
　前記モバイルゲーム装置において第一の命令を受信することであって、前記第一の命令
は前記宣伝を呈示する方法を記載することと、
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　前記第一の命令に従って前記ユーザに前記宣伝を呈示することと、
　を含む方法。
〔態様８０〕
　前記第一の命令は、
　（ａ）前記宣伝を呈示するためのディスプレイ画面上の場所、
　（ｂ）前記宣伝を呈示する間の時間、
　（ｃ）前記宣伝を呈示する音量、
　（ｄ）前記宣伝を呈示する時間の長さ、
　（ｅ）前記宣伝が呈示される前にゲームに発生しなければならない状況
　の少なくとも一つを含む、態様７９に記載の方法。
〔態様８１〕
　前記モバイルゲーム装置において第二の命令を受信することをさらに含み、
　前記第二の命令は前記宣伝が呈示されるときに前記モバイルゲーム装置が存在しなけれ
ばならない場所を記載し、前記宣伝を呈示することは、前記モバイルゲーム装置前記場所
にあるときに前記ユーザに前記宣伝を呈示することを含む、
　態様７９に記載の方法。
〔態様８２〕
　携帯電話において宣伝を受信することであって、前記宣伝は音声を含み、前記宣伝は製
品及びサービスの少なくとも一つを宣伝することと、
　前記携帯電話において着信コールの表示を受信することと、
　前記着信コールに応答して前記宣伝を着信音として再生することと、
　を含む方法。
〔態様８３〕
　着信音としての前記宣伝の使用についてレポートすることをさらに含む、態様８２に記
載の方法。
〔態様８４〕
　前記使用は、前記宣伝が前記着信音として再生された回数を含む、態様８３に記載の方
法。
〔態様８５〕
　前記宣伝が前記着信音として再生された少なくとも一つの場所、及び
　前記宣伝が前記着信音として再生された少なくとも一つの時刻の少なくとも一つをレポ
ートすることをさらに含む、
　態様８４に記載の方法。
〔態様８６〕
　ゲーム装置に前記ゲーム装置の遊技者に対して第一の宣伝を呈示することであって、前
記ゲーム装置はギャンブル系ゲームを前記遊技者に提供するよう動作可能であることと、
　前記ゲーム装置から表示を受信することであって、前記表示は前記遊技者による行動に
応答して前記ゲーム装置によって送信されることと、
　前記表示に少なくとも部分的に基づいて第二の宣伝を決定することと、
　前記ゲーム装置に前記遊技者に対する前記第二の宣伝を呈示することと、
　を含む方法。
〔態様８７〕
　前記表示は、前記宣伝への前記遊技者による反応の表示を含み、
　前記第二の宣伝を決定することは、前記遊技者の前記反応に少なくとも部分的に基づい
て前記第二の宣伝を決定することを含む、
　態様８６に記載の方法。
〔態様８８〕
　前記遊技者による前記反応に少なくとも部分的に基づいて、別のゲーム装置が前記第一
の宣伝を呈示することを抑止することをさらに含む、態様８７に記載の方法。
〔態様８９〕
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　前記第一の宣伝は第一のカテゴリであり、
　前記表示は前記第一のカテゴリとことなる第二のカテゴリの表示を含み、
　前記第二の宣伝を決定することは前記第二のカテゴリに少なくとも部分的に基づいて前
記第二の宣伝を決定することを含む、
　態様８６に記載の方法。
〔態様９０〕
　モバイルゲーム装置によって、前記モバイルゲーム装置に近接している固定式ゲーム装
置を決定することと、
　前記モバイルゲーム装置によって、前記固定式ゲーム装置において発生した履歴的ゲー
ム結果を要求することと、
　前記モバイルゲーム装置によって、前記履歴的ゲーム結果を表示することと、
　を含む方法。
〔態様９１〕
　前記履歴的ゲーム結果は、
　前記固定式ゲーム装置において発生したゲームの少なくとも一つの結果、
　前記固定式ゲーム装置によって行われた少なくとも一つの払い出し、
　ボーナスラウンドが前記固定式ゲーム装置において到達した最後の時間、
　前記固定式ゲーム装置における以前の遊技者の正味の勝ち、及び
　前記固定式ゲーム装置における以前の遊技者の全体の勝ち
　の少なくとも一つを含む、態様９０に記載の方法。
〔態様９２〕
　前記モバイルゲーム装置によって前記固定式ゲーム装置を決定することは、前記モバイ
ルゲーム装置によって前記固定式ゲーム装置を検出することを含む、態様９０に記載の方
法。
〔態様９３〕
　前記モバイルゲーム装置によって前記固定式ゲーム装置から前記履歴的ゲーム結果を受
信することをさらに含む、態様９０に記載の方法。
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